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平成29年３月13日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計予算

○議案第８号 平成29年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算

○議案第９号 平成29年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計予算

○議案第10号 平成29年度宮崎県営国民宿舎特

別会計予算

○議案第12号 平成29年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計予算

○議案第13号 平成29年度宮崎県港湾整備事業

特別会計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第38号 美しい宮崎づくり推進条例

○議案第43号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第46号 都市計画に関する基本方針の変

更について

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・平成29年度商工観光労働部組織改正案につい

て

・首都圏情報発信拠点基本構想(案)について
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ただいまから商工建設常任委員○清山委員長

会を開会いたします。

委員会の日程についてでありますが、お手元

に配付の日程案でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そのように決定いたします。○清山委員長

審査方法についてでありますが、お手元に配

付いたしました委員会審査の進め方案をごらん

ください。

、 、審査方針についてですが 当初予算の審査は

重点事業・新規事業を中心に説明を求め、あわ

せて、決算における指摘要望事項に係る対応状

況も説明を求めることにしております。

次に、当初予算関連議案の審査については、

今回の委員会審査が長くなることが予想される

ので、商工観光労働部については２班に、県土

整備部については４班に分けて審査を行い、最

後にそれぞれ総括質疑の場を設けたいと思いま

す。

なお、商工観光労働部のその他報告事項の首

都圏情報発信拠点基本構想案については、当初

予算と関連することから、予算とあわせて、一

緒に説明を受けることとしております。

なお、採決については、全ての審査終了後に

行うこととしておりますが、この審査方針につ

いて御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そのように決定いたします。○清山委員長

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

当委員会に付託されました議案についての説

明を求めます。

委員の質疑は、執行部の説明が終了した後に

お願いいたします。

それでは、労働委○江藤労働委員会事務局長

員会事務局の平成29年度当初予算について御説

明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の511ページをお願

いいたします。

労働委員会事務局の当初予算額は、１億771

万8,000円をお願いしております。前年度当初予

算と比較いたしますと、261万円の増となってお

ります。

当初予算の主な内容について御説明いたしま

す。

515ページをお開きください。

まず、上から５段目の（事項）職員費でござ

いますが、事務局職員９名分の人件費といたし

、 。まして 7,473万8,000円をお願いしております

次に （事項）委員会運営費3,298万円でござ、

いますが、これは労働委員会委員の報酬費とし

て2,656万8,000円、労働争議の調整や、不当労

働行為の審査などに要します経費として93

万2,000円、定例総会の開催や各種会議への参加

など、その他労働委員会の運営に要する経費と

いたしまして548万円を計上しております。

説明は、以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

何か質疑はございませんか。

515ページで、前年度より200万程○丸山委員

度伸びたのは、これは人数ではなくて、報酬と

いいますか 手当が多くなった 給与が高くなっ、 、

て、少し人件費が伸びたという。一人一人が少

しずつ伸びたということでいいのか、１人ふえ

たとか、どういうことなのか、少し説明いただ

ければ。

平成29年３月13日(月)
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261万円の増額とい○江藤労働委員会事務局長

うことでありますけれども、まず、人事異動に

。伴います人件費の増加分というのがございます

例年、当初予算につきましては、１月１日現

在の職員をベースに人件費を計上しております

が、その関係で、来年度当初予算として計上い

たしました人件費の中身と、前年度の当初予算

の人件費の中身の大きな違いといいますのは、

職員が９名中５名が異動いたしまして、そのう

ち、例えば通勤手当とか、あるいは扶養手当、

そういった家族構成等で若干の異動がございま

して その関係での増額が一番大きなものとなっ、

ております。

ほかございますか。よろしいで○清山委員長

すか。

では、その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって労働委○清山委員長

員会事務局を終了いたします。

皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時８分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

本日の委員会、２名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることにいたしました。

傍聴される方にお願いいたしますが、傍聴人

は受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき

事項にありますとおり、声を出したり拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

、 。円滑に進めるため 静かに傍聴をしてください

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただきますようお願いいたします。

当委員会に付託されました議案等について、

商工観光労働部長の説明を求めます。

。○中田商工観光労働部長 おはようございます

商工観光労働部でございます。本日は、どうぞ

よろしくお願いいたします。

では、座って説明させていただきます。

本日、お配りしております常任委員会資料の

目次にございますとおり、平成29年２月定例県

議会提出議案（平成29年度当初分）及びその他

報告事項について、御説明をさせていただきた

いと思っています。

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。

今回提出しております商工観光労働部関係の

議案の概要でございます。

まず、議案第１号「平成29年度宮崎県一般会

計予算」でございますが、平成29年度の商工観

光労働部の当初予算額は、表の一番左の欄にご

ざいますとおり、421億4,347万6,000円となって

おります。

また、その下にあります債務負担行為の追加

につきましては、平成29年度設備貸与機関損失

補償など３件となっております。

次に、議案第８号から議案第10号につきまし

ては、それぞれ特別会計予算について提案して

いるものでございます。

一番下の議案第22号「使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、当部所管の工

業技術センター及び食品開発センターにおける

機器の新規導入に伴う新たな使用料の設定及び

技能検定試験の手数料改正について所要の改正

を行うものであります。

２ページをごらんいただきたいと思います。

平成29年度における商工観光労働部の当初予

算案の各課の内訳であります。

一般会計と特別会計を合わせました当部全体

平成29年３月13日(月)
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の予算額は、表の一番下の欄になりますけれど

も、427億7,931万6,000円となり、対前年度比で

は99.5％、２億797万3,000円の減となっており

ます。

、前年度からの主な変動要因といたしましては

商工政策課において、金融機関の融資残高の減

少に伴い、中小企業融資制度貸付金を３億円減

額したことや、企業立地課において、過去の立

地実績に基づき、企業立地補助金が５億円の減

となったこと。

また、オールみやざき営業課において、新宿

みやざき館ＫＯＮＮＥのリニューアルに要する

経費として、約４億5,000万円を計上したことに

よる増などとなっております。

次に、３ページをお開きください。

平成29年度の県の重点施策に関する商工観光

労働部の事業を、新規・改善事業を中心に体系

的に整理したものであります。

まず、１の人口減少対策と中山間地域対策の

強化であります。

１つ目の若者の県外流出の抑制とＵＩＪター

ンのさらなる促進につきましては、高校生や保

護者等に対しまして、県内企業の魅力をしっか

りと伝えることにより、全国最下位となってお

ります県内就職率の向上などに、引き続き取り

組んでまいります。

次に、２つ目の都市との交流促進につきまし

ては、開放特許を保有する大企業と、これを活

用したい本県の中小企業とのマッチングの機会

を設けるなど、新事業の展開等を支援いたしま

す。

３つ目の子育て支援とワークライフバランス

の充実強化につきましては、女性の再就職支援

のためのイベントの開催などによりまして、女

性、高年齢者の活躍促進や働きやすい職場環境

づくりを支援してまいります。

次に、２の世界ブランドのみやざきづくりの

推進であります。

１つ目の発進力の強化と地域の誇り、郷土愛

の醸成につきましては、新宿みやざき館ＫＯＮ

ＮＥをリニューアルし、情報発信、交流、販路

開拓など、拠点としての機能を強化することに

より、首都圏の活力を取り込み、本県経済の活

性化につなげてまいります。

２つ目の新たな地域資源の掘り起こしや再評

価につきましては、本県の美しい景色や温暖な

気候など、サイクリングを楽しむための魅力的

、な資源を生かしたサイクルツーリズムの推進や

大型の国際大会が開催されるなど、本県が有す

るすぐれたサーフィン環境を国内外へＰＲする

ことによりまして、観光誘客に取り組んでまい

ります。

３つ目の文化・スポーツの振興につきまして

は、ラグビーワールドカップ2019や、東京2020

オリンピック・パラリンピックに向けて、引き

続き国内外の代表チームの事前合宿の誘致等を

行うことによりまして、スポーツランドみやざ

きの一層の推進を図ってまいります。

４ページをごらんください。

３の成長産業の育成加速化と新たな産業づく

りであります。

１つ目の本県の強みや特性を生かした成長産

業の育成加速化につきましては、自動車関連産

業、医療機器関連産業、フードビジネスといっ

た成長産業の振興を図り、雇用の創出と県内経

済の活性化を図ってまいります。

２つ目の産学金労官が一体となったサポート

体制の充実につきましては、県内の13機関で構

成される企業成長促進プラットフォームにより

ます成長期待企業への集中的・継続的な支援な
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どによりまして、本県経済を牽引する中核企業

を育成してまいります。

最後に、３つ目の次代につなぐ新たな産業づ

くりにつきましては みやざき観光コンベンショ、

ン協会を核とし、県内の観光関連団体等と連携

を図る宮崎版ＤＭＯを構築することにより、観

光産業の活性化等に取り組んでまいります。

続きまして、５ページをお開きいただきたい

と思います。

平成29年度の商工観光労働部の主な新規・重

点事業を、宮崎県総合計画アクションプランに

おけるプログラム別に整理したものでございま

す。

５ページから７ページにかけまして、商工観

光労働部関連の７つのプログラムに、それぞれ

関係する事業を記載しておりますので、これに

つきましては、後ほどごらんいただきたいと存

じます。

商工観光労働部につきましては、昨年３月に

策定いたしました、みやざき産業振興戦略によ

りまして、付加価値の高い産業の振興及び良質

な雇用の確保に取り組みますとともに、みやざ

きグローバル戦略によりまして、県内企業の国

内外からの外貨の獲得やビジネスチャンスの創

出に努めているところでございます。

今後とも、本県経済を牽引する中核企業の育

成やフードビジネスなどの成長産業のさらなる

振興、県産品の輸出を初めとする県内企業の海

外展開を促進してまいりますとともに、航空機

関連産業やスポーツ・ヘルスケア産業など、今

、後の成長が期待されます新たな産業の創出にも

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、この後、担当課長からそれぞれ説

、 。明いたしますので よろしくお願いいたします

商工観光労働部長の概要説明が○清山委員長

終了いたしました。

引き続き説明をお願いしますが、２班に分け

て議案等の説明と質疑を行い、最後に総括質疑

の時間を設けることにいたしましたので、御協

力をお願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明をお願いいたします。

それでは、商工政策課、産業振興課、雇用労

働政策課の審査を行います。

議案に対する説明をお願いいたします。

商工政策課の平成29年度○黒木商工政策課長

当初予算について、御説明いたします。

お手元の平成29年度当初予算説明資料、商工

政策課のインデックスのところ、235ページをお

開きください。

商工政策課の平成29年度当初予算額は、372

億2,433万5,000円で うち一般会計が367億6,019、

万8,000円、特別会計が４億6,413万7,000円と

なっております。

まず、一般会計から主な内容について御説明

いたします。

238ページをお開きください。

初めに、中ほどの（事項）中小企業金融対策

費349億2,410万円であります。

説明欄１の改善事業「中小企業融資制度貸付

金」につきましては、後ほど委員会資料で説明

いたします。

２の「中小企業金融円滑化補助金」は、県中

小企業融資制度、利用の際の保証料負担を軽減

するために、信用保証協会に対して保証料の一

部を補助するものであり、また、３の「信用保
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証協会損失補償金」は、県中小企業融資制度に

おいて代位弁済が生じた際に、信用保険等で補

塡されない信用保証協会の損失分の一定割合を

補塡するものであります。

次の （事項）貸金業対策費853万7,000円は、、

貸金業者への立入検査や利用者からの相談に要

する経費であります。

239ページをごらんください。

（事項）小規模企業者等設備導入事業推進

費1,143万3,000円であります。

、これは県と中小企業基盤整備機構が協調して

中小企業組合等に融資を行う高度化資金や宮崎

県産業振興機構が実施する設備資金の貸し付け

等の事業に要する経費であります。

次に （事項）組織化指導費１億1,421万3,000、

円であります。

これは、中小企業の組織化支援を行う中小企

業団体中央会等の人件費や事業に対する助成を

行っているものであります。

説明欄２の改善事業「中小企業団体中央会等

運営補助金」につきましては、後ほど委員会資

料で説明いたします。

次の（事項）小規模事業対策費12億5,608

万9,000円は、小規模事業者の経営支援等を行う

商工会、商工会議所の人件費や事業に対する助

成等であります。

説明欄３の改善事業「中小企業等経営基盤強

化支援事業」につきましては、後ほど委員会資

料で説明いたします。

一番下の（事項）中小商業活性化事業費895

万8,000円は １枚めくっていただきまして 240、 、

ページにありますとおり、魅力ある商店や商店

街づくりを推進するための経費であります。

「 」説明欄２の改善事業 地域商業再生支援事業

につきましては、後ほど委員会資料で説明いた

します。

次に 事項 地域経済活性化支援事業費1,992、（ ）

万8,000円は、ＵＩＪターンによる人材の確保を

図り、企業の成長戦略への積極的な取り組みを

推進するため、都市部のプロフェッショナル人

材と企業とのマッチング支援に要する経費であ

ります。

一番下の（事項）新事業・新分野進出支援事

業費1,608万8,000円は、新事業や新分野進出等

に取り組む県内中小企業等の支援に要する経費

であります。

241ページに移りまして、説明欄４の「 世界『

へ尖れ』みやざき産業人材育成事業」は、新た

な雇用を生み出す成長性の高いベンチャーを発

掘・育成するとともに、明確な経営理念や成長

戦略を持って、新事業へ果敢にチャレンジする

若手経営者等を養成することにより、本県経済

の活性化を図るものであります。

次に （事項）地域産業・企業成長促進事業、

費7,493万4,000円は、地域に根差した産業の育

成及び企業の成長促進を図るために要する経費

でありまして、説明欄１の改善事業「産学金労

官プラットフォームによる地域産業・企業成長

促進事業」につきましては、後ほど委員会資料

で説明いたします。

以上が一般会計であります。

次に、242ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計であり

ます。

なお、特別会計は、別途配付の平成29年２月

、定例県議会提出議案の議案第８号にありますが

、 。引き続き この資料で説明させていただきます

まず （事項）小規模企業者等設備導入事業助、

成費３億6,189万4,000円であります。

説明欄１の（１）高度化資金貸付金は、中小
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企業組合等が実施する事業に対して、長期低利

の融資を行うものであり （２）のみやざき小規、

模企業者等設備導入資金貸付金は、小規模企業

者等の設備投資を促進するため、宮崎県産業振

興機構が行う資金貸付事業のために必要な原資

の貸し付けを行うものであります。

説明欄２の一般会計への繰出金は、高度化資

金の貸付先からの償還金のうち、貸付金原資の

県負担相当分を一般会計に繰り出すものであり

ます。

次に、公債費の（事項）元金１億224万3,000

円は、同じく高度化資金の貸付金からの償還金

のうち、中小企業基盤整備機構負担相当分を償

還するものであります。

続きまして、主な新規・重点事項につきまし

て、常任委員会資料で説明をいたします。

委員会資料の９ページをお開きください。

改善事業「中小企業融資制度貸付金」であり

ます。

この事業は、中小企業の活性化と経営の安定

化を図ることを目的として、県が取扱金融機関

に原資を預託し、金融機関がこの原資に上乗せ

して中小企業者に貸し付けを行うものでありま

す。

２の事業の概要でありますが、予算額は346

億8,166万7,000円で、県の原資に対して、金融

機関が協調して融資を行いますので、総融資枠

は988億円となります。

平成29年度の主な制度改正の内容といたしま

しては、２の（３）の①にありますように、金

融機関が融資とあわせて経営支援を行う金融機

関提案型資金を創設することにより、新事業の

展開や経営改善など、前向きな取り組みを行う

中小企業者を支援することとしております。

また、②にありますように、創業・新分野進

出支援貸付を拡充し、保証料率を優遇すること

により、ＵＩＪターン者の開業促進を図るとと

もに、次のページの③にありますように、成長

産業を育成するため、みやざき成長産業育成貸

付の貸付対象にＩＣＴ産業や自動車並びに環境

関連産業を追加することとしたところでありま

す。

11ページをお開きください。

改善事業、中小企業団体中央会等運営補助金

であります。

この事業は、中小企業団体中央会が実施する

連携組織対策事業等に必要な経費について補助

、 、を行うことにより 中小企業の組織化を促進し

経営基盤の強化を図るものであります。

予算額は、２にありますとおり1,379万7,000

円で、事業内容としましては （３）の①にあり、

ますとおり、中央会が中小企業の組織化のため

に実施する組合の運営指導や情報提供事業など

、 、に対して補助を行うものでありますが 29年度

新たに②にありますように、中小企業診断士等

の資格取得や先進的な取り組みを実施している

経営支援機関への職員派遣など、資質向上事業

に対して補助を行うものであります。

12ページをお開きください。

改善事業、中小企業等経営基盤強化支援事業

であります。

この事業は、商工会議所や商工会などに経営

支援チームを設置し、中小企業の事業強化等の

支援をワンストップで行い、中小企業等の経営

基盤強化を支援するものです。

29年度においては、特に小規模企業の後継者

不足等に対応するための事業承継の取り組みを

支援するものです。

予算額は1,160万8,000円で （３）事業内容に、

つきましては、①のとおり、中小企業からの相
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談にワンストップで対応するとともに、必要に

応じて専門家を派遣して助言を行うほか、②に

ありますように、潜在化している事業承継案件

の掘り起こし等について、この事業の事務局で

ある商工会議所連合会に専門のスタッフを配置

し、各商工会等の経営指導員と一体となって、

案件の解決につなげていくものであります。

13ページをお開きください。

、 。改善事業 地域商業再生支援事業であります

この事業は、商店街等を再生するためのプラ

ンの策定や、にぎわい創出等の取り組みを支援

するとともに、まちづくりを担う商店街等のリ

ーダーを育成する事業を行うものであります。

予算額は850万6,000円で、事業内容は２の

（３）にありますとおり、①の商店街の再生プ

ラン等の策定や、②にありますように、近年全

国各地で取り組まれているリノベーションまち

づくりや、外国人旅行者への対応といった新た

な取り組みに積極的な支援を行うとともに、③

のとおり、研修会等の実施により商店街のリー

ダー育成を図るものであります。

16ページをお開きください。

改善事業「産学金労官プラットフォームによ

る地域産業・企業成長促進事業」であります。

この事業は、県内の産学金労官13機関で構成

されます企業成長促進プラットフォームが、今

後、大きな成長が見込まれる企業を発掘し、成

長期待企業として認定するとともに、認定企業

に対して各構成機関が連携して集中的に支援を

行うことにより、企業の成長を促進し、本県経

済を牽引する中核企業の育成を図るものであり

ます。

予算額は7,493万4,000円で、事業内容は２の

（３）の①にありますように、中小企業診断士

の資格を有するプロジェクトマネージャーを中

心とした支援チームが、企業の課題解決に向け

たさまざまな助言・指導を継続的に実施してい

くとともに、②にありますとおり、新商品の開

発や販路開拓に要する経費及び設備投資のため

に融資を受けた企業への利子相当分を支援する

こととしております。

商工政策課の説明は以上です。

それでは、産業振興課の○野間産業振興課長

当初予算等につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の産業振興課のイ

ンデックス、243ページをお開きください。

産業振興課の29年度当初予算額は、12億4,200

万円となっております。

それでは、事業の主なものにつきまして説明

いたします。

245ページをお開きください。

上のほうの 事項 ＩＴ関連産業振興事業費477（ ）

万円であります。

これはＩＴ関連産業の振興に要する経費であ

りまして、技術者等に対する研修等を実施いた

します。

次に、一番下の（事項）新事業・新分野進出

支援事業費２億5,536万8,000円であります。

これは、新事業等に取り組む中小企業の支援

に要する経費であります。

次の246ページをお開きください。

説明欄の１の「公益財団法人宮崎県産業振興

機構創業支援等事業」6,936万6,000円は、同法

人の運営管理に要する経費であります。

２の改善事業「東京フロンティアオフィス管

理運営・販路開拓等支援事業」及び３の新規事

「 」業 イノベーション促進・新事業創出推進事業

につきましては、後ほど別冊の委員会資料にて

御説明いたします。

次に、247ページの一番上の（事項）産業集積
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対策費6,027万6,000円であります。

これは産業集積を図るための経費であります

が、説明欄の２の改善事業「ものづくり企業海

外展開支援事業」につきましては、後ほど委員

会資料にて御説明いたします。

次に、５の「東九州自動車道を生かす～自動

車産業等販路開拓・競争力強化事業」でありま

す。

この事業は、自動車関連産業を初めとする本

県製造業等のさらなる振興を図るため、北部九

州等における県内ものづくり企業の販路開拓や

。競争力強化のための支援を行うものであります

次に、６の「東九州メディカルバレー医工連

携ステップアップ事業」であります。

この事業は、東九州メディカルバレー構想に

基づき、医工連携による医療関連機器の研究開

、 、発・販路開拓に取り組む地場企業の支援 また

医療技術と機器のパッケージによる海外展開へ

の取り組みを推進しまして、国内外へ向けた機

器の普及促進を図ることで、本構想の一層の推

進による地域活性化と医療分野におけるアジア

への貢献を目指すものであります。

次の７の改善事業「食品製造業者販売力向上

事業」につきましては、後ほど委員会資料で御

説明いたします。

次に、ページの下のほうの（事項）工業技術

センター総務管理費１億7,439万3,000円であり

ます。これは、同センターの庁舎管理や設備機

器の整備等に要する経費であります。

それでは、続きまして、主な新規・重点事業

等につきまして御説明いたします。

。常任委員会資料の17ページをお開きください

改善事業、東京フロンティアオフィス管理運

営・販路開拓等支援事業であります。

この事業は、首都圏での販路開拓に取り組も

うとする県内中小企業等に対しまして、オフィ

スの提供や首都圏の企業との販路開拓支援等を

行うことによりまして、新たなビジネスチャン

スの創出を図るものであります。

予算額は381万6,000円で、事業内容は２の

（３）でありますが、宮崎県東京ビルの２階フ

ロアに設置しました宮崎県東京フロンティアオ

、フィスを県内中小企業に貸し付けますとともに

首都圏において経営者等として活躍している本

、県出身者とのネットワーク構築を支援するほか

商社ＯＢ等の人的ネットワークを活用し、入居

。企業の販路開拓活動を支援するものであります

次に、18ページをごらんください。

新規事業、イノベーション促進・新事業創出

推進事業であります。

１にありますように、本県の中小企業は経営

基盤が脆弱で、独自の技術や新製品開発に必要

な研究体制の確保が難しい状況にあります。

このため、産学金官の幅広いネットワークを

活用した各種支援を行い、イノベーション創出

を促進することで、国内外の競争に負けない付

加価値の高いものづくり産業の振興を目指すも

のであります。

予算額は１億4,464万6,000円で、事業内容は

２の（３）でありますが、①のみやざき新産業

創出研究会により、産学金官で構成する研究会

の運営を通して、共同研究や技術開発を促進し

、 「 」ますとともに ②の 共同研究開発等支援事業

及び③の「環境イノベーション支援事業」によ

りまして、実際の共同研究開発の支援を行いま

す。

また、④の知的財産交流会によりまして、大

企業の保有する開放特許を活用した自社製品の

開発等を支援しますとともに、⑤の「グローバ

ル・ニッチトップ次世代技術発掘・育成事業」
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においては、民間の専門機関を活用したものづ

くりベンチャーのシーズを発掘・育成いたしま

す。

次に、19ページをお開きください。

改善事業、ものづくり企業海外展開支援事業

であります。

この事業は、特に経済成長を続けている東ア

ジアを中心とした海外との取引を拡大させ、本

県産業の活性化に結びつけるため、新たに海外

との取引に取り組もうとする企業に対して、販

。路拡大への取り組みを支援するものであります

予算額は439万円で、事業内容は２の（３）で

ありますが、さらなる経済成長が期待されます

東アジア諸国をターゲットとしまして、本県企

業と現地企業との個別商談会の開催やミッショ

ン派遣を実施するなど、海外展開を支援するも

のであります。

次に、22ページをお開きください。

改善事業、食品製造業者販売力向上事業であ

ります。

これは、県内食品製造業者の取引拡大を図る

ため、県内外の卸売業者等と県内食品製造業者

とのマッチングを行うコーディネーターを、公

益社団法人宮崎県物産貿易振興センターに設置

することや、本県の農林水産物を活用した県内

での一次加工を促進するための実態調査等を行

うものであります。

予算額は1,950万円で、事業内容は２の（３）

でありますが、①につきましては、県内外の卸

売業者等からのビジネス相談情報等に対応し、

県内食品製造業者とのマッチングや商品のブ

ラッシュアップ等を行うコーディネーターを物

産貿易センターに設置しまして、食品製造業者

の取引拡大を図るものであります。

②では、今年度から構築に向けた取り組みを

行っておりますけれども、ビジネスチャンス情

報一元化システムの基礎データとするため、県

内食品製造業者を対象に製造品目や保有設備等

の調査を行います。

③は、本県の農林水産物を活用した産地加工

を推進するため、県外から県内に移入している

県産品を原料とした加工品の品目、用途等の実

態調査を行うものであります。

④につきましては、昨年の４月に施行されま

した食品表示法に関する企業指導を行うアドバ

イザーを育成するとともに、企業の個別指導を

行うことにより、企業の技術力の向上、取引拡

大を図ってまいります。

最後に、議案第22号「使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」につきましては、

議案書では61ページ、当課関係分につきまして

は71ページ以降に記載しておりますが、概要に

つきまして、引き続き委員会資料で説明いたし

ます。

委員会資料の45ページをお開きください。

まず１の使用料、手数料の名称ですが、工業

技術センター、食品開発センター及び機械技術

センター使用料であります。

２の改正理由でありますが、今回の改正は、

工業技術センター及び食品開発センターにおけ

る機器の新規導入により、新たに使用料を設定

する必要が生じたことによるものであります。

３の改正内容でありますが、表に掲げており

ます９つの機械器具につきまして、それぞれ１

時間当たりの使用料を右側の欄の金額に設定す

るものであります。

施行期日は、平成29年４月１日としておりま

す。

産業振興課からの説明は以上であります。

それでは、雇用労働○天辰雇用労働政策課長
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政策課の当初予算につきまして、御説明をいた

します。

歳出予算説明資料の雇用労働政策課のイン

デックスのところ、251ページをごらんいただき

たいと思います。

当課の当初予算額は15億2,907万2,000円であ

ります。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。

次の253ページをお開きください。

下から２番目の（事項）高年齢者雇用対策

費1,641万円であります。

これは高年齢者の就業機会の確保など、高年

齢者の雇用促進に要する経費でありますが、説

明欄２の改善事業「働き方改革シニア活躍応援

事業」につきまして、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、一番下の（事項）若年者就労支援推進

費8,572万6,000円であります。

、 、これは 若年者に対する就職支援や職場定着

県内就職の促進に要する経費であります。

次の254ページをお開きください。

一番上にあります改善事業「宮崎でかなえる

・つながる！高校生県内就職促進事業」につき

ましては、後ほど委員会資料で御説明いたしま

す。

次に、（事項）地域雇用対策強化費3,884万

3,000円であります。

これは若年者等に対する就職支援によります

県内就職の促進に要する経費でありますが、説

明欄にあります「宮崎で暮らす働く、県内就職

促進事業」につきまして、後ほど委員会資料で

御説明いたします。

次に、２つ下の（事項）働きやすい職場環境

づくり整備事業費1,859万5,000円であります。

これは労働相談や労働セミナーの開催を通じ

まして、働きやすい職場づくりを支援するため

に要する経費でありますが、説明欄３の新規事

「 」 、業 女性の就労アシスト事業 につきましては

委員会資料のほうで御説明いたします。

次の（事項）労働福祉事業費1,516万1,000円

でありますが、中小企業労働者の生活の安定と

福祉の向上等を図るため、中小企業勤労者に教

育資金などを低利で融資する経費であります。

次に、255ページをごらんください。

中ほどの 事項 認定職業訓練費4,946万3,000（ ）

円につきましては、認定職業訓練団体に対する

運営費の助成に要する経費などであります。

その下の 事項 職業能力開発対策費３億5,706（ ）

万4,000円でありますが、説明欄２の宮崎県職業

能力開発協会に対する補助に要する経費や、新

たな人材育成の取り組みを通じて、安定的な人

材の確保を目指します説明欄４の「宮崎成長産

」 。業人材育成事業 に要する経費などであります

次に、256ページをお開きください。

最後に一番下の（事項）県立産業技術専門校

費６億663万6,000円であります。

これは下の説明欄にありますように、県立産

業技術専門校で、技能労働者の養成等を行う経

費や離職者等の再就職を図るための職業訓練な

どに要する経費であります。

次に、主な新規・重点事項について御説明い

たします。

資料をかえていただきまして 委員会資料の23、

ページをお開きください。

改善事業、働き方改革シニア活躍応援事業で

あります。

１の事業の目的・背景でありますが、人口減

少時代に突入し、労働力不足の解消が喫緊の課

、 、題となる中で 社会経済の維持・発展等のため
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知識や技術を有する高年齢者と、そうした人材

を求める企業とのマッチングを支援しまして、

高年齢者の生活の安定、健康維持・増進等を促

進するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は836万

円をお願いしております。

（３）の事業内容でありますが、下の図にあ

りますように、高年齢者を対象とした求人情報

の収集や求職者の開拓を行います就業開拓コー

ディネーターを配置しますとともに、今年度設

置しました県内３カ所の高年齢者就業応援窓口

に相談員を配置しまして、高年齢者の就労相談

、 、と みやざきシニア人材バンクを活用しました

職を求める高年齢者と人材を求める企業との

マッチングを支援するものであります。

次に、24ページをごらんください。

改善事業、宮崎でかなえる・つながる！高校

生県内就職促進事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、２年連

続で全国最下位となりました高校生の県内就職

率の向上を図るため、地元企業の魅力を知る機

会の提供やキャリア教育支援に取り組むもので

あります。

２の事業の概要でありますが、予算額は6,173

万9,000円をお願いしております。

（３）の事業内容でありますが、まず、①の

（ア）にありますように、私立高校を中心とし

まして、高校と県内企業の接点づくりを行いま

す県内就職支援員を今年度に引き続き配置いた

しますほか、新たな取り組みとしまして （ウ）、

にありますように、高校生の進路選択に大きな

影響力を持ちます保護者を対象とした説明会や

企業見学会を開催いたします。

また、②にありますように、宮崎版デュアル

システムの構築に向けまして、企業の現場等を

、活用した実践的な人材育成に取り組むとともに

③の高校生等企業ガイダンスや④の県内就職・

進学体験フェアの開催を通じて、高校生が県内

企業の魅力に直接触れる機会を提供することと

しております。

さらに、⑤にありますように、県内企業の魅

力発信のため、新たにＰＲ動画を作成するとと

もに、⑥にありますように、ＵＩＪターンを促

進するため、九州・山口８県共同で、首都圏で

の企業説明会の開催等に取り組むこととしてお

ります。

次に、25ページをお開きください。

宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業であり

ます。

１の事業の目的・背景でありますが、県内企

業の人材確保を支援するため、県内外の求職者

に対し、県内企業情報の発信や、きめ細やかな

就職支援等に取り組むものであります。

２の事業の概要でありますけれども、予算額

は3,884万3,000円をお願いしております。

（３）の事業内容でありますが、①にありま

すように、東京、宮崎に設置しております宮崎

ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおきまし

て、新たに創設されました地方版ハローワーク

として、県のふるさと人材バンクとハローワー

クの求人情報を活用しまして、職業紹介等を行

うこととしております。

また、②にありますように、大学生を対象と

、しましたインターンシップの活性化を図るため

今年度、新たに構築しましたマッチングシステ

ムを活用し、学生と受け入れ企業のマッチング

の強化に取り組むこととしております。

さらに、③にありますように、県外３カ所で

のふるさと就職説明会の開催など、求職者と県

内企業の出会いの場の提供に取り組むこととし
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ております。

次に、26ページをごらんください。

新規事業、女性の就労アシスト事業でありま

す。

１の事業の目的・背景でありますが、労働力

不足の解消が喫緊の課題となる中、女性の就労

意欲を積極的に喚起し、多様な人材が活躍でき

る職場環境づくりを支援するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は1,091

万4,000円をお願いしております。

（３）の事業内容でありますが、①の「女性

再就職支援セミナー・面談会開催事業」は、下

の段にありますとおり、従来は就労意欲が明確

、な女性をターゲットにしておりましたけれども

、来年度は就労意欲がまだはっきりとしていない

そういった女性も対象にした、就労への足がか

りとなるイベントを開催するものであります。

例えば、イベント会場に保育情報提供・相談

ブースや託児スペースなどを設けるなど、育児

中の方なども参加しやすい環境を整えまして、

参加する層を広げることで、潜在している女性

の就労意欲の掘り起こしや就労支援に取り組む

こととしております。

また、②の「 仕事と家庭の両立応援宣言』事『

業所登録強化事業」では、仕事と家庭の両立応

援宣言に登録済みの事業所に対しまして、社会

保険労務士を派遣して 宣言内容のフォローアッ、

プを行います。

その中でも、一定基準を満たし、すぐれた取

り組みを行っている事業所につきましては、両

立応援優良事業所として認証しまして、ふるさ

と就職説明会の優先参加などのインセンティブ

の付与を行うこととしております。

予算につきましては、以上であります。

続きまして、議案第22号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」の雇用労働政

策課分について御説明いたします。

、議案書では61ページからになりますけれども

委員会資料のほうで説明させていただきます。

常任委員会資料の46ページをごらんいただきた

いと思います。

今回の改正は、１の使用料及び手数料の名称

及び２の改正の理由にありますように、厚生労

働省の通知に伴いまして、技能検定実技試験手

数料の額の改正を行うものであります。

次に、３の改正の内容でございますが、２級

及び３級の実技試験を受験する35歳未満の者に

つきましては 現行の １万7,900円 を 8,900、 「 」 「

円」に、３級の実技試験を受験する高校生等の

在校生につきましては、現行の「１万1,900円」

を「2,900円」に減免するものであります。

なお、４の施行期日は平成29年10月１日でご

ざいます。

次に、最後になりますけれども、決算特別委

員会の指摘要望事項に係る対応状況について、

別冊になりますけれども、これについて御説明

いたします。

お手元の資料、決算特別委員会の指摘要望事

項に係る対応状況の７ページをごらんいただき

たいと思います。

⑥ですけれども、産業を支える人材の育成・

確保について、企業や労働者のニーズに応じた

利用しやすい認定職業訓練のあり方について検

討を行うとともに、人材供給の拠点である産業

技術専門校においては、高校などと連携しなが

ら技能の重要性や訓練内容等の周知・啓発に努

め、生徒の確保を図るなど、その役割を十分に

果たすこととの指摘要望がございました。

これにつきまして、認定職業訓練によります

人材育成・確保については、県内の訓練校との
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会議におきまして、現状や課題についての意見

交換を行いますとともに、事業主や現場のニー

ズに応じた職業訓練の機会を提供するなど、今

後とも市町村や関係団体と連携を図りながら取

り組んでまいります。

一方、産業技術専門校につきましては、県内

の各高校に対して施設や訓練概要を説明し、技

能の重要性を啓発するとともに、離転職者に対

する公共職業安定所と連携した情報周知や在職

者の技能向上訓練を行うなど、人材の育成にも

努めております。

今後とも、こうした活動を通じまして訓練生

や生徒の確保に努め、本県の関係業界、企業等

のニーズに対応した人材の育成を図ってまいり

ます。

以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

質疑はございませんか。

商工政策課のほうに伺います。○西村委員

239ページのほうで説明いただいた小規模事業

対策費で、商工会議所とか、そういうところを

支援して、商工会議所なんかの指導員などで中

小企業等を指導するというのが、当然、今まで

のスタイルであったんですけれども、最近、日

向市もそうなんですけれども、ひむか―Ｂｉｚ

さんとか 宮崎市なんかもそういう企業支援だっ、

たり、既に支援をされているところがあって、

そこを支援するのが、次の240ページのこの人材

戦略拠点運営事業なのかなと思うんですけれど

も、それとはちょっと違うんですか。

商工会や商工会議所にお○黒木商工政策課長

いて、小規模事業者の支援をこれまで行ってま

いりました。

日向市においても、今、お話のあった、ひむ

か―Ｂｉｚ、日向商工会議所と連携して、どち

らかというと、ひむか―Ｂｉｚは企業の強みを

生かして販路開拓とかに力を入れ、その後のト

ータルでの経営支援などは会議所が行う、そう

いう役割分担をして、小規模企業者の支援に努

めていくというふうに聞いているところであり

ます。

今、お話のあった240ページのプロフェッショ

ナル人材の関係でしょうか。

こちらは、どちらかといいますと、本県は非

、常に人材の面でおくれている面がございまして

首都圏等から人材を連れてくるということで、

直接的には日向のああいった取り組みとは、

ちょっと異なる点があろうかというふうに考え

ております。

いろんな市町村が、今、ひむか―○西村委員

Ｂｉｚのような感じで、直接的な企業側に対す

る支援をやっているというのは、市町村の取り

組みであって、県の今回の予算ではどこにも含

まれてないんでしょうか。

おっしゃるとおり、市町○黒木商工政策課長

村として独自に取り組まれているものと思いま

す。

ただ、先ほどおっしゃったように、県として

経営改善普及事業をやっておりますが、一方で

は、国のほうで、よろず支援拠点とか、あるい

はフードビジネスの相談センターとか、最近、

さまざまな経営支援機関が出てきておりますの

で、商工会や会議所なんかも、そういう他の経

営支援機関と連携して、よりよい経営支援を行

うよう努めているところです。

わかりました。○西村委員

国は国、県はこういう間接的な支援、また、

市町村は直接的な支援をされているというそれ

ぞれがあるんですけれども、利用者側から見る

と、それが、例えば、私はどこに相談に行った
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らいいのかというのがわかるような、その仕組

みというのはあるんでしょうか。

その点で言えば、やはり○黒木商工政策課長

小規模事業者にとって、ある意味、私は商工会

。や会議所がかかりつけ医ではないかと思います

ですので、商工会や会議所に相談し、その上

で最適な相談機関を選んでいくという。非常に

相談内容について多岐にわたって、本当の最適

な経営支援機関はどこかという問題があります

ので、それをなかなか一覧で示すのも難しい面

もありますので、まずは最寄りのところに相談

。してというところが多いように聞いております

今の西村委員に関連してなんです○後藤委員

が、まさしく国、県、市町村、いろんな支援策

がある。

特に、県でも商工政策課金融担当や産業振興

課ですよね、非常にダブっているというか、そ

れこそ利用者からすれば、非常にセグメントと

いうか、何かこんがらがって、我々もちょっと

わからない部分があるんですよ。

だから、手引書は当然おつくりになりますよ

ね。今おっしゃった最後の市町村、商工会議所

あるいは商工会が一番いいのかなと思うんです

けれども、県においても、これ、どこに行った

らいいのかなというのがあるもんですから、そ

こら辺ちょっと御説明いただくとありがたいん

ですが、非常に西村委員のと似ていますけれど

も。

確かに、おっしゃるとお○黒木商工政策課長

りそういった面もあります。

商工政策課で言うと、小規模事業者の支援に

ついては、私どものほうで、商工会、会議所を

通じて経営改善普及をやっていると。あと、金

融支援室においては資金面での支えをやってい

ると。そして、産業振興課においては、特に企

業に着目した支援等を行っておりまして、基本

的には十分に連携をとってやっているんですけ

れども、おっしゃる面で言うと、中小企業のポ

ータルサイト的なものでお知らせもしているん

ですが、確かに、できるだけ利用者にわかりや

すく支援内容が伝えられるような取り組みとい

うのも、今後、考えてまいりたいと思います。

それと、もう一つは、大きく分け○後藤委員

たら創業支援、今回、シーズ、種という言葉を

使われますが、創業支援から成長企業に行く段

階でも、また支援策が違いますよね。そこら辺

でまたセグメントというか、わかりやすい何か

できるといいんですけれども、当然、企業の売

、 、り上げ規模によって違うし 大企業か中企業か

小規模事業体でまた違うし、創業支援をせっか

くいろいろしていただいて 発展的な中で じゃ、 、

あ、ここの分野に来たらちょっとまた１ランク

の支援策があるよとか、そういうわかりやすい

のを。これは要望でお願いしておきます。

今、委員のおっしゃった○黒木商工政策課長

ことを十分検討しまして、また、関係機関とも

ちょっと話し合いながら、その点を踏まえた対

応を、今後、考えていきたいと思います。

矢継ぎ早に聞いていきます。きの○ 原委員

う、急に花粉症になりまして、ちょっと声の通

りが悪いかもしれませんけれども、お許しくだ

さい。

10ページ、商工政策課、環境関連産業を加え

ということですが、環境について、ことし加え

られた、その背景は何だったのかというところ

を教えてください。

みやざき成長産業育○門内経営金融支援室長

成貸付ということで、今回ＩＣＴ産業、それか

ら自動車産業、環境関連産業、特に県がこれか

ら力を入れていく、取り組んでいく産業という
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分野で環境関連分野、これを加えたところでご

ざいます。

なお、この環境関連分野については、廃棄物

の関係は一応除いてということで考えておりま

す。

今、これをやりたいというニーズ○ 原委員

、 、が 研究開発して商品化したいというニーズが

。もう既に芽吹いているということでいいですか

具体的なニーズとし○門内経営金融支援室長

ては、まだ私どものほうで把握しておりません

が、県といたしまして、この分野を特に伸ばし

ていきたいということで、今回、加えたという

ことでございます。

次が16ページ、成長期待企業、改○ 原委員

良型の事業で昨年からも御報告いただいていま

すが、大体、今、何社指定でございましたか。

成長期待企業といた○門内経営金融支援室長

しまして、今現在、８社を認定しております。

この３月に、さらに追加で新たな認定をする

こととしております。

３月、今後ということですが、29○ 原委員

年の４月以降は、その見込みというのは何社か

お持ちなんですか。

成長期待企業につき○門内経営金融支援室長

ましては、３年間でおおむね20社程度というこ

とで考えておりまして、今現在、８社というこ

とでございますので、今年度３月に何社か認定

がありまして、その後、約10社程度を２年間で

というふうに考えております。

18ページ、イノベーション促進・○ 原委員

新事業創出推進事業、知的財産交流会、開放特

許、ジェネリックみたいなもんだと思うんです

けれども、これもここに開放特許という、それ

を活用したいというのは、既にニーズが、今、

県内にあっているということでしょうか。

あるいは狙い、ターゲットするこの分野とい

うのが、何かあるかということを教えてくださ

い。

大企業が保有する開放特○野間産業振興課長

許を有効活用するということで、新規事業とし

て掲げておるわけですが、本年度、試行的に実

際実施しております。

そこでは、大企業３社参加していただきまし

て、県内企業から20社ほどの参加がございまし

た。

、 、 、その後 交流会 マッチング会をしました後

引き続き個別の相談等をしている企業もありま

すので、県内企業のニーズはあると思っており

ます。来年度に向けて、さらにマッチングが進

むように努めてまいりたいと考えております。

その３社というのは、お話できな○ 原委員

いのかもしれませんけれども、大体どういう分

野が一番、その開放特許としてはターゲットに

なるというか、地元として利用できやすい、そ

のあたりは何かありますか。

その参加していただいた○野間産業振興課長

大企業、恐らく名称を上げても支障ないと思い

ますが、富士通、イトーキ、これは事務機です

ね、それと九州電力さんに参加していただいて

おります。

、この知財交流会を実施するに当たりましては

県内企業のニーズも一応アンケート等もやりま

して、どういうところに興味があるかというの

も把握して実施しておりまして、それに合った

大企業に参加していただきたいというのはもち

ろんあるんですが、大企業も、全ての大企業さ

んがこの事業に理解があるというわけではあり

ませんので、その辺のところはできるだけの努

力をするということで、マッチングさせていき

たいと思っております。
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22ページ、食品製造業者販売力向○ 原委員

上事業、③県外から県内に移入している県産品

を原材料として云々とあるんですけれども、こ

れは農政水産部とのかかわりが出てくるという

ことですか。

今、県外からいっぱい入ってくるものを、で

きたら将来的には県内で生産をして、それを加

工して県外に持っていきたいと、そういう狙い

ですよね。

委員おっしゃられた○谷口産業集積推進室長

とおりでございまして、我々も県内で使われて

いる一次加工品、例えば県産材、これがどうも

県外に出て一回加工されて入ってきているとい

う、そういうお話は聞いております。

ただ、なかなかその全体がどういうふうに動

いているのかというのを、個別の取引もござい

ますので、なかなか把握できなかったというこ

とで、ここの調査を行うことによりまして、例

えば、宮崎県産の果物が一回県外に持っていか

れてピューレになって、その原材料を県内の企

業は買っていると、そういった場合がございま

、 、 、すので そういったあたりで その一次加工を

なぜ、どれぐらいの量が出ていって、どうなっ

ているのかというのを調べた上で、できれば、

その加工を県内でできるようにならないかとい

うことの対策に役立てていきたいというふうに

思っております。

ちょっと勘違いしていました。○ 原委員

宮崎でとれたものが県外で加工されて入って

きている。それを、宮崎でとれたものは宮崎で

加工して、できたら地元の会社に持っていこう

とか、そういうことですね。

まさに、県産品の加○谷口産業集積推進室長

工をできるだけ県内で行って、付加価値をつけ

て県内で最終製品をつくる。

それから、一次加工したものを県外に販売す

るということをふやしていきたいと思っていま

す。

あとは23ページです。○ 原委員

「働き方改革」シニア活躍応援事業、労働力

不足解消の一端ということなんですが、これは

政府も進めていることで、当然、本県としても

やるべきことだと思って、いい事業だと思いま

すが、これは○ですけれども、大体、実績はど改

れぐらいあったんでしょうか。

今年度、シニア世代○天辰雇用労働政策課長

の就職面談会を実施しておりますけれども、今

年度の実績で言いますと、現時点で４回開催し

ており、524名の参加がございました。

事業所としましては、延べになりますけれど

も140社で、その中で就職決定した人数、現時点

でございますけれども45名、まだ追跡調査がご

ざいますので若干変動しますけれども、今年度

実施しました面談会がこういった実績がござい

ます。

需要も供給もかなり高いというこ○ 原委員

とですね。頑張ってください。

以上です。

ほかはございますか。○清山委員長

働き方改革シニア活躍応援事業で○横田委員

すけれども、140社の524名が参加されて45名が

決定をしたということでしたけれども、524名の

中の45名ではちょっと。もうちょっとふえない

かなという思いがあったもんですから、なかな

かマッチングできなかった理由とか、そういう

のはどういうところにあるんでしょうか。

今回は、来年度予定○天辰雇用労働政策課長

しておりますこういった活躍事業のコーディネ

ーターがまだ十分機能しておりませんので、一

応面談会やりまして、高齢者の方が来て企業と
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それぞれで面談会をやると、マッチングした結

果がこういうことですけれども、ちなみにこう

、 。いった形で26年度 27年度も実施しております

その際の就職決定数といいますと 26年度が27、

名、27年度が40名と、こういった数字がござい

ます。

さらに、来年度こういった事業を推進するこ

とによりまして、さらにこのマッチング率を高

めていけるのではないかと思っております。

ちなみに、どういう職種が多かっ○横田委員

たんでしょうか。

。○天辰雇用労働政策課長 申しわけありません

ちょっと職種まで、今、ここで把握しておりま

せん。

シルバー人材センター、あそこで○横田委員

。働く人たちはすごく一生懸命働かれるんですよ

うちも庭木の剪定とか、いつもお願いするんで

すけれども、すごく働く意欲も高くて、やっぱ

りこういう人材は埋もらせちょったらもったい

ないなといつも思うんですよね。

だから、給料の額の問題とか、いろいろマッ

チングできないところはあるとは思うんですけ

れども、少しでも近づけていって、少しでも多

くの高齢者に働いていただけるような御努力を

お願いしたいと思います。

一応、今、これはシ○天辰雇用労働政策課長

ルバー人材センター連合会に委託しております

けれども、この事業そのものは、シルバー人材

センターで行う事業だけではなくて、もっと広

く高齢者の就労ということで広めていきたいと

いうふうに考えておりますので、やっていきた

いと思います。

続きまして、宮崎でかなえる・つ○横田委員

、ながる！高校生県内就職促進事業ですけれども

、 、これは高校生が対象ということですが この前

、ちょっと現場の人の話を聞いたんですけれども

県内の企業に高卒で入ってもらうためには やっ、

ぱり実業系の学校が多いですよね。

ということは、実業系の高校に入ってもらう

ためには 中学生からこれをやらんといかんじゃ、

ねえかという話があったんですけれども、そこ

らあたりはどう考えておられますか。

おっしゃいますよう○天辰雇用労働政策課長

に、高校生からではなく、もっと早い時期から

こういった掘り起こしといいますか、周知をし

ていくべきではないかという話、これは教育委

員会等との協議、会議の中でも話が出ておりま

す。

一応、教育委員会のほうでも、そういった形

の事業についてまた考えていきたいと そういっ。

た会議を踏まえまして、教育委員会、私ども、

産業界、一緒にそういった取り組みについて、

また今後検討していきたいと思っております。

実業系の高校を希望するというこ○横田委員

とは、その仕事を知ってないとなかなかできな

いことだと思いますので、ぜひ中学生からの検

討をお願いしたいと思います。

もう一つ、続けて46ページの技能検定試験の

手数料ですけれども、これは厚生労働省の通知

ということですので、もうどうしようもないん

ですけれども、手数料を下げていただくという

ことで、検定を受ける技能士がどんどんふえて

くると思うんですよね。それは本当にありがた

いことだと思います。

でも、検定をする職業能力開発協会とか、そ

こらあたりは、利用者数がふえて利用料が減っ

てと、非常に経営的に厳しくなる状況になるん

じゃないかなと思うんですけれども、そこらあ

たりはどうやってカバーするのかをちょっと教

えてください。
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この46ページに出て○天辰雇用労働政策課長

おりますように、手数料そのものは減額になり

ます。

ただ、これに一番影響が多いのは一番下の在

校生の受験料、これが１万1,900円から2,900円

で、これは高校生、若い人にそういった技能検

定を受けてもらうことによって、若者の技能習

得に結びつけようという意図で、こういった高

校生の場合2,900円で済みますと、ほかの事業の

場合には、県と国が２分の１でこの手数料を負

担しておりますけれども、高校生につきまして

は、差額の9,000円相当、これは別途というか、

全額国費でまいりますので、直接その分の負担

がふえるということではございません。

説明資料の９ページの貸付金のと○丸山委員

ころについてお伺いしたいんですが、まず昨年

といいますか、28年度の実績が減額したという

のも、この前の補正予算であったんですけれど

、 、 、 、も 今回 このＵターン者とか またＩＴ関係

自動車関係をふやしたことによって、どれぐら

い、もう少し融資枠がふえるというような見込

みを立てていらっしゃるのかというのを、まず

お伺いしたいかなと思っております。

融資枠についてでご○門内経営金融支援室長

ざいますけれども、県の制度融資につきまして

は大きく２つに分かれまして、１つが新規融資

に係る融資枠、それから既に融資したもの、過

年度分に対する融資枠ということでございまし

て、その２つを合算したものが総融資枠という

ことになるわけでございますけれども、今回、

当初で減額いたしましたのは過年度分に係る部

分、残高が落ちてきているということで、その

部分を一部減額いたしました。

新規融資につきましては、補正の際にも申し

上げましたけれども、セーフティーネットとし

て、また、県の施策を推進していく上で必要十

分な額を、従来と同様、同額を計上していると

ころでございます。

以上でございます。

だから、今回追加した分はどれぐ○丸山委員

らいというふうに。同額っていうよりも、これ

が追加されたことによって広まったというよう

な思いがあったけれども、同額っていうのが

ちょっと意味がわかりづらかったんですが、新

しく対象を追加されたというふうに説明を受け

たつもりだったんですけれども、それをちょっ

とどういう意味なのかなとか、ちょっとわかり

づらかったんですけれども。

既に、先ほど申しま○門内経営金融支援室長

した新規融資枠としては、非常に十分な額、全

体でいきますと580億ぐらいの額を用意しており

まして、新規融資につきましては、昨年度でい

きますと130億ぐらいでございますので、非常に

大きな新規融資の額を用意しているということ

でございます。

今回につきましては、既存の枠の中で十分対

応ができていくのではないかというふうに考え

ているところでございますけれども、例えば金

融機関の提案型の融資枠にいたしますと、新規

として10億円ということで見込んだところでご

ざいます。

かなり融資枠があるということで○丸山委員

ありますが、実際にこれがうまく新規にとか、

もしくはＵＩＪターン、またＩＴ関係が本当に

ふえる仕組みとして。先ほど話で、どこにどう

行けばいい、余りにメニューが多すぎてわかり

づらいというのがあったもんですから、周知徹

底も含めて、わかりやすいようにお願いしたい

というふうに思っております。

、 、 、あと 12ページとか この説明資料の中にも
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アドバイザーを置くとか、コーディネーターを

置くとか、いろんな方々を置くということが、

いろんな事業で出てきているんですが、何か資

格を絶対、中小企業診断士じゃないといけない

とか、いろんなスキルアップするために、指導

するほうがある程度の指導能力がないといけな

いと思っているんです。

ただ単に、臨時で雇う枠を広めるというだけ

では、結局意味がないんじゃないかなと思って

いるんで、そういったしっかりスキルを持って

いる人が、ちゃんといろんな、例えば、商工会

とか、商工会議所とかに行くんだよというイメ

ージでいいのかを含めて、ちょっとお伺いした

いかなと思っております。

12ページのお話で申し上○黒木商工政策課長

げますと、スタッフを置くという点で言うと、

３ の②で 事業承継の関係で 専門のスタッ（ ） 、 、

フをというふうにございます。

ここのスタッフに関して言うと、特に資格等

は必要ないんですけれども、やはり一番は中小

企業者の方に話を聞いていく、また、商工会等

との接点を持っているという点で、基本的には

経営指導員のＯＢの方を想定して、十分な事業

承継に関する知識等も学んでいただいた上で、

業務に携わっていただければと考えているとこ

ろです。

ぜひ、うまくこれを生かしていた○丸山委員

だかないと、スタッフ置きましたけれども、結

果が出なければ 結局 意味がないのかなと思っ、 、

ていますので、いかに結果を出すというために

は、まずは目標をしっかり。例えば、結構、皆

さん、ほとんどの地域が後継者不足で悩んでい

るもんですから、今、後継者不足がこんだけあ

りますと、事業継承をこれだけしたいという目

標をしっかり立てて、それに基づいて、このス

タッフの方々が目標に向かって動くというよう

な形にしないと、漫然的にやっても、結局、い

けないんじゃないかと思ってるんで、そういう

目標とかが何かあるんでしょうか。

、○黒木商工政策課長 事業承継に関しましては

現在の時点では、どれだけの承継にもっていく

といった目標数値というのはございません。

、この資料の中にも書いているんですけれども

潜在化している事業承継案件、やっぱり企業の

方にとって、そういう事業を引き継ぐ、今後ど

うしていくというのは、非常に繊細な問題も含

んでいる。

また、相続が絡みますので、相続上の税の問

題、法律の問題あるいはその企業の財務分析の

問題などで、経営指導員なんかによっても、非

常にいろんな知識を必要とされる。

そういった面がございますので、なかなかこ

れまで事業承継案件が一体どの程度あるのかと

かいうのが見えておりませんでしたので、今回

の事業を通じまして、商工会や会議所等とも連

携しながら、事業承継を必要とする案件がどの

程度あるのか、それに対して、今後どのように

計画的に取り組んでいくのかというところを、

来年度以降、進めてまいりたいと考えていると

ころです。

、○丸山委員 早く実態調査をまずやってもらう

基礎がないということで、まず基礎をしっかり

つくっていただいて、目標がないと、結局、意

味がないかなと思っておりますし、他県ではう

まく事業継承、息子じゃなくてほかの人に譲る

と、ほかの全然もうＩターン、Ｕターンで別な

人が入ってきて、もうそういう事例もあるとい

うふうに聞いております。

、 、そういう意味で 相続等いろんな負債の関係

いろんな問題があると思っています。それを早
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く調査をしていただいて、そういう事案ができ

たら、すぐ移れるような体制としていただくよ

うに、ぜひ頑張っていただきたいというふうに

思っております。

今の丸山委員の関連なんですが 22○後藤委員 、

ページ、今度は産業集積推進なんですが、まさ

しくここの事業の目的・背景、コーディネータ

ーの設置、人なんですよね。

スキルという意味がありますけれども、この

事業内容の④アドバイザーを育成。事業効果に

、 、なりますと 雇用の創出・活性化ということで

非常に人による部分が大きい。この事業効果は

、 、 、わかるんですけれども じゃあ 雇用した人材

コーディネーターにかかわる配置、設置という

のを、どういう基準というか。ある程度の事業

効果を求めてでないと、非常に漠然とした、特

に人にかかわることなもんですから、今回、特

に①のコーディネーター、どのようなスキル、

どのような方を想定されているのか、お答えを

お願いします。

今回、物産貿○酒匂オールみやざき営業課長

易振興センターに置かせていただくビジネス

マッチングコーディネーターでございますけれ

ども、私どもといたしましては、物産貿易振興

センターがもう御存じのとおり、県内食品製造

業者と卸小売業者をつなぐちょうど橋渡しにな

る団体になります。

、県産品販路の開拓に取り組む団体なんですが

そういうところでもございまして、今回、コー

ディネーターの方は、卸小売業についての幅広

い知識や経験を有していらっしゃること、卸業

者の方と商談が行える方で、また、県内食品製

造業者への指導・助言ができ、商品の改良・開

発の支援等もできるような方が望ましいという

ふうに考えているところでございます。

、 、○後藤委員 そういうことで はっきり言うと

もうある程度のそれなりのバイヤーさんとか、

そういうのに限られてくるんですよ。

これだけ人材が不足している中で、そういう

ふうにある程度のそれなりの方をやっぱり雇用

してもらわないと、この事業効果というのはそ

う狙えませんよという、ひとつの気持ちとして

言わせていただきます。

以上です。

13ページの商店街の再生の問○岩切副委員長

題なんですが、随分とシャッター通りとか言わ

れるようになって久しいんですけれども、いろ

んな議論があって、いろんな対策が行われて、

例えば油津のような特徴的な取り組みをしてい

るところもあるとは思うんですが、そういうよ

うなことに学びながら、こういうプランができ

ているんだろうというふうに思うんですけれど

も、現実的な問題として、このプラン策定とい

。うものが非常に重要な意味をなすと思うんです

それを地元のリーダーを育成してつくっていた

だくという段取りなのか、それともプランを県

なりがつくって、その地元リーダーがそれに基

づいて活性化をさせていくという組み立てなの

か、どのあたりからがスタートになっているの

かお聞かせください。

プランとそのリーダー育○黒木商工政策課長

成の点で言えば、プランづくりに関しては商店

街、さらには市町村、基本的には市町村が中心

となってプランをつくっていくでしょう。

ただ、そうした中にあって、おのずとそのプ

ランが実のある内容となっていくためには、そ

れを支えるやっぱり人材の育成が必要である。

そういった観点から、両輪でプランづくりを

支援するとともに、一方では人材育成にも取り

組むと、そういった観点でこの事業を考えてい
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るところです。

このスタートは、結局どっち○岩切副委員長

になるんですか。

プランが先、人材が先とか、そういう感覚は

ないという事業だということで理解していいん

でしょうか。

既に、商店街振興やまち○黒木商工政策課長

づくりに関するプランを策定している市町村も

ございますので、必ずしもここが起点となって

スタートするというものではないというふうに

理解しております。

商店街の問題として、そこに○岩切副委員長

住んでいないというようなこと、にぎわいがな

い、コミュニティがない、しかしアーケード街

としては存在し、動かせないというような、い

ろんなものがあるという議論がありますよね。

そうすると、そこの商店街に、たまたま居住

する商店主等でリーダーを育成し、市町村が考

えるプランについてのブラッシングをしていく

という理解でよろしいですか。

おのずと、市町村がプラ○黒木商工政策課長

ンづくりをするに当たっては、商工業者にとど

まらない、さまざまな方が入られようかと思い

ます。

そうした中に、リーダーの方も加わってプラ

ンづくりが行われると、そのように考えている

ところです。

実際、走り出して御検討いた○岩切副委員長

だければよろしいかと思うんですけれども、い

ろいろな商店街においての最大の悩みは、そう

いう若手がいないとか、リーダーになり得る人

自体もいない、要は道路沿いに一軒一軒あると

ころの２階に住んでいるのは超高齢者で、もう

商売ができなくなっているというような状態で

あって、そこに店舗として、１階の店舗を借り

たいという人が入ってきても、なかなか借りれ

ないとか、そんな複雑な問題が絡まっているん

だろうという話は聞くんですよ。

そのあたりが、プランとか、リーダーとか、

そういう議論の中で延々とやってきて、結局う

まくいかない状況が長々と続いていて、油津の

ように全く外から持ってきて、大きな刺激を与

えてやってきた。そこ辺の評価は分かれるとこ

ろもまだまだあるようですけれども、この850万

というお金の中で、県内のシャッター街になっ

た商店街を再生するというところについてのイ

メージが十分に湧かなかったもんですから、ま

た、今後、議論させていただければというふう

に思います。

話題を変えていいですか。

17ページの東京ビルは、私は知識がないんで

すが、宮崎県の所有物だとすれば、宮崎県に家

賃を払うと、そんな理解でよろしいんでしょう

か。

宮崎県の市ヶ谷にありま○野間産業振興課長

す宮崎県東京ビルの２階にございますので、そ

こに入所をしていただくことで、家賃は宮崎県

に払っていただくということでございます。

会社さんがここをお借りする○岩切副委員長

ときには家賃が発生すると、例えば10万円必要

だけれども、５万円は補助しますよという意味

合いですか。

家賃を払ってもらうんで○野間産業振興課長

すが、通常のあの近辺の家賃よりは割安の料金

に設定をしておりまして、個室とブースがある

んですけれども、個室につきましては、月５

万7,000円と５万4,000円、ブースにつきまして

、 、は ３万円という料金を設定しておりますので

補助とかをするということではなくて、家賃を

割安に設定することで支援をする事業でござい
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ます。

わかりました。○岩切副委員長

この事業自体は、その家賃がどうのこうので

はなくて、381万は②のほうに費用が大体使われ

ていくようなイメージで、東京ビルの家賃がど

うこうというような事業ではないということで

すね。

この予算額の381万6,000○野間産業振興課長

円につきましては、東京ビルの受託を受けてい

ます業者に同じく管理運営費を払っております

ので、その委託費ですとか、その販路開拓を支

援する商社ＯＢ等の支援を受けるとか、そうい

うふうな費用でございます。

最後なんですが、25ページな○岩切副委員長

んですけれども、ＵＩＪターンセンター、関西

圏の対策というのは、29年度、何か考えはない

かお聞かせください。

関西圏での事業とし○天辰雇用労働政策課長

ては立ち上げてはおりません。

ただ、通常、移住を含めまして、関西圏で行

います相談会等には、私どもも一緒に出向きま

して、就職の相談を受けるなり、そういった形

、 、で積極的に進めようと思いますけれども 今後

また関西圏等を含めて、東京以外でのそういっ

たものにつきましても検討はしていきたいと

思っております。

関東圏の人たちを宮崎にとい○岩切副委員長

うイメージと、関西圏の人たちを宮崎にという

イメージでいけば、特にＵターンという意味で

は、関西圏に宮崎、九州の関連の方が結構住ん

でいらっしゃるというお話は、前にもほかの委

員からもあったかと思うんです。

それで、それに対する即応的な準備が定常的

にはなくて、そういう何かのイベントがあった

ときにという29年度だと理解してよろしいです

か。

事業化としてはそう○天辰雇用労働政策課長

いう形になりますけれども、通常は大阪事務所

のほうが窓口になりまして、Ｕターン等を含め

て、一応そういった就労の相談窓口ということ

で運営してもらっております。

副委員長の関連のことでちょっと○徳重委員

お尋ねしますが、東京フロンティアオフィス事

業、今、貸し付けるということでいい事業だと

思いますが、これは何室ぐらいの予定ですか。

東京フロンティアオフィ○野間産業振興課長

スにつきましては、個室が５部屋、それとブー

スが８コマございます。

今までもこれでやってたのか、ふ○徳重委員

やしたのか、部屋を。もうこのままずっと５部

、屋と８部屋という形の中で継続されるんですか

この事業は。

設置当初は、個室は４部○野間産業振興課長

屋でブースは変わらず８コマだったんですけれ

ども、今年度に１部屋追加しております。

当面は、この形で事業を続けていきたいとい

うふうに考えております。

現在も全室入っていらっしゃるか○徳重委員

なと思うんですが、まだほかに入りたいという

ような県内からの要望というか、そういうのは

あるのでしょうか。

このオフィスにつきまし○野間産業振興課長

ては、入居期間を最長５年間としておりますの

で、最長５年たちましたら自立していただきた

いというふうな趣旨で、そういう期間を設定し

ているわけですけれども、期間が来ましたら出

ていただきますので、あきましたら公募すると

いうふうな形をとっております。

毎回、年に１回か２回、募集するんですけれ

ども、必ず応募がありますので、県内の企業さ
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んには、そういうニーズはずっとあるんだとい

うふうに考えております。

そしたら、100％利用はずっと継続○徳重委員

していると、こう理解していいんですか。

このフロンティアオフィ○野間産業振興課長

、 、ス 平成17年に開設しているわけですけれども

それからずっと継続しておりまして、今後も当

面は継続するというふうに考えております。

わかりました。○徳重委員

それから、県立の産業技術専門学校のことに

ついてお尋ねをしてみたいと思いますが、かな

りの経費を使ってやっていらっしゃるわけでご

ざいますけれども、これの卒業生の県内就職率

というのはどうなっていますか。

開設が平成15年○久松県立産業技術専門校長

からですけれども、トータルで申しますと、７

、 。割が県内 ３割が県外という状況でございます

定員がある程度決まっているん○徳重委員

じゃないだろうかと思いますが、入校生という

のは、大体、定員に対してどれぐらいの状況、

ずっと定員いっぱい入っていらっしゃるんで

しょうか。

定員についてま○久松県立産業技術専門校長

ず申し上げますと、４科ございます。木造建築

科、構造物鉄工科、電気設備科、建築設備科、

２年間の教育をしておりまして、１学年が各20

名で、80名が一応定員でございます。

２年おりますので160名という定員でございま

すが、平成15年、開校した当時は、ほぼ100％で

来ておりましたけれども、その後、やはり少子

化が大分進んでまいりまして、本年度は入校生

が62名というところで、最低を記録したという

状況になっております。

それぞれ業界も大変厳しい状況に○徳重委員

あるわけで、80名が60名ということになります

と、このまま減っていったら、学校の存続さえ

難しくなるのかなという気がするわけです。

これを、少なくとも定員に満たせるだけの状

況をつくっていかなきゃならないんじゃないか

なと、こう思うんです。

それで、例えば、都城で言えば、小さい企業

、 、 、さんが 中学生の生徒が卒業したら 学校にも

事業所が出しますから来てくださいというよう

な運動をされて組織をつくられたようでありま

すが、そういった形で生徒をぜひ、もうここに

来る、ここの学校で、それなりの資格を取った

らちゃんと就職あるんだからというようなこと

で、何とか、皆さん方のほうで学校を回って募

集するという考え方はないんですか。

確かに、私ども○久松県立産業技術専門校長

の一番の課題としては、この入校生の確保でご

ざいます。

教育機能としては、定員の全員入ってくれば

全員就職させるという状況はできますので、い

かに入ってきてもらうかというのが最大の課題

だと、職員一同、認識しております。

したがいまして、高校訪問につきましても、

年３回、全校に訪問して、学校の状況、それか

ら、その学校から来ていただいた生徒の状況を

伝えるとか、いろんな形で高校のほうには周知

をしておりますし、それから、高校からのガイ

ダンスの要請もございますので、そういうガイ

ダンスの要請がありましたら必ず行って生徒に

対して説明をすると、２年生にするとか、３年

生の要望であれば、もう３年生にするとか、そ

、ういうきめ細かな活動はしておりますけれども

まだ何かほかに対策ができないかは、また職員

で、きめ細かいところまでアイデアを出して取

り組んでいきたいと思っております。

最後にしたいんですが、学校もも○徳重委員
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ちろんそうですが、事業所、失礼かもしれませ

んが、零細事業所といいますか、四、五人、10

人内の事業所の皆さんにもお願いをして、ここ

においでいただければ立派な技術が身につきま

すよというようなことで、事業所回りをされる

という考え方はないもんですか。

直接事業所には○久松県立産業技術専門校長

今のところ回っておりませんけれども、業界団

体と毎年会議をしまして どういうニーズがあっ、

て、どういうニーズを拾い上げてカリキュラム

に反映させるとか、そういうところで業界とは

協議をしているところでございまして、個別に

回ることについては、ちょっと検討させていた

だきたいと思っております。

ぜひ、少しでも、１人でも多くの○徳重委員

技術者を育てていただきますようにお願いをし

ておきたいと思います。

今回の予算の中で、多分、商工会○丸山委員

とか、商工会議所のほうから、まず経営指導員

等の人材をずっと多く欲しい、雇いたいんだけ

れども、なかなか県のほうの補助金が、いわゆ

る事業所の数とかによってだんだん減ってくる

という話を聞くもんですから。ことしに限って

は、去年と比べてそのような補助金といいます

か、変更あったのか、なかったのか、まずそれ

を減らしたのか、ふやしたのかを含めて、教え

ていただきたいと思います。

、○黒木商工政策課長 昨年度との比較で言えば

実態に即した予算組みにしておりますので、補

助対象の人員数は２人ほど減っております。

しかしながら、商工会、会議所の経営支援に

果たす役割というのは非常に大きいものがござ

いますので、商工会、会議所がしっかりと役割

を果たしていけるような、そういう必要な予算

を確保していきたいと考えておるところです。

一昨年から小規模に対して、国の○丸山委員

ほうもしっかり支援していこうという話があっ

て、これは地方創生を含めて、やっぱり守って

いこうというあらわれだと思っていますので、

、その２人減らされざるを得なかったというのは

やっぱり、大体、全体的な事業量とか、会員数

が減ったからという具体的なことが、もしわか

れば教えていただけるとありがたいと思ってい

るんですが。

この２人減につきまして○黒木商工政策課長

は、経営情報支援員ということで、以前に見直

しを行って、段階的に現在減ってきているよう

な状況でございまして、ただ一方では、昨年度

措置したところなんですけれども、そういう職

員の資質向上という点では、商工会の指導員を

産業振興機構に派遣して研修をするなど、そう

いった人材研修の点で、県としても支援を行っ

ているようなところでございます。

もう一点、先ほど言った事業承継○丸山委員

等を含めて、やっぱり指導する人がスキルアッ

プしてもらわないと、なかなか事業も伸びてい

かないと思ってますし、事業も継続できないと

思ってますので そういったものを含めて しっ、 、

、かりやっていただきたいなと思っておりますし

、できる限り商工会や商工会議所に対する助成は

引き続きしっかりとやっていただきたいという

ふうに思っております。

本当、商工会や会議所の○黒木商工政策課長

重要性は認識しておりますし、折に触れて意見

交換も重ねております。

今後とも、しっかりと商工会、そしてまた会

議所の経営支援体制を確保できるように、取り

組んでまいりたいと考えております。

小規模企業に的を絞った基本法も○ 原委員

できて３年ですか、県においても中小企業振興
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条例の中で小規模事業の振興をちゃんとやるん

だということもうたっていただいて、条例もで

きたわけでございますので、その精神を少しで

もやっていただいているとは思っています。

ただ、財政的にも厳しいこともわかっていま

すが、また、こういう商工会の話を聞くと実態

もいろいろ大変なようでございますので、そう

いう気持ちで、これからも引き続きぜひお願い

をいたしたいと思っています。

東九州メディカルバレー構想の中○丸山委員

で少しお伺いしたいんですが、宮崎県と大分県

を中心にやっているんですが、どうしても大分

のほうが事業費、産出額が多いというのが当初

からあって、できれば、我々とすれば宮崎のほ

うももっと伸びてもらって、大分との差を縮め

てほしいと言いつつ、大分と連携しながら大き

くなってほしいというようなイメージをずっと

持っているんですが、これまでの実績として、

平成29年度には、これぐらい宮崎としては、東

九州メディカルバレー構想という目標が100とす

れば、今80まで来ました、今後はこれくらい行

きますというような予想を少し教えていただく

。とありがたいかなと思っているんですけれども

メディカルバレー構○谷口産業集積推進室長

想につきましては、大分県と合同でつくってお

ります。

産出額につきましては 確かに委員がおっしゃ、

いましたとおり、大分県で最終製品を組み立て

る割合が高いものですから、どうしても大分県

のほうの額のほうが大きくなっております。

ただ 近年を見ますと 宮崎県は 現在 約154、 、 、 、

億円ということで毎年伸びてきております。

、大分県のほうが若干下がってきておりまして

その比率は宮崎のほうが上がっているというの

が現状でございます。

これをどれぐらい伸ばすかということでござ

いますけれども、なかなか各企業さんのいろん

な戦略とかもございますので、一概に幾らとい

うのはなかなか難しいんですが、現在までの取

り組みによりまして、本県の医療機器の出荷額

というのは順調に伸びてきております。

これは年間で、今年度、来年度以降も、億単

位で伸びていくんではないかということで想定

しております。

28年度に、我々、九州保健福祉大○丸山委員

学のほうに行きまして、たしか、たんの吸引の

ところを見させていただいて、非常にこれはお

もしろいなと思っていまして。これ、もし本当

に実用化ができて、それが進むとすごく大きく

なるんじゃないかという話を伺ったんですが、

それは、今回、29年に当たっては、どのような

展開になるというふうに見込めばよろしいで

しょうか。

今、お話のございま○谷口産業集積推進室長

した、たんの自動吸引システムです。

これにつきましては、研究開発が進んでおり

まして、現在、最終の臨床検査の段階に入って

おります。そのデータをもとに、医療機器とし

ての承認という形になろうかと思います。

３月中に、延岡の県病院のほうで臨床試験を

する予定にしております。

それは患者さんも必要なもんですから、それ

、 、ができるかどうかというのはなかなか 今では

ちょっとまだ、そういった治験ができる患者さ

ん待ちというところもございますけれども、そ

の試験を終えた後、できるだけ早い時期に承認

を取りたいということで聞いております。

承認を取るということが、いわゆる医療業界

の中で言うと上市するということで、医療機器

としての製品化ということになろうかと思いま
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す。

それをもって上市された後、今度は販売とい

う段階になろうというふうに思っております。

ぜひ、非常に注目というか、おも○丸山委員

しろいといいますか、期待のあるところじゃな

いかと思っておりますので、ぜひ適切な支援を

お願いしたいというふうに思っております。

東京事務所の貸し事務所の話が出○ 原委員

てましたけれども、昔、数年前にＳＯＨＯ、ス

、 、モールオフィス ＳＯＨＯオフィスでしたかね

何か支援事業とか、えらい華々しく事業にＳＯ

ＨＯと言った時代がありましたけれども、今は

どうなんですか。

何か出先に小さな事務所をつくって、スモー

ルオフィス、ＳＯＨＯ、それでやって何か事業

を起こすみたいな話を、大分、我々も聞いたん

ですが、数年前です。

委員のおっしゃっている○黒木商工政策課長

そのＳＯＨＯ関係で言えば、県で言いますとビ

ジネス応援プラザのことではないかと思うんで

すが、商工会連合会とか、中央会の入っている

中小企業会館のあるフロアにお部屋を設けまし

て、大体、１室、３万円程度で、開業５年以内

程度のまだ始まったばっかりの創業者等に対す

。る支援を現在も継続して行っているところです

今も継続しているということです○ 原委員

ね、それを確認したかったんです。ありがとう

ございます。

先ほど、商工会、商工会議所等の○横田委員

経営指導員が２名減という話がありましたけれ

ど、もし会員数が減ったから減になったとか、

そういうことであれば、何か逆に負のスパイラ

ルに入ってしまうような気がするんですよね。

先ほどからも事業承継とか、そんなお話もあ

りましたけれども、会員数を減らさないために

、 、も やっぱり経営指導員の人員確保というのは

すごく大事なことじゃないかなと思うんですけ

れども、数字的に会員が減ったから指導員も減

らすんだよと、そういうことじゃなくて、その

スパイラルをどこかで断ち切るためにも、やっ

ぱり確保は考えていくべきじゃないかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。

確かに、委員おっしゃる○黒木商工政策課長

そういった点はあろうか思います。

先ほど中小企業振興条例の話がありましたけ

、 、 、れども やっぱり商工会 会議所の伴走型支援

商工業者に寄り添った支援、そしてまた最近で

は商工会、経営発達支援計画を策定して、商工

会で言うと、県内では、えびのですとか、ある

いは佐土原ですとか、そういったところが計画

をつくって、そういう地域の商工業者のために

取り組んでいると。

まさに、商工会や会議所の果たす役割という

のは、ますます重くなっている点があろうかと

思っておりますので、そういった配置の問題も

ございましたけれども、今後、どうすれば商工

会が商工業者から頼りにされる存在となってい

くのか、そういった点を商工会や会議所等とも

十分に話し合って、考えてまいりたいと思いま

す。

よろしくお願いします。○横田委員

ほかございませんか。○清山委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次にその他報告事項○清山委員長

に関する説明を求めます。

平成29年度商工観光労働○黒木商工政策課長

部組織改正案について説明いたします。

委員会資料の47ページをお開きください。

資料に組織図がありますが、上が現行、下が

改正後となっております。
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まず、１の企業振興課の設置についてであり

ますが、全庁的な産業・雇用政策に係る企画立

案や総合調整機能を担う司令塔として、総合政

策部に産業政策課が設置されたことに伴い、商

工観光労働部の 商業振興課を、幅広い県内企※１

業活動の振興や成長施策を強化する観点から、

企業振興課に再編しますとともに、課内室の産

業集積推進室は、現在、力を注いでいる分野を

より具体的にあらわすため、食品・メディカル

産業推進室に名称変更いたします。

、 、 、また 企業振興課に 課の施策の総合調整や

企業成長促進プラットフォーム等の企業成長関

連業務の強化を目的として、 企業成長促進担※２

当を設置いたします。

続いて48ページをごらんください。

記紀編さん記念事業と、その集大成となる国

民文化祭の開催準備を一体的に推進するため、

、 、総合政策部に設置する みやざき文化振興課に

観光推進課から記紀編さん記念事業推進室を移

管いたします。

説明は以上であります。

執行部の説明は終了しました。○清山委員長

質疑はございませんか。

ちょっと説明申し上げる○黒木商工政策課長

際に間違えがあったようで、商工観光労働部の

「産業振興課」を「企業振興課」に再編という

ことと、企業振興課内に置くのは 「企業成長推、

進担当」でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○清山委員長

それでは、以上をもって商工政策課、産業振

、 。興課 雇用労働政策課の審査を終了いたします

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

企業立地課、観光推進課、オールみやざき営

業課の審査を行います。

議案に関する説明をお願いいたします。

それでは、企業立地課の○日高企業立地課長

当初予算について御説明をいたします。

お手元の平成29年度歳出予算説明資料、企業

立地課のインデックスのところ、ページで言い

ますと257ページをお願いいたします。

企業立地課の平成29年度当初予算額は、７

億5,143万2,000円となっております。

表の右から２列目にあります平成28年度当初

予算の12億5,376万4,000円に比べ、５億233

万2,000円、40.1％の減となっております。

先に御説明を申し上げますが、この主な要因

は、企業立地促進補助金５億円の減額でありま

す。

これは、先週の補正予算案のときに御説明申

し上げましたように、ソーラーフロンティア国

富工場が、残り20億円の補助申請を行う見通し

がなくなりましたことから、年５億円を４年間

にわたって支払う予定としていた部分を予算か

ら減額したものであります。

それでは、主な事業について御説明をいたし

ます。

１枚ページをめくっていただきまして、259ペ

ージをお願いいたします。

初めに、中ほどの（事項）企業立地基盤整備

等対策費2,454万3,000円であります。これは企

業立地の受け皿となる工業団地等の基盤整備や

維持管理などに要する経費でありまして、その

主な内容といたしまして、説明欄の２ 「地域工、

業団地整備支援事業」は、市町村が工業団地を

※１、２ このページ左段に訂正発言あり
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整備する際の調査費などについて、県が一定の

支援を行うものであります。

また、５の「 田舎で起業』働く拠点づくり推『

進事業」は、中山間地域の空き店舗や廃校など

の未利用施設について、新規創業やＩＴ企業な

どの拠点とするための整備を行う市町村に対し

まして、補助を行うものであります。

次に、その下の（事項）企業誘致活動等対策

費3,217万6,000円であります。

説明欄２の「情報発信事業」は、パンフレッ

トやホームページによる広報発信や県内の企業

立地促進協議会の負担金等に要する経費であり

ます。

４の「企業誘致推進ネットワーク強化事業」

、 、は 関東エリア及び中部・関西エリアにおいて

、日ごろから多様な企業につながりを持つ法人に

企業誘致コーディネーター業務を委託する事業

であり、例えば、事業拡大や地方進出などを支

援するコンサルティング会社などへの委託を想

定しております。

260ページをお願いいたします。

（事項）立地企業フォローアップ等対策費６

億126万2,000円であります。

２の企業立地促進補助金について、こちらに

ついては、常任委員会資料で御説明をさせてい

ただきたいと思います。

常任委員会資料の27ページをお願いいたしま

す。

、27ページの企業立地促進補助金でありますが

この補助金は文字どおり本県への企業の立地を

促進するためのインセンティブとなる補助金で

あります。

２の事業の概要でありますが、まず（１）の

予算額は先ほど申し上げましたとおり、ソーラ

、ーフロンティア分の５億円を減額しましたため

平成28年度当初予算額の11億円から５億円減の

６億円となっております。

（３）の事業内容ですが、この大部分は、①

にありますような新規県内雇用者数１人当たり

の雇用者割と、建物の建設や機械装置の購入な

、どの立地に係る投資額に応じた補助対象経費割

これの合計額を補助するものでありまして、そ

のほかに立地地域ですとか業種、産業分野など

によって加算措置を設け、インセンティブ効果

を高める運用も行っているところであります。

また、そのほかのメニューといたしまして、

②の立地企業スタートアップ支援事業補助金で

は、県外からの進出企業が新事業所を立ち上げ

る前後に必要となります求人広告費や研修受講

経費など、人材の確保・育成経費に対して、100

。万円を限度に２分の１を助成いたしております

そのほか③の誘致支援企業サポート事業補助

金として、立地企業に入居してもらえる貸し工

場やオフィスビル等の建設を新たに行う事業者

に対し、その整備に要した経費の一部を助成す

ることで 企業立地の受け皿確保に資するメニュ、

ーもございます。

これらは、いずれも実際に企業が立地した後

に、所要額の実績に応じて算定し、交付するも

のでありまして、例えば、雇用人数が最も多く

なる年など、企業によって補助金をいつ申請す

るかは変動がありますが、対象となる企業に可

能な限り正確な補助申請の見込みを聴取して積

み上げた額を、当初予算額として計上をさせて

いただいております。

企業立地課の説明は以上であります。

続きまして、観光推進課○福嶋観光推進課長

の当初予算について御説明をいたします。

お手元の冊子、平成29年度歳出予算説明資料

のインデックスで、観光推進課のところ、261ペ
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ージをお開きください。

観光推進課の平成29年度当初予算は、一番上

の左から２つ目の欄ですが、９億7,664万円と

なっております。うち、一般会計が８億493

万7,000円、えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設特別会計が169万7,000円、県営国民宿舎

特別会計が１億7,000万6,000円となっておりま

す。

それでは、一般会計の主な事業について御説

明をいたします。

263ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）県営宿泊休養施設改

善対策費の１億1,421万8,000円ですが、これは

県営国民宿舎特別会計に対する繰出金でありま

す。

264ページをお開きください。

一番上の（事項）観光振興費9,477万2,000円

であります。

説明欄３の改善事業「 宮崎版ＤＭＯ』推進事『

業」ですが、事業内容につきましては、後ほど

常任委員会資料で御説明をいたします。

次の（事項）観光・ＭＩＣＥ誘致促進事業費

の9,863万4,000円であります。

まず、説明欄１のみやざき観光コンベンショ

ン協会運営費補助金5,241万7,000円ですが、こ

れは公益財団法人みやざき観光コンベンション

、 。協会に対し 運営費を補助するものであります

次に、２の「 みやざきＭＩＣＥ』推進事『

業」3,821万7,000円ですが、これは厳しいＭＩ

ＣＥの誘致競争を勝ち抜くため、本県へのＭＩ

ＣＥ誘致や受け入れ体制の整備等を行うもので

あります。

次のページをごらんください。

一番上の（事項）観光交流基盤整備費2,773

万3,000円であります。

説明欄１の改善事業「魅力ある観光地づくり

推進支援事業」及び２の新規事業「みやざきサ

イクルツーリズム推進事業」につきましては、

後ほど常任委員会資料で御説明します。

次に、その下の（事項）国内観光宣伝事業

費3,296万円であります。

まず、説明欄４の「 日本のひなた宮崎県』国『

内誘客促進事業」1,349万2,000円ですが、これ

は食や神話といった本県の魅力を、旅行会社等

と連携しながら情報発信することで、全国から

の誘客促進を図るものであります。

６の改善事業「東九州自動車道観光誘客加速

化事業」につきましては、後ほど常任委員会資

料で御説明します。

次に、その下の（事項）国際観光宣伝事業

費2,939万1,000円であります。

説明欄１の「東アジア等インバウンド推進事

業」2,939万1,000円ですが、これは国際定期便

のある韓国、台湾、香港を中心に、認知度向上

を図るとともに、近年増加傾向にあるクルーズ

船の誘致を推進することで、インバウンドの拡

大を図るものであります。

266ページをお開きください。

一番上の（事項）記紀編さん記念事業費3,807

万3,000円であります。

まず、説明欄１の「 神話の源流～はじまりの『

物語』ブランド磨き上げ事業」1,216万3,000円

ですが、これはブランドイメージのさらなる浸

透を図るとともに、市町村等と連携し、神話を

切り口とした取り組みを展開することで、誘客

につなげるものであります。

３の「 神話のふるさとみやざき』魅力づくり『

推進事業」1,000万円ですが、これは市町村と一

体となって、神話をテーマとする新たな観光づ

くりに取り組むとともに、古墳や神楽など、さ
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まざまな切り口で幅広い層にプロモーションを

展開することで、誘客促進を図るものでありま

す。

「『 』５の改善事業 神話の源流～はじまりの物語

魅力発信映像制作事業」については、後ほど常

任委員会資料で御説明します。

次に、その下の（事項）スポーツランドみや

ざき推進事業費8,758万1,000円であります。

まず、説明欄２の「プロ野球キャンプ環境充

実強化事業」1,471万9,000円ですが、これは既

存球団の長期滞在と新規球団の誘致のため、プ

ロ野球球団の練習試合、球春みやざきベースボ

ールゲームズを開催するものであります。

３の改善事業「スポーツランドみやざき誘客

推進事業 、４の改善事業「東京五輪等事前合宿」

誘致推進事業」及び５の新規事業「 サーフコー『

ストみやざき』づくり推進事業」につきまして

は、後ほど常任委員会資料で御説明します。

次のページをごらんください。

えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計であります。

（事項）県営えびの高原スポーツレクリエー

ション施設運営費169万7,000円ですが、これは

施設の維持、補修費などであります。

次に、268ページをお開きください。

県営国民宿舎特別会計であります。

一番上の（事項）国民宿舎えびの高原荘運営

費1,021万7,000円、その次の（事項）国民宿舎

高千穂荘運営費517万4,000円ですが、こちらに

つきましても施設の維持、補修費などでありま

す。

次に その下の 款 の科目 公債費１億5,461、 （ ） 、

万5,000円であります。

これは高千穂荘の建設起債の償還金でありま

す。

なお、特別会計は、別途配付の平成29年２月

定例県議会提出議案の議案第９号及び第10号に

もありますが、重複いたしますので、この説明

にかえさせていただきます。

次に、新規・改善事業について御説明をいた

します。

お手元の常任委員会資料の28ページをお開き

ください。

まず、改善事業 「宮崎版ＤＭＯ」推進事業で、

あります。

昨年５月に、日本版ＤＭＯの候補法人に登録

、 、された みやざき観光コンベンション協会では

現在、県と連携しながら、観光人材の育成や多

様な観光客のニーズの把握などに取り組んでい

るところであります。

宮崎版ＤＭＯの確立のためには、今後、協会

が地域とさらなる連携強化を図るとともに、観

光客のニーズを捉まえた着地型観光の推進等を

図る必要があることから、宮崎版ＤＭＯを確立

するための事業を実施することにより、稼ぐみ

やざき観光を推進するものであります。

予算額は ２にありますとおり 8,784万3,000、 、

円をお願いしております。

（３）の事業内容ですが、これまでの観光人

、 、材の育成に加え ①の２段目にありますとおり

新たにマーケティング機能の強化を図るための

専門人材を配置します。

また、②や③にありますとおり、着地型観光

素材の磨き上げやマーケティング分析に必要な

データ収集のための環境整備、市場ニーズに基

づいた新たな旅行商品の提案など、ＰＤＣＡサ

イクルの確立に向けて取り組んでまいります。

29ページをお開きください。

改善事業、魅力ある観光地づくり推進支援事

業であります。
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この事業は、東九州自動車道の開通など、本

県観光を取り巻く環境の変化を機に、宮崎の資

源を生かした地域主導による観光地づくりの取

り組みを促進することで、観光の活性化を図る

ものであります。

予算額は ２にありますとおり 1,854万6,000、 、

円をお願いしております。

（３）の事業内容ですが、①の観光地づくり

プラン策定や観光客の受け入れ体制の整備など

の取り組みに対する支援、②のスポーツ施設の

、整備などの取り組みに対する支援に加えまして

③にありますとおり、新たに民間団体が行う観

光地域づくりの取り組みに対し、支援を行うこ

ととしております。

30ページをごらんください。

新規事業、みやざきサイクルツーリズム推進

事業であります。

本県は美しい景色や温暖な気候のほか、神話

ゆかりの地や多彩な食など、サイクリングを楽

しむための資源に恵まれていることから、本県

ならではのサイクルツーリズムのあり方をマー

ケティングした上で、新たな顧客層の獲得につ

なげるものであります。

予算額は、２にありますとおり、743万7,000

円をお願いしております。

（３）の事業内容ですが、①のとおり、本県

に適したツアーの調査・分析などを実施するほ

か、ターゲットとする客層の誘客対策や、消費

効果を高めるための取り組みについて検討を行

います。

また、②のとおり、ツアーイベントを実施す

、 。るほか サイクル観光ガイドの養成を行います

31ページをお開きください。

改善事業、東九州自動車道観光誘客加速化事

業であります。

この事業は、東九州自動車道の開通を契機と

して 北部九州や中国・四国地方を主なターゲッ、

トに、大分県や市町村・民間事業者等と共同し

て観光ＰＲ等を行い、誘客促進を図るものであ

ります。

予算額は、２にありますとおり、708万9,000

円をお願いしております。

事業内容につきましては、これまで実施して

きましたメディアを通じたＰＲやＮＥＸＣＯ西

日本が実施する高速道路周遊割引の支援に加え

まして、３の①のアにありますとおり、新たに

宮崎、大分県内を周遊するモデルプランのＰＲ

や、市町村や民間事業者等の主体による県境を

越えた誘客キャンペーンの支援、イにあります

ように、両県の周遊バスツアーの商品造成支援

を行うことで、両県の新たな周遊ルートの確立

を図ることとしております。

32ページをごらんください。

改善事業、スポーツランドみやざき誘客推進

事業であります。

この事業は、ラグビーワールドカップや東京

オリンピック・パラリンピックの開催に向け、

プロスポーツキャンプやイベント等のさらなる

誘致に取り組むとともに、観戦者をターゲット

としたスポーツツーリズムの推進を図るもので

あります。

予算額は ２にありますとおり 4,473万6,000、 、

円をお願いしております。

（３）の事業内容ですが、①のとおり、プロ

スポーツチーム等への激励品の贈呈やジュニア

強化合宿などの新規団体に対する合宿経費の一

部助成のほか、②の大型スポーツイベント等へ

の助成や③の春季キャンプ情報を掲載したキャ

ンプガイドマップ等の作成、④の事前キャンプ

地の視察に訪れる海外代表チームの受け入れ支
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援、新規スポーツ大会の誘致等を行うこととし

ております。

33ページをお開きください。

改善事業、東京五輪等事前合宿誘致推進事業

であります。

この事業は 東京オリンピック・パラリンピッ、

クやラグビーワールドカップに向けた国内外代

表チームの事前合宿を誘致することにより、本

県経済の活性化を図るほか、ホストタウン登録

国等との交流事業の展開や多言語環境等の推進

を行い、本県の国際化や県民の機運醸成を図る

ものであります。

予算額は、２にありますとおり、2,250万円を

お願いしております。

（３）の事業内容ですが、①の「東京五輪等

事前合宿誘致・受入事業」では、キーマン等に

対し、国内外代表チームの情報収集等を委託す

るほか、国内外代表チームへの事前合宿の誘致

活動や海外代表チーム強化合宿の受け入れ支援

を行います。

29年度は、新たに②にありますように 「スポ、

ーツ合宿地グレードアップ事業 で アスレチッ」 、

クトレーナーズバンクの運営支援や新たなアス

リートフードメニューの開発、アスリート食堂

の運営支援など、合宿地としてのポテンシャル

の磨き上げを行うほか、③の「ホストタウン等

との交流推進事業」では、ホストタウン登録国

に関する理解講座や講演会の開催、多言語表記

の推進を行うこととしております。

34ページをごらんください。

新規事業 「サーフコーストみやざき」づくり、

推進事業であります。

この事業は、県内の関係団体や市町村と連携

し、サーフィン環境の充実を図るとともに、本

県のサーフィン環境のＰＲやオリンピックの事

前キャンプ等の誘致を通じて、本県観光の推進

を図るものであります。

予算額は、２にありますとおり、300万円をお

願いしております。

（３）の事業内容ですが、①のとおり、関係

団体や市町村との会議や、著名サーファーやキ

ーマンを招いての意見交換等を行うほか、９月

に日向市で開催される世界ジュニアサーフィン

選手権大会のチャンスを生かし ②のオリンピッ、

クの事前キャンプや国際大会の誘致に使用する

、 、ＰＲツールの制作及び発信 ③の事前キャンプ

国際大会の誘致活動や国内外の競技団体の視察

対応を行います。

35ページをお開きください。

改善事業 「神話の源流～はじまりの物語」魅、

力発信映像制作事業であります。

この事業は、国際的に活躍している河瀨直美

監督による日向神話を軸に据えた本県の魅力を

発信する映像を制作し、幅広く発信することに

より、神話の源流みやざきのブランドイメージ

を高めるものであります。

予算額は、２にありますとおり、386万9,000

円をお願いしております。

（ ） 、 、３ の事業内容でありますが ①のとおり

本県の風土や日向神話の魅力を発信するプロモ

ーション映像を制作し、インターネットで発信

するほか、②のとおり、フェイスブックなど、

各種広告を活用し、作成したプロモーション映

像を幅広くＰＲすることとしております。

当初予算の説明は以上であります。

最後に、決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況につきまして御説明をいたします。

お手元の資料、決算特別委員会の指摘要望事

。項に係る対応状況の８ページをお開きください

①観光振興について、観光入込客数等が落ち
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込まないよう、その時々に応じた適切な対策を

講じることはもとより、国内外からのより一層

、 、の誘客促進を図るなど 勢いを緩めることなく

さらに上を目指す姿勢で取り組むこととの指摘

要望がございました。

平成28年度につきましては、熊本地震の発生

により観光客のキャンセルが相次ぎましたが、

５月補正及び６月補正予算を活用しまして、官

民一体となって早期に復興対策に取り組んだこ

とにより、宿泊客についてはおおむね回復して

きております。

また 「スポーツランドみやざき」のより一層、

の推進を図り、観光誘客につなげるため、ラグ

ビーワールドカップや東京オリンピック・パラ

リンピックの事前キャンプ誘致にも、積極的に

取り組んでいるところであります。

今後、さらに旺盛なインバウンド需要を取り

、 、込みながら 国内外からのさらなる誘客を図り

観光による地方創生を図るためには、これまで

以上に、データに基づいた戦略づくりや、ニー

ズの変化に対応できる機動力のある体制づくり

が求められております。

このため、日本版ＤＭＯの候補法人として登

録を受けた、みやざき観光コンベンション協会

と連携して、観光人材の育成や多様な観光客の

ニーズの把握、データ収集・分析等に取り組ん

でいるところであります。

今後は、先ほどの「宮崎版ＤＭＯ推進事業」

で御説明しましたとおり、コンベンション協会

、が実施する専門人材の設置や地域との連携強化

観光客のニーズを捉まえた着地型観光の推進等

の取り組みを積極的に支援することにより、稼

。ぐみやざき観光を推進することとしております

観光推進課の説明は以上であります。

それでは、オ○酒匂オールみやざき営業課長

ールみやざき営業課の当初予算について御説明

いたします。

お手元の平成29年度歳出予算説明資料、オー

ルみやざき営業課のインデックスのところ、ペ

ージで申しますと271ページをお開きください。

オールみやざき営業課の平成29年度当初予算

額は、10億5,583万7,000円となっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

273ページをお開きください。

まず、上から５行目の（事項）海外渡航事務

費3,586万円であります。

これはパスポートの発給などを行う業務を、

宮崎パスポートセンターのほか、県内６カ所の

県税・総務事務所に窓口を設置して行っており

ますが、その運営に要する経費であります。

次に、その下の（事項）国際交流推進事業

費7,266万7,000円であります。

まず、説明欄２の「外国青年招致事業」1,718

万2,000円は、国が行う、通称、ＪＥＴプログラ

ムを活用いたしまして、当課に国際交流員を３

名配置し、通訳・翻訳業務を行うほか、学校等

での各種の国際交流事業に従事させ、本県の国

際化を図るものであります。

「 」、５の改善事業 外国人留学生等就職促進事業

「 」６の改善事業 多文化共生地域づくり推進事業

及び８の改善事業「海外との連携・多様な交流

推進事業」につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）海外技術協力費618

万1,000円であります。

説明欄１の改善事業「世界との絆、国際協力

推進事業」ですが、後ほど委員会資料で御説明

をいたします。

続きまして、274ページをお開きください。
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ページ中ほどの（事項）貿易促進費5,793

万8,000円であります。

まず、説明欄１の改善事業「県産品海外販路

拡大推進事業」につきましては、後ほど委員会

資料で御説明いたします。

２の グローバルネットワーク拡充事業 3,165「 」

万7,000円は、上海、香港に県事務所を設置し、

マーケット情報の収集や県内企業の海外展開サ

ポートなどを行い、県産品の販路拡大や海外と

の経済交流の拡大につなげていくものでありま

す。

次に、その下の（事項）県産品販路拡大推進

事業費６億2,760万4,000円であります。

まず 説明欄１の 県産品振興事業 １億1,221、 「 」

万2,000円は、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの施設

借り上げ料や光熱水費などの管理費等でありま

す。

３の改善事業「目指せ日本一連覇！宮崎焼酎

拡大事業 、４の新規事業「首都圏情報発信拠点」

整備・機能強化事業」及び５の改善事業「県産

品販路拡大・販売促進事業」につきましては、

後ほど委員会資料で御説明いたします。

続きまして、275ページをごらんください。

ページ中ほどの（事項）県外広報対策費4,267

万2,000円であります。

まず、説明欄１の（１ 「 オールみやざき』）『

発信事業 3,227万2,000円は 県のシンボルキャ」 、

ラクターであります「みやざき犬」の活用や、

みやざき大使、みやざき応援隊の情報発信等に

よりまして、本県のイメージアップを図るもの

であります。

（２）の「ひなたブランド確立・波及展開事

」 、 、業 1,040万円は 県民や企業等と一体となった

日本のひなた宮崎県のプロモーションに引き続

、 、き取り組むことによりまして 宮崎県の知名度

認知度、好感度をさらに向上させるとともに、

本県の物産振興や観光誘客等につなげるもので

あります。

それでは、続いて新規・改善事業について御

説明をいたします。

資料をかえていただきまして、常任委員会資

料の36ページをお開きください。

まず、改善事業、外国人留学生等就職促進事

業であります。

この事業は、地域の国際化や県内企業等のグ

ローバル展開を推進するため、高度な知識や専

門性を有する外国人留学生等の本県定着を目的

としておりまして、今年度から取り組んでいる

事業の改善事業になります。

予算額は270万6,000円で （３）の事業内容に、

つきましては、29年度は、新たに①の「外国人

留学生等就職サポート事業」を宮崎県国際交流

協会に委託しまして、留学生の就職・採用に係

る相談窓口を設置するとともに、採用を検討す

る企業を対象とした研修会などを開催すること

としております。

次に、37ページをお開きください。

改善事業、多文化共生地域づくり推進事業で

あります。

この事業は、県民と外国人住民が、言語、文

化等の違いを認めながら、ともに地域の一員と

して協力し合う多文化共生の地域づくりを推進

するものであります。

予算額は2,698万8,000円で （３）の事業内容、

につきましては、これまでのさまざまな普及・

啓発事業や外国人住民支援に引き続き取り組む

とともに、29年度は、熊本地震の体験を踏まえ

まして、災害時における外国人支援を強化する

、 「 」観点から ②のオの 外国人のための防災講座

をより実践的な形で実施するとともに、カにあ
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りますが 「外国人災害サポートボランティア養、

成講座」の実施によりまして、支援体制を整え

ていくこととしております。

次に、38ページをごらんください。

改善事業、海外との連携・多様な交流推進事

業であります。

この事業は、本県と韓国、台湾等の国・地域

との多様な交流を推進するため、民間レベルで

の交流を支援するとともに、海外の行政機関や

関係団体との都市間交流に取り組むものであり

ます。

予算額は559万6,000円で （３）の事業内容に、

、 「 」つきましては ① 東アジア民間交流促進事業

では、引き続き、台湾との民間交流のマッチン

グを行うとともに、新たに②の「海外都市との

人的ネットワーク構築事業」により、今回、協

定等を結びました韓国や台湾等の国・地域との

連携強化を図るため、海外都市の行政機関等へ

の訪問や、相手国・地域からの海外要人受け入

れ等を行うこととしております。

次に、39ページをお開きください。

改善事業、世界との絆、国際協力推進事業で

あります。

この事業は、海外技術研修員や留学生を本県

で受け入れ、研修機会や修学の機会を提供する

とともに、県民との交流の場を設けることによ

り、本県と東アジア地域やブラジルとの良好な

国際関係を構築するものであります。

予算額は618万1,000円で （３）の事業内容に、

つきましては、29年度は、新たに③の「ネット

ワーク構築・活用推進事業」におきまして、過

去に受け入れました海外技術研修員等とのネッ

トワークを構築するとともに、元研修員等を本

県に招聘しまして、研修成果の報告会等を開催

することとしております。

次に、40ページをごらんください。

改善事業、県産品海外販路拡大推進事業であ

ります。

この事業は、東アジアを初め、北米などの海

外販路を拡大するために、県内企業の取引機会

の確保や流通ネットワークの充実・強化に取り

組み、みやざきグローバル戦略のさらなる推進

を図るものであります。

、 （ ）予算額は1,184万1,000円で 事業内容は ３

の①にありますように、県内企業が行う販路開

拓活動に要する経費につきまして、50万円を限

度に、その２分の１を助成することとしており

ます。

また、②のアにありますように、県内商社等

に海外での販路開拓活動を委託し、地域商社と

して育成することにより、県産品を県内から直

接輸出できる流通体制を構築するとともに、イ

にありますように、地域商社と連携し、現地の

商社等に対するトップセールスを実施すること

としております。

次に、41ページをお開きください。

改善事業、目指せ日本一連覇！宮崎焼酎拡大

事業であります。

この事業は、本県経済のリーディング産業で

あります焼酎産業の活性化のため、宮崎本格焼

酎のさらなる販路拡大や需要拡大等に取り組む

ものであります。

予算額は1,215万7,000円で （３）の事業内容、

につきましては、①にありますように、卸売業

、者や飲食店等と連携した焼酎フェア等の実施や

展示商談会への出展等を行いますとともに、②

にありますように、宮崎県酒造組合などと連携

しながら、県内外で宮崎本格焼酎の魅力を発信

する消費拡大イベントなどを開催することとし

ております。
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次に、42ページをごらんください。

改善事業、県産品販路拡大・販売促進事業で

あります。

この事業は、県産品の販路拡大や販売促進を

図るため、宮崎県物産貿易振興センターと連携

し、展示見本市の出展や商談会の開催などの事

業に取り組むものであります。

予算額は1,287万9,000円で （３）の事業内容、

につきましては、①にありますように、大都市

圏での展示見本市への出展や、百貨店・スーパ

ー等のバイヤー招聘等に取り組むとともに、②

にありますように、４年に一度開催されます全

国菓子博覧会など、食の魅力を発信するイベン

トへ参加し、県産品の認知度向上に取り組むこ

ととしております。

次に、44ページをお開きください。

新規事業、首都圏情報発信拠点整備・機能強

化事業であります。

この事業は、これまでそのあり方を検討して

まいりました首都圏における情報発信拠点につ

きまして、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥをリニュ

、 、ーアルし 拠点としての機能強化を図ることで

東京オリンピック・パラリンピック開催などに

よる首都圏の活力を宮崎に取り込み、本県経済

の活性化につなげていくものであります。

本事業の詳細を御説明させていただく前に、

これまでの検討内容につきましては、常任委員

会でも報告をさせていただいておりますが、今

回、首都圏情報発信拠点基本構想案として取り

まとめまして、その他報告事項として上げさせ

ていただいておりますので、本事業提案のもと

となっております。

また、密接に関連いたしますことから、その

内容を先に御説明させていただきたいと思いま

す。

首都圏情報発信拠点基本構想案そのものは、

Ａ４横の別冊で別途お配りをさせていただいて

おります。

まず、引き続き、常任委員会資料の49ページ

をお開きください。

基本構想の概要でございます。

まず、２、コンセプトでありますが、今まで

のアンテナショップからバージョンアップした

「ひなた宮崎」の魅力を伝える新ステージの情

報発信拠点としたところであります。

拠点の整備・運営に当たっての視点としまし

ては、次の３で４つに整理しております。

１つ目が、食を初めとした宮崎の魅力を総合

的に発信する拠点、２つ目が、県内企業が潤う

ために、販路を開拓するための最前線となって

外貨を稼ぐ営業拠点、３つ目が、情報通信技術

、 、等を使いまして 首都圏と宮崎をつなぐ結節点

最後が、市町村や各種団体等と連携し、オール

みやざきで取り組む拠点であります。

また、４、情報発信拠点に備える５つの機能

でありますが、情報発信拠点整備に当たりまし

ては、ア、県産品の展示・ＰＲ機能、イ、飲食

提供機能、50ページの上のほうになりますけれ

ども、ウ、県産品販路開拓機能、エ、総合情報

発信機能、オ、イベント・交流機会提供機能の

５つの機能を備えまして、さらに充実強化を図

る必要があると整理しております。

次に、５、情報発信拠点の整備・配置であり

ますが、先ほどの４つの視点を踏まえまして、

また、５つの機能を備えるため、銀座、有楽町

地区への移転・新設と比較検討を行い、現在の

ＫＯＮＮＥをリニューアル整備し、機能充実を

図ることとしたところでございます。

ここで、別冊でお配りしております首都圏情

報発信拠点基本構想案の25ページをお開きいた



- 38 -

平成29年３月13日(月)

だければと思います。Ａ４横の冊子になってお

ります。

各コーナーの配置変更イメージを記しておる

ところでございます。

24ページが現状でございますが、25ページ、

これまで１階と２階に分かれておりました物産

コーナーを１階に集約するとともに、企業等が

直接消費者に販売・ＰＲ等ができるミニ催事コ

ーナーを新たに設け、また、観光情報コーナー

の充実も図ることとしたところであります。

そして 宮崎ならではの食材を活用したメニュ、

ーなどを提供するため、新たに２階にレストラ

ンを配置することとしております。

26ページをお開きください。

また、ＫＯＮＮＥでの販売等の面積の確保や

県産品販路開拓機能強化のため、これまでＫＯ

ＮＮＥ内にありました事務室を施設外に移しま

して、近隣に新たに事務所や商談スペースを確

保するほか、ペンギン広場といった近隣のイベ

ント広場等を活用しイベントを行うなど、情報

発信を行っていくこととしたところでございま

す。

もう一度、常任委員会資料の50ページにお戻

りいただきたいと思います。

引き続き、基本構想案の概要の続きでござい

ます。

、 、 、６番 運営でございますけれども 引き続き

公益社団法人宮崎県物産貿易振興センターに委

託することとし、レストランについては、民間

事業者の活用を検討することとしたところであ

ります。

最後に、７、整備スケジュール（予定）でご

ざいますが、年度前半に実施設計、年度後半に

改修工事を行い、平成30年３月のリニューアル

オープンを想定しております。

以上が基本構想の概要でございます。

同じ資料の44ページにお戻りください。

先ほどの基本構想を踏まえまして、２の事業

の概要でありますが、予算額は４億5,380万円を

お願いしております。

（３）の事業内容につきましては、３つの柱

で構成をしております。

まず、①の拠点のリニューアル整備では、先

ほど御説明申し上げましたＫＯＮＮＥのリニュ

ーアルに沿った経費であります。

②の拠点機能の強化では、新たに事務所、商

談スペースを確保するとともに、販路開拓専門

人材を配置し、百貨店等への売り込みを行うも

のであります。

また、情報通信技術等を活用した情報発信や

市町村等と連携したイベントも開催することと

しております。

さらには、③にありますように、リニューア

ルオープンに合わせて集中的なＰＲを行うもの

であります。

オールみやざき営業課の説明は以上でありま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○清山委員長

た。

ここで暫時休憩いたします。

午後１時42分休憩

午後１時42分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

本日の委員会、１名の傍聴の申し出がありま

したので、認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたしますが、受付の

際にお渡ししました傍聴人の守るべき事項にあ

りますとおり、声を出したり拍手をしたりする

ことはできません。当委員会の審査を円滑に進
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めるため、静かに傍聴をしてください。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただきますようお願いいたします。

それでは、質疑はございますか。

オールみやざき営業課に伺います○西村委員

が、資料の38ページのほうで、海外との連携・

多様な交流推進事業で、これ○なんで、これま改

でもそういう交流をされてきたと思いますが、

これまで交流されてきている中で、この予算額

というのが550万円ぐらいで、多いのか少ないの

かもちょっと計り知れないところがあるんです

けれども、今、たくさん海外との交流をされて

いて、それぞれがそのときのテーマによって予

算を出している課とか、もしくは部署が違って

いる可能性もあるなと思ったんですが、主にこ

のオールみやざき営業課のこの事業だけに該当

するような事例というのは、どういう国とか、

どういう相手があるんでしょうか。

この事業、改○酒匂オールみやざき営業課長

善事業ということでお願いしております。

今年度は東アジアとの交流促進事業というこ

とで取り組んでいる事業でございますが、歴史

も結構古い事業でございまして、平成15年に始

まったときには、直行便が開設されたというこ

とで、韓国との交流のきっかけづくりをやって

おりまして、平成20年に台湾との直行便ができ

たことを契機に、今度は、21年からは台湾のみ

で開始をしてきております。

したがいまして、①の東アジア民間交流促進

事業が台湾との交流を促進する事業でございま

して、県内の民間団体で、台湾の民間団体と交

流を希望するところとの橋渡し、相手を探すと

いう事業に取り組んでおりまして、先方を訪ね

たり、向こうから来てもらったり、そのきっか

けづくりを行う事業でございます。

②が今回の改善事業になりまして、そういっ

たこれまでの韓国、台湾との積み重ねがござい

ますので、今のところ、想定は観光交流協定を

結んだ韓国とか、経済交流協定を結びました台

湾等との交流を前提としておりますけれども、

そういった海外都市との交流に取り組む事業で

ございます。

ありがとうございます。○西村委員

この事業、今、直行便の数もふえたり、直行

便がなくとも、例えば、上海に事務所を置いて

いたりすることとか、シンガポールとか、多く

の国との交流が、なお広がっていくと思うんで

すが、当然これだけの予算規模だと限られたこ

としかできないし、多くの国にも対応できない

と思うんですけれども、そういう場合は、この

予算、ほとんどもう使い道が何となく想定され

るんでしょうけれども、予想以上に交流があっ

た場合というのは、そのときそのときの補正み

たいなもので対応されるのか、もしくはそのテ

ーマによってほかの部署にお願いするものなの

か、教えていただきたいと思います。

歳出予算説明○酒匂オールみやざき営業課長

資料の273ページをちょっとお開きいただければ

、 （ ）と思うんですけれども 真ん中のほうに 事項

国際交流推進事業費がございますが、その中の

４番目、国際交流推進事務費をお願いしており

ます。188万4,000円をお願いしておりますが、

ここが、基本的には、私どもが県としてさまざ

まな海外の国と地域との交流で持っている経費

ということでございまして、いろんな海外の要

人がお見えになったりする際の対応経費、お土

産代ですとかいうものに充てさせていただいて

おります。

その他いろいろな課が、あるいは部局が、そ

れぞれの目的を持ちまして海外との経済交流等
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に取り組んでおります。その経費につきまして

は、それぞれの課なり、部局で対応いただいて

いるというところでございます。

わかりました。ありがとうござい○西村委員

ます。

39ページの世界との絆、国際協力○ 原委員

推進事業、質疑ですので、わからないところだ

け聞きます。

海外技術研修員の制度というか、何年いて、

どういうところを受け入れてというか、ちょっ

と制度を教えてください。

この海外技術○酒匂オールみやざき営業課長

研修員の受け入れ事業につきましては、実は昭

和55年から取り組んでおる事業でございます。

当時は、国からの補助金等もあったところで

ございますが、それも現在ではなくなっており

ますけれども、本県といたしましては、海外に

対する技術協力、技術研修員を受け入れること

で、海外への国際協力を果たしているわけでご

ざいます。

、毎年１名か２名の受け入れをしておりまして

これまでで実績が、28カ国から213名を受け入れ

ている事業になります。

何年ですか、期間。○ 原委員

受け入れの期○酒匂オールみやざき営業課長

、 、間としましては 毎年度になるんですけれども

９カ月以内ということで。実際、選んでから来

ていただくまでの作業もありますことから、９

カ月以内ということで、大学ですとか、試験研

究機関、民間団体、企業等で受け入れていただ

きまして、それぞれ先方が求めていた技術につ

いて教えるというようなプログラムでございま

す。

、 、○ 原委員 民間の場合は 大体どういう職種

業種、技術を学べる仕組みですか。わかる範囲

でいいですよ。

最近では、平○酒匂オールみやざき営業課長

成27年度に宮崎観光ホテルで受け入れていただ

きまして、調理師等の研修を受けていただいた

ところでございます。

それは年齢制限とかはある。○ 原委員

資格といたし○酒匂オールみやざき営業課長

ましては、18歳以上40歳未満ということにして

おりまして、高等学校卒業以上の方ということ

で整理をしております。

企業立地課の259ページ 「地域工○横田委員 、

業団地整備支援事業」についてお尋ねしますけ

れども、これは市町村が工業団地を整備すると

きに支援をするということだったと思うんです

けれども、これからまた新たに工業団地を整備

しようという市町村、予定がまだたくさんある

ものなんでしょうか。

、○日高企業立地課長 工業団地につきましては

造成して、いつ企業が来るかと、そういうタイ

ミングが非常に難しいといいますか、つくれば

必ず来ると、自動的に来るというものではあり

ませんので、その市町村の考え方によって、財

政状況ですとか、経済状況ですとか、産業の状

況等によって、判断が行われるものというふう

に思っております。

来年度につきましては、延岡ですとか、日向

ですとか、そのあたりからの問い合わせを現在

は受けているところであります。

延岡とか、日向なんかは、今まで○横田委員

つくっていた工業団地は、もうほとんどみんな

埋まっている状況なんでしょうか。

延岡市につきましては、○日高企業立地課長

まだ10ヘクタール程度のあきがありますけれど

も、先を見越してというふうな意図があるのか

なと思っております。
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日向につきましては、細島地区が相当立地が

進んできたということもありまして、あとは内

陸部のほうに土地を購入して造成をすると、そ

ういったことを想定しているようなことを伺っ

ております。

当然、雇用の場をつくるというこ○横田委員

とはすごく大事なことだと思いますし、そのた

めの工業団地の整備も大事だと思うんですけれ

、 、 、ども あきが結構 例えばフリーウェイなんか

代表例だと思うんですけれども、あいていると

ころを埋めていくということもすごく大事だと

思うんです。

あいているのに、また次から次に新しい工業

団地を整備するというのは、非常に、条件が悪

いからあいているのかもしれませんけれども、

何かそこらあたりの整合性をつくっていかない

と、すごく無駄にもなるような気もするもんで

すから。そこ辺、よろしくお願いします。

予算説明資料の265ページ、観光交○後藤委員

流基盤整備で、委員会の説明資料で出てきまし

た魅力ある観光地づくり推進支援事業、29ペー

ジ、ここの事業内容の２番に、スポーツランド

、 、みやざきづくり整備事業 予算説明資料の中の

今度は266ページのスポーツランドみやざきを推

進するのに要する経費ということで、ここも関

連するのかなと思うんですけれども、この説明

資料の29ページは、あくまでも民間組織を含む

地域主導型ですよね。とりあえず、この事業内

容の３つのを事業費別にちょっと説明していた

だけますか。29ページの事業内容を。

29ページの（３）の②の○福嶋観光推進課長

スポーツランドみやざきづくり整備事業という

のは、市町村が施設の改修を行ったり、スポー

ツ関連の備品を購入する際に、その一部を助成

するというのがこの事業になります。

したがって、補助対象先は市町村ということ

になります。

それと、32ページのスポーツランドみやざき

、 （ ）誘客推進事業のほうにつきましては まず ３

の①ですけれども、こちらはスポーツイベント

の開催支援ということで、例えば、恒例ですと

青島太平洋マラソンですとか、三大ゴルフ、ダ

ンロップ等の大会ですとか、そういったスポー

ツイベントに対する開催支援を行っているとい

うもの、それと、２番目のスポーツキャンプ合

宿受け入れ支援につきましては、プロ野球とか

Ｊリーグ等への県産品贈呈等に当たります。

それと、③のスポーツキャンプの観客誘致促

進につきましては、キャンプガイドマップの作

成とかは今までもやってきたとおりなんですけ

れども、キャンプに来た方々を観光地等に周遊

させるために、デジタルスタンプラリーといっ

たものを新たな要素として行う事業でございま

す。

それと、④のスポーツコミッション育成につ

きましては このアは新たな事業として事前キャ、

ンプの視察、例えばイングランドが、今度、８

、月に視察に来ることになっておりますけれども

その関係者の招聘事業ですとか、車両の借り上

げ等々に要する、そういった支援を行うという

こと。

それと、イの新規スポーツ大会の誘致・運営

というのは、地域に密着して、例えば、宮崎は

今からサイクルツーリズムとか、サーフィンの

メッカとかいうところを目指しているわけです

けれども、他県で言えば「ツール・ド・さいた

ま」とか 「ツール・ド・おきなわ」とか、そう、

いった地域に密着したスポーツを誘致するよう

なものができればということで、新たに盛り込

んだものでございます。
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ですから、29ページの魅力ある観○後藤委員

光地づくり推進支援事業の配分をちょっと教え

ていただけますか。

事業費ですけれども、一○福嶋観光推進課長

、応積算上の区分というのはあるんですけれども

かっちりしたものはございませんで、公募をし

た上で配分をすることにしております。

私がなぜお聞きしたかというと、○後藤委員

非常に市町村から要望が高いこの「スポーツラ

ンドみやざき 、非常に県央、県都中心じゃない」

かということで、各市町村も非常にこうしてい

る。

その中で、サイクルツーリズムが出てきまし

たよね。今度は日向のサーフコースト、これは

別枠ですよね。そこ辺を含んでいるから、この

、 、事業費内容の中では 我々もそうですけれども

市町村にすれば 「スポーツランドみやざき」っ、

て大きくなっているもんですから、事業費の方

向性、出し方、考え方というのを、ある程度、

基本的な考えを出していただくと、我々もそう

ですけれども、非常に相談を含め、取り組みが

できるんだがなと思ってますけれども、ちょっ

とある程度ばらけてって失礼ですけれども、そ

の用途次第であるもんですから。

スポーツランドを図って○福嶋観光推進課長

いく上で、全県下ということが非常に重要であ

ると。今、どうしても施設が県央に集中してい

る関係で、県央に偏りがちではあるんですけれ

ども、もう時期によっては宿泊も含めてパンク

状態にあります。

そういったことで、一つは通年化というのも

あるんですけれども、できるだけ県下の市町村

に数多く受け入れていただいて、その経済効果

を全県に広げたいという気持ちが基本的にござ

います。

それを意識してのこの観光地づくり事業であ

りまして、各市町村にはこういったものを活用

して、受け入れ体制を整えてほしいというふう

にお願いをしているところです。

ほかございますか。○清山委員長

スポーツキャンプのことについて○丸山委員

ちょっとお伺いしたいんですけれども、今春も

プロ野球とか、Ｊリーグとか、キャンプがあっ

て、またＷＢＣもあったんですけれども、思っ

た以上に観客数が伸び悩んだというのが実態で

はないのかなって、本当に残念かなと思ってい

ます。

これは、広島のほうは伸びたということで、

成績もかなり影響するのかなと思いつつ、何か

いろいろ少し聞いてみると、キャンプに来てい

ただくことだけを、何かすごく県のほうは力を

入れ過ぎていて、来てもらう方、お客さんに、

宮崎に来ればこういうのがありますよとか、も

しくは来ていただいたプロ野球の方々に協力い

ただいて、もう少し近くで触れ合いができます

よというのを もう少ししないと このまま行っ、 。

たらずっと何か同じことを毎年繰り返している

だけであって、なかなかスポーツキャンプで本

当に経済効果がどうのこうのというのが、少し

薄れつつあるような気がするもんですから。こ

れまでよりもちょっと踏み込んで、例えば読売

、 、巨人軍に正式に申し込んで キャンプの間には

毎日 誰かがちゃんとファンと接する機会をもっ、

とつくるんだよというような交渉も含めてやっ

ていったほうが。色濃くやっていかないとキャ

ンプだけ来てくださいって。今後はイングラン

ドのラグビーにしても、ただキャンプだけ来て

もらってよかった、よかったではなくて、もう

少し踏み込んで、エディー監督にどうやっても

う一回、身近に接触できるとか、そういうのも



- 43 -

平成29年３月13日(月)

もうちょっと踏み込んでしないと、キャンプに

来てもらったはいいけれども、実際、本当にお

客さんといいますか、観光客がふえたかとなる

と、若干微妙かなと思っているもんですから、

もう一歩踏み込んだ形として、キャンプの誘致

プラス観客を呼び込むようにお互い連携し合っ

てやっていただきたいと思っています。

何か考えがないんでしょうか。

今回、速報的にまとめた○福嶋観光推進課長

ところ、やはり感じられているとおり、かなり

ことしのキャンプの観客数とかは減っていると

いうことです。

ただ、休日の関係ですとか、さまざまな要因

があって減っているということは、今のところ

分析の途中ではあるんですけれども、それは置

いておいて キャンプを見に来るだけとか キャ、 、

ンプをしに来るだけではいけないというのは、

認識を十分持っております。

そこで、今、去年ぐらいから取り組んでおり

ますのが、キャンプを見に来た人がキャンプだ

け見て帰るのではなくて、近くの観光地を周遊

して泊まって帰っていただくとか、キャンプを

しに来る方も足を延ばして帰っていただくよう

な、何か魅力づけをしないといけないというこ

とで、11月補正で、国の交付金をいただいて、

試験的に観戦ツアーというのをやりました。

これはＷＢＣの練習試合のあった日に合わせ

まして、福岡のほうからバスでお客さんを連れ

てきて１日観戦していただくんですけれども、

その後は宿泊、宮崎市周辺ございませんでした

ので延岡に、これは意図的にですけれども、延

岡に泊まっていただいて、高千穂で神楽を楽し

んでいただいたりして、帰っていただくという

ようなことをやったところ、わずかな期間で募

集がいっぱいになったというようなことがござ

いました。

あとは、キャンプ地をサイクリング、自転車

。でめぐるということも試みでやってみたんです

、 、宮崎のサンマリンの周辺 それと日南のほうで

２カ所で実施いたしましたけれども、これも非

常に好評でしたので、そういった形でスポーツ

プラス観光、ここのところを新たな切り口とし

て、より経済効果が高まるような形で進めてい

きたいとは思っております。

ぜひこれまでプラスアルファ、今○丸山委員

言われたことをもっと広げていって、やっぱり

実際に宮崎にお金が落ちる、宿泊、また観光ま

でつなげていくということが非常に大きいと思

いますので、先ほど言いましたように、キャン

、プに来られるチームにももっと協力してもらう

また、先ほどのように休日のときには、宮崎の

ほうを少しめぐるようなリサーチをして、ここ

いいですよという話をもっともっとやっていた

だくように、お願いしたいと思っております。

委員会資料の35ページ、記紀編さ○後藤委員

、 、 、ん 神話の源流 非常に今まで認知度向上とか

ブランドイメージ 非常にこれは課題としてずっ、

と上げられてきて、今回、この河瀨直美さんに

期待するところ大なんですが、これが非常に事

業効果では、浸透が効果的、効率的ではと言い

ますけれども、私もこの方を知ってるんです。

どんなですかね、これで一挙に認知度が上がる

ような雰囲気というかそういう。

この事業○米良記紀編さん記念事業推進室長

だけで認知度が上がるかというと、これだけで

、はなかなか難しいのかなとは思いますけれども

この河瀨監督、世界的にも有名な監督さんで、

この方の映像というものが非常に質の高いもの

をつくっていただくと 今 既に７本 ８本撮っ。 、 、

ていただいているんですけれども、各地域のよ
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さというものをしっかり撮っていただいており

ますので、私どもとしてはこういったものを、

もちろんネット上にあるということを発信する

ことも大事だと思っておりますし、県内外でさ

、 、 、まざまな事業に 今 取り組んでおりますので

そんなところで露出をしたりとか、そういった

工夫を今しているところでございます。

対外的に発信をしていくときに、間違いなく

こういった質のいいものというものも、一つ必

要かなと思って取り組んでいるところでござい

ます。

実は、私もこういうのに非常に賛○後藤委員

同できるといいますか、この方の作品を含め、

非常にファンも多いんですよね。

県内のいろんなイメージアップにもつながる

という意味では、ぜひ単年度じゃなくて先を見

越す、継続性を持っていくと。私は神話源流に

とどまらず、かなりアピールにつながるんじゃ

ないかなと思ってますので、よろしくお願いし

ておきます。

済みません、関連で。○横田委員

河瀨監督がつくられるプロモーション映像っ

て、すごく魅力的な映像になると思うんですけ

れども、これはインターネットで発信されると

いうことですよね。

私、いつも思うんですけれども、映画館はま

ず最初に館内の禁止事項とかが流れて、何かの

宣伝とかが流れて予告編とかに行くじゃないで

すか。その宣伝のところあたりで、これを流し

て、大画面で見てもらうとかできないのかなと

思って。

やっぱりあの大画面で見たら、すごく迫力も

あって、印象深く伝わるんじゃないかなと思う

んですよね。どれだけお金がかかるかわかりま

せんけれども。もし検討していただけるんだっ

たら、していただきたいなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。

過去に映○米良記紀編さん記念事業推進室長

画館で 委員おっしゃった時間でのプロモーショ、

ンといったことも取り組んだりしております。

またこういった映像も持っておりますので、そ

ういったところにも取り組んでいきたいと思っ

ております。

お願いします。○後藤委員

ほかはございませんか。○清山委員長

36ページですけれども、外国人留○徳重委員

学生等の就職促進事業ということでお尋ねして

みたいと思います。

今、宮崎県に留学生が何カ国で何人くらいい

らっしゃるか、わかっておれば。

今、本県にお○酒匂オールみやざき営業課長

る外国人留学生の数でございますが、大学等の

受け入れ協議会をつくっておりまして、その10

校でつくっております協議会に在籍している留

学生が、平成28年５月１日現在で370人でござい

ます。

国別の内訳については、ちょっとお時間をい

ただければと思います。

370名いらっしゃるわけですが、こ○徳重委員

の方々が宮崎で、大体、年間どれぐらいの率で

。就職されていらっしゃると理解していいですか

平成27年度の○酒匂オールみやざき営業課長

数字になりますけれども、10名という数字でご

ざいます。

10名というのはちょっと少ないか○徳重委員

なという気がしてならないんだけれども、予算

も270万6,000円ということで、どういう形でこ

の予算が使われるのか。

この促進事業ということでやられているよう

ですが、サポート事業ということではわかるん
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ですけれども、どういう内容のことを具体的に

されているのか、ちょっと教えてください。

この事業、実○酒匂オールみやざき営業課長

はことしから取り組んでおる事業でございまし

、 、「 」て まずは 九州グローバル人材活用促進事業

というのがあるんですけれども、九州各県と政

令都市等々と一緒になりまして、九州各県の留

学生が九州の企業とマッチングするというサイ

トを立ち上げまして、これについて宮崎県も加

入しております。

、 、企業とか留学生は そのサイトを使いまして

登録を行うことでウエブ上でも面談ができると

かいった事業でございます。

、 、こういったのをベースに使いながら 私ども

今現在はうちの課のほうに相談窓口を置いてお

るんですけれども、これを来年度からは国際交

流協会のほうに置かせていただきまして、ここ

、で専任のコーディネーターを配置いたしまして

各大学等の留学生とか、県内企業等々を回り、

あるいはその相談に応じまして、マッチング等

をやりたいというふうに思っております。

さらに、外国人を採用したいという企業向け

に、研修会等を開催しようと思っております。

また、外国人留学生向けの就職に関する研修

会等も、開催をしたいというふうに思っており

ます。

また、外国人留学生をお試しで受け入れると

いう企業も募集いたしまして、インターンシッ

プ等の受け入れ促進事業に取り組んでまいりた

いと考えております。

ぜひ、これからますます留学生も○徳重委員

ふえてくるであろうと想定されますし、さらに

は、せっかく宮崎で勉強していただいて、宮崎

の文化もちゃんと享受していただくわけですか

ら、これを外国にもつなげていただく、あるい

は観光に結びつけていただく、仕事に結びつけ

ていただく、そういう努力をしていただきたい

なと。やはり目標を持って、27年、10名という

ことでございますが、20名、30名、ことしは、

ぜひ、ひとつ努力をしていただきますようにお

願いをしておきたいと思います。

それから、ＫＯＮＮＥのことですが、今回、

大変なお金をかけてリニューアルして、宮崎を

売り出していただくことになるわけであります

、 、が 私どもも視察も行かせていただきましたが

、飲食コーナーを２階に持ってくるということで

これはいいことだなと思っています。

宮崎の食材を知ってもらうためのコーナーに

されると。普通のレストランじゃなくて、何か

こういうものをやりたいというような考え方が

あるのか、自由に募集をされようとしているの

か。ここに入居される選定の方法っていうんで

すかね、どういうものをまず、どういう職種と

いうか、食材もいろいろあると思うんですが、

何か考え方があるんですか、基本的には。

私どものアン○酒匂オールみやざき営業課長

テナショップとして、やはりレストランを開設

するということでございますので、まずは、や

はり宮崎ならではの食材をしっかりと使ってい

ただくということもございますし、私どものソ

ウルフードといいますか、郷土料理であります

チキン南蛮ですとか、そういったものについて

もしっかりと提供していただくということが条

件に、まずはなってくるだろうと思っておりま

す。

ただ、業態、価格帯等については、店舗周辺

の人の流れ等もございますし、また、どのよう

な形で募集していくかということにつきまして

の運営委託の条件、募集方法等については、今

、 。現在 鋭意検討をしておるところでございます
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基本はやはり宮崎の人を考えてい○徳重委員

らっしゃるのか、あるいはもう東京で、今、い

ろいろ仕事をされている人を考えていらっしゃ

るのか、そういうのもまだ具体的には決められ

てないと理解していいんですか。

今後公募する○酒匂オールみやざき営業課長

中で、やはり本県ゆかりのお店の方々、あるい

は宮崎県内で頑張っていらっしゃる飲食店業界

の方は 有望な対象者になるんではないかと思っ、

ておりますけれども、基本的には公募をさせて

いただいて、その条件の中で合致した方という

ことになろうかと思います。

その条件を設定する際に、本県の食材なり、

、あるいは郷土料理等についての知識が深いとか

そういった実績がある方ということが、一つの

条件としてなってくるんではないかというふう

に想定しているところでございまして そういっ、

た、まずは募集要項等が決まれば、本県ゆかり

のお店等にもしっかりとＰＲをして、募集して

いただくような呼びかけはしていきたいと思っ

ているところでございます。

、○徳重委員 基本的には１社入居するというか

例えば、喫茶関係あるいは飲料関係専門も入れ

るとか、総合的なものと考えていいんですか。

今回、２階に○酒匂オールみやざき営業課長

お願いするスペース、それほど広くないもので

すから、基本的には１社と思っております。

その際、どのようなサービスを提供するかに

ついては、提案を受けたいというふうに思って

いるところでございます。

36ページ、外国人留学生なんです○ 原委員

が、人が減っていく中で、将来的にもふやして

いくということは大変必要なことだと思います

が、これ、ビザの関係とかで何年就労とか、そ

のあたりの制限はどうなっていますか。

まさに、そこ○酒匂オールみやざき営業課長

の点が、留学生がなかなか企業に就職できない

というところでございます。

大学等で学んだものが直接生かされるもので

ないと、なかなか在留資格が出ないというよう

なことがございます。

、 、したがいまして そういったところについて

来年度は企業向けの研修会等で説明していこう

と思っているんですけれども、済みません、そ

この詳細な査証の内容については把握していな

いところでございます。

就労ビザは３年ですよね。○ 原委員

今度は、外国人の実習生が３年プラス２年で

、５年になるということであるわけですけれども

あるいはまたちょっと目的が違ったところで人

材難への対応ということで期待はされているわ

けですけれども、これは将来的に日本もそうい

う専門性を有する優秀な人たちに日本で働いて

もらう、そのためには３年じゃ短いですよね。

そのあたりのところの制限は当然あって、本

人たちも納得して就職されているんでしょうけ

れども、どういう制度。

基本的には、○酒匂オールみやざき営業課長

皆さん、そういった在留資格等をクリアした形

で採用されていくんだろうと思っております。

あと、先ほど徳重委員のほうから質問がござ

いました国別の留学生の数でございますが、一

番多いのがネパールからの80人、続いてがベト

ナムからの62名 次が中国からの61名等々となっ、

ております。

ここで議論しても仕方ないことで○ 原委員

すが、将来的に留学生の皆さんが日本に定着し

て、個々の知識や専門性を生かした仕事にとい

うことであれば、法律的なそういう制度を変え

ていかないと、なかなか短期間では、その効果
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を発揮し切れないのかなという気がしました。

そういう納得でいいんですか。

あと 別な次元で何か法律をつくるとか やっ、 、

ていかないといけないことなんですかね。大事

なところなんだけど。

留学ビザから○酒匂オールみやざき営業課長

、 、そういった就労のビザに切りかわる際に 最初

新規３年ということになっているようでござい

。 、ます 議員のおっしゃるとおりでございますが

その後、更新が可ということになっているよう

でございまして、引き続き更新され、雇用され

ていくものというふうに理解しております。

わかりました。○ 原委員

あと、33ページ、東京五輪等事前合宿云々で

すが、ここに訪日外国人等に対応できる多言語

環境等の推進、そして、その事業効果として外

国人へのおもてなし環境向上を図られるという

ことなんですが、多言語表記の推進を行うと具

体的にあります。

これは、多言語表記も当然昔から言われてい

ることで、我々が外国に行っても日本語で書い

てあると大変うれしいし、シンガポールなんか

に行くと、明らかに日本語でやっぱりずっと書

いてあって、我々でも迷うことなく行けたりす

るわけですが。この前、４日だったかな、東京

のほうで会議があって、ＡＩ関係の展示がその

会議の合間であってましたので、見てきたんで

すけれども、いわゆる通訳機、これがあからさ

まに2020年東京オリンピックを目指して、もう

実用化が進んでいるんです。

ある１社が、この翻訳機能を物すごく開発し

たところがあって、これを応用していろんなと

ころに使うというやり方でした。

。 、そこであったのはタクシーなんです そこで

ある電機メーカーの社員がタクシーの運転手に

扮して、イギリスかアメリカかどこかの女性で

英語の流暢なネイティブな人がいて、その人に

。 、どこへ行きたいですかと こういうのでやると

その人が英語で答えたのを日本語で答える、そ

、 、ういうことで さらに進んでいると思ったのは

地域言語という言い方をしていました。

例えば、鳥取では鳥取でしか使わない言葉と

いうのがあるわけですね。それもその翻訳機能

の中に入れている 例えば 宮崎であれば さっ。 、 、

き出たチキン南蛮、チキン南蛮といえば食べ物

だという。普通のチキン南蛮と言うと食べ物な

のか何なのかわからんわけ、地名なのか。それ

はもう、これは宮崎の食べ物だと認識して、チ

キン南蛮がおいしいところ、ここにあるよみた

いなことを教えるという。芋焼酎でもそうです

よね、こっちでよく使う言葉だけれども、そこ

。 、まで進んでいまして だからその多言語表記は

、それで当然やるべきことだと思いますけれども

もうやっぱり2020年、あっという間ですが、そ

ういう翻訳というか、適応というのを、県内で

そこまでスポーツランドで外国人をいっぱい呼

ぼうというのであれば、ある程度もう視野に入

れておいたほうがいいよねと思ったんですが、

ちょっと感想でもいいですけれども。

議員御指摘のとおり、翻○福嶋観光推進課長

訳が急速なスピードでいいものができてきてい

る、通訳ですね、そちらのほうも感じておりま

す。

先日、まさに、その専門家の方と話をしてい

ましたら、本当に、急速にそういうことができ

るようになってきていますよ、ということでし

た。

そういったことも見据えながら、恐らくこう

いった受け入れ体制の整備というのは、図って

いかないといけないんだろうなということは
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思っております。

実際、ホストタウンとして、例えば、ドイツ

とか、イギリスとかを意識した、そういった多

言語の対応というのも図っていかないといけな

いということはありますので、どういった方法

、 、 、が コスト的にも 実際の労力的にもいいのか

検討してまいりたいというふうには考えており

ます。

午前中に、食品製造業者販売力向○後藤委員

上事業の中で、ビジネスマッチングコーディネ

ーター、オールみやざきからの折にお答えいた

だいたんですが、今度、28ページ、宮崎版ＤＭ

Ｏで、またこの人材が出てくるんですよね。

今度は、マーケティング力やコーディネート

力にすぐれた専門人材を配置。私は、観光コン

ベンション協会にもすぐれた方はたくさんい

らっしゃるなと思う中で、またこの専門人材を

配置ということで、外部コンサルに今回委託し

ている事業もあります。

今回、こういうはっきりすぐれた専門人材を

配置するっていうのを出しているんですけれど

も、まず、外部コンサルだけじゃなくて、そう

いった専門人材を配置する、当然、人件費等含

めて出てくるわけですが、今回、この専門人材

を配置した背景についてちょっとお答えできま

せんか。

宮崎版ＤＭＯの構築のた○福嶋観光推進課長

めということなんですけれども、一つはその登

録するに当たって、国のほうが課している条件

の１つに、マーケティング人材を専従で置くこ

とというのがございます。

、それに応じるというのもあるんですけれども

もともと観光コンベンション協会を、まさに改

革と言ったらちょっと言い過ぎかもしれません

けれども、宮崎の観光再生の核として、そうい

う組織にしていきたいという思いがあって、そ

こにＤＭＯという、まさに追い風が吹いて、国

の交付金が活用できるようになったという背景

がございます。

それで、本当に専従でマーケティングのでき

、る方を置きたいというふうに考えておりまして

マーケティングと言うからには、売れる商品を

つくれる人ということですので 単に知識を持っ、

ているというだけではなくて、それを活用して

データ収集・分析力、それをもとにいい新たな

商品を企画して、それがどういう人に向けて、

どうやって売っていけばちゃんと売れるのかと

いうことを、実践を経験済みでできる方という

ところで求めていきたいというふうに考えてお

ります。

ＤＭＯ、観光の再生という決意が○後藤委員

出ました。もうこの方に期待するしかないです

ね。

以上で終わります。

「ひなたブランド」の43ページの○西村委員

件で、認知度向上のためのＰＲ展開ということ

がありますが、じゃあ、他県で、今現在、宮崎

県イコールひなた、また、ひなたイコール宮崎

イコールまた雰囲気がいいとか、感じがいいと

かいうのを他県の人はどう思っているかという

のは、今、既にベースの調査結果があって、こ

れはまだまだ足りないなということで、認知度

向上を目指していくのか、もしくは 「ひなた宮、

崎」でも何かいいイメージがないから向上して

いこうとか そういうベースになる考え方があっ、

てのことだと思うんです。そのデータ的なもの

はあるんでしょうか。

毎年度、ブラ○酒匂オールみやざき営業課長

ンド総合研究所というところが、地域ブランド

調査というのを実施しておりまして、本県が一
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番高かったのは、平成21年に認知度が18位、魅

力度が13位という時代がございました。

年々それも下がってきておりまして、直近で

は、平成27年度が認知度が29位、魅力度は13位

に上がりました その前年が25位でしたので 13。 、

位に上がってきたというところでございます。

まずは、私どもとしては、この本県に対する

認知度、魅力度を上げていくということが、我

々の地方創生の取り組み、本県の活性化のため

に大変重要なことであろうということで取り組

んでいるところでございます。

、○西村委員 ある企業がそういう調査を行って

それの順位に一喜一憂していくのもどうかなと

いう思いがありますし、実際、東京事務所、大

阪事務所等々、出先があるわけですから、そち

らのほうで道行く人にじゃないですけれども、

無作為に聞いてみて、実際 「ひなた」という言、

葉だけでイコール宮崎県って、まず想像つくの

かとか、宮崎県と聞いて何を思い浮かべますか

的なものを、やっぱり自分たちでも調査してい

く必要があるのではないかなと思いますし、そ

れがあってこそ、まだまだこういう部分が足り

ないなというところがあると思います。

お金かけてＣＭ打ったり、今、市町村でも、

全国的なふるさと納税でも非常にお金かけてＰ

Ｒして、それによって多くのリターンがあった

り、知名度向上があったりという。お金かけて

いろんな企業にお願いしてイメージアップを図

るという作戦も実際にやっているところがあっ

て、そこが長続きしているのかなというところ

もありますし、非常にイメージを上げても何も

ならなかったら意味がないと思います。

やっぱり観光客がふえたり、県産品が売れた

、りということがないといけないと思いますので

この手の事業はやっぱりベースにあるものが

しっかりあって、それをさらに伸ばしていこう

というものが必要だと思います。

この予算が多いのか少ないのかも含めて、私

は判断できませんけれども、やっぱり、あくま

で「ひなた」というものを売っていくのか、宮

崎県というものを売っていくのか、そのあたり

を聞かせていただきたいと思います。

基本的には、○酒匂オールみやざき営業課長

宮崎県をいかに全国、国内外に発信していくか

というのが、私どもの一つの仕事だと思ってお

ります。

これまでは、緑と太陽という言い方で、宮崎

県をあらわしてきておったわけですけれども、

それを基本的には、今回、私どもは「ひなた」

という言葉に集約をさせて、売っているところ

でございます。

幸い、県内の民間企業の皆様、団体の皆様か

ら、この「日本のひなた」という言葉に対する

評価もすごく高くて、一緒に売り出していこう

というようなお声もいただいております。私ど

も以上に、民間の方々が盛り上がっていただい

ているところでございます。

私どもの最終的な目標としては 「ひなた」と、

いう言葉が宮崎を連想するようなこともできれ

ばいいなと思ってまして、宮崎はどういったと

ころですかと聞かれたときに 「ひなた」みたい、

なところですと言ったときに、皆さんが共通の

認識でこういったところなんだ、じゃあ、行っ

てみようかな、そこでできた商品だったら買っ

てみようかなということが、最終的には私ども

の狙いでございます。

それは、また移住であったり、ＵＩＪターン

であったり、そんなところにも波及させていき

たいとは思っておりますけれども、一つの宮崎

県をあらわす統一ブランドとして、本県のみな
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らず市町村、各団体等と一体となって、国内外

に発信していければというふうに思っていると

ころでございます。

民間の人も、この「ひなた」バッ○横田委員

ジをつけている人、最近よく見かけるようにな

りましたよね。少しずつ認識が深まっているの

かなと思いますが、例えば、県産品とか、県産

のいわゆる製品、それのパッケージとかに、ど

れぐらいの割合でこの「ひなた」マークは使わ

れているんでしょうか。大体でいいですけれど

も。

今、思いつく○酒匂オールみやざき営業課長

だけで宮崎物産館に置いてあります商品で、例

えば、漬物とか、商品とか、お菓子とか、そう

。いったものに使っていただいたりしております

あるいは焼酎とか、チリメンジャコ等のパッケ

ージ等にも活用していただいているところでご

ざいます。

例えば、農産品を素材のまま送る○横田委員

分なんかでも、つけていいと思うんですよね。

だから、いかに見てもらう機会をふやすかと

いうことがすごく大事だと思いますので、でき

るだけ県内のそういう業者さんに使用してもら

うように、お願いできるといいなと思います。

、 、ただ やっぱりそれを印刷せんといかんから

その費用が発生しますよね、それをどうするか

ということにはなると思うんですけれども、み

んなで「ひなた」マークを売っていければいい

がなと思うんですけれども。

今回、日本の○酒匂オールみやざき営業課長

、ひなた宮崎県のシンボルマークにつきましては

そういった意味でいろんな方に使っていただけ

るように、届け出することなく使用していただ

くようにしております。

幸い、先ほど申し上げましたような商品等に

も張っていただいております。議員からお話の

ありました農産物等についても、張っていただ

けるよう要請、要望等をしてまいりたいと考え

ております。

39ページの国際交流促進事業につ○丸山委員

いてなんですけれども、②に書いてあるブラジ

、 、 、ルとかで よくこれまでも毎年 ５年おきとか

何年おきに、しっかりフォローアップみたいに

やっていたと思うんですけれども。実は私の地

元の小林のほうで、30年前にネパールのほうか

ら来ていただいた方が、ニジマスの研究をされ

て、それがネパールのほうで非常に大きく伸び

ていて、そのことをきっかけにしてＮＨＫに取

り上げていただいて、また宮崎県に来ていただ

ける招聘事業を今回やろうとしているんですけ

れども。やはりこういったしっかりと、ただ単

に来てもらった人たちをそのままにしておくん

じゃなくて、フォローアップをしっかりやって

いただきたいなというふうに思っております。

なおかつ、36ページに、宮崎に来ております

外国人留学生の就職も含めてなんですが、370名

の外国人の方がいらっしゃるんであれば、私は

この方々がいずれは母国に帰られるというふう

に思っております。

そのときに、私はただばらんばらんやるより

は、40ページにあります宮崎の県産品の海外販

売促進事業に、うまくコラボレーションしてい

く方法がいいんだろうなと思っています。

そのためには、やはりちゃんと長くきずなで

つながっていく形をしっかりしないといけない

かなと思っております 今までは ぷっつんぷっ。 、

つん何か単年度でやっていた関係があるんじゃ

ないかなと思っておりますので、やっぱり今後

も、ぜひ長いイメージを持って国際交流をやっ

ていくんだよということでやっていきたいと
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思っておりますし、また、来ていただくだけで

はなくて、ぜひ県の職員の方々も向こうのネパ

ールなり、ベトナムなんか、かなり多いのであ

れば、そういういったところがどういうものな

のかというのを、もうちょっと色濃く交流も深

、めてやっていただきたいと思っておるんですが

どうしても県の場合には 担当がかわってしまっ、

て、ぷっつんぷっつん切れてしまうようなイメ

ージもあるもんですから、ぜひ交流をずっと継

続できるようなシステムといいますか、そうい

うのを構築していただくことも、今後の本当の

意味の国際交流につながるんじゃないかと思っ

ておりますが、いかがなもんでしょうか。

議員御指摘の○酒匂オールみやざき営業課長

とおりだと思います。

そういったこともありまして、今回 「世界と、

の絆、国際協力推進事業」につきましては、改

善事業ということでさせていただきました。

これまで海外技術研修員等301名というＯＢの

方々がいらっしゃいます。多分、母国に帰られ

て、それ相当なポジションにもなられている方

たちだと思いますので、改めてこのＯＢの方々

をしっかりとフォローしまして、コンタクトを

とっていきたいという事業でございます。

そのほか、我々、ＪＥＴプログラムで、国際

交流員等来ておりますけれども、彼らについて

は、卒業するときに、こちらから特派員という

ような委嘱なんかもしながら交流をしておりま

す。

ただ、留学生につきましては、かなり数も多

いということもございまして、なかなか私ども

県とは接点がございませんが、受け入れの大学

等でしっかりとしておりますので、本当にせっ

かく宮崎で勉強して宮崎を知っている方たちで

すので、少しでも応援団になっていただけるよ

う、また大学等ともしっかり話をしてまいりた

いと考えております。

ぜひ、そのきずなを深めていただ○丸山委員

きたいと思っていますし、ぜひ県の方々も、こ

こまで国際交流が進むんであれば、やっぱり自

分から海外に出向いて、そのことを知る、また

知ることによって本当にきずなが深まるという

ことがありますので、それは何らかのきっかけ

づくりとして、やっぱり行かないと。百聞は一

見にしかずだということがありますので、しっ

かり出向いていくことも含めて、検討していた

だくようにお願いしたいというふうに思ってお

ります。

サーフコーストみやざきづくりに○横田委員

ついて、お尋ねします。

私は以前、木崎浜のアクセス道路を整備する

べきじゃないかということで、一般質問で取り

、 、上げたんですけれども 日向のお倉ヶ浜とかは

アクセス道路、まあいいですよね。

でも、木崎浜とか、赤江浜とか、本当に狭く

て、もうでこぼこで、サーファーの皆さんたち

から整備してくれとかいう声は上がってないの

かと思うんですけれども、いかがでしょうか。

そういう声が上がってい○福嶋観光推進課長

るということは伺っております。

サーフィンをスポーツランドみや○横田委員

ざきの大きな柱の一つに確立すると書いてあり

ますし、あと国際大会の誘致とか、国内外の競

、技団体の視察会を行うとも書いてありますので

やっぱりアクセス道路がよくないと、なかなか

印象はあんまりよくないんじゃないかと思うん

ですよね。

それは、県土整備部か農政水産部かよくわか

りませんけれども、その担当部局とまた相談を

して、何とか整備ができるような方向づけをし
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てもらうといいと思うんですけれども、いかが

でしょうか。

そういった声も実際あり○福嶋観光推進課長

まして 私どもも何とかしないといけないと思っ、

ております。

この事業で市町村等との意見交換というのも

入っているんですけれども、それはまさに宮崎

市とか庁内の関係部局はもとよりなんですけれ

ども そういったサーフィンをやっていらっしゃ、

る団体の方々と話し合いの場を持って、いかに

宮崎をサーフィンのメッカと言えるようなとこ

ろにしていくかというようなことを、ここの意

見交換でやっていきたいと考えています。

観光推進課長に集中しますけれど○ 原委員

も、30ページの自転車、みやざきサイクルツー

リズム、ようやくこういう事業をやっていただ

きまして、私も本会議で３回やりましたけれど

も、去年は自転車活用推進基本法だったと思っ

ていますが、議員立法でできたところで、こう

いう事業がことしできるということで、非常に

タイムリーな事業のスタートだったというふう

、 。に思っておりまして 評価をいたしております

自転車競技連盟の会長としても、皆さん方に

心より厚くお礼を申します。

それで、世界に誇れるサイクルツーリズムと

いうことなんですが、いわゆるこれは自転車版

アオタイをやろうというようなイメージでよろ

しいんですか。

年に１回のイベントとい○福嶋観光推進課長

、 、うようなイメージではなくて 自転車で稼いで

それが業として成り立つような仕組みをつくっ

ていきたいというのが、この事業の目指すとこ

ろでございます。

一過性のイベント、年に１回とか、２回とか

いうのは、今でも現にございます。

それは全国津々浦々あるんですけれども、例

えば、飛騨高山ですと、自転車を貸し出す、ガ

イドでガイド料を取るという形で、日常的にサ

イクルツーリズムをやって、実際、会社が成り

立っているという事例がございます。

そういったものを目指していきたいと、その

ための第一歩の事業かなというふうに思ってい

ます。

今ので、大分イメージがわかりま○ 原委員

した。

いや、なぜかというと、この話をするのに、

いわゆるツーリズムがある場合には、一番ネッ

クというのは、自転車をどうやって運ぶかとい

うのが、参加者にとっては大きな負担になって

いて、だから前、本会議でやったときには、サ

イクルトレインの話もして、ＪＲと組んで、ヨ

ーロッパではサイクルトレインというのになっ

ているんですね、１両だけ自転車を乗せられる

ように。いろんなホームの都合とかありますか

ら、日本の場合はなかなか難しいんでしょうけ

れども、その運搬のことがあったので、そのあ

たりのこともちょっと議論ができればなと思っ

たんですけれども。今のでいくと、自転車が業

として成り立つわけだから、ある意味では、例

えば自転車屋さんが、いろんな意味で、パンク

修理を今やっているのかどうかわからんけれど

も、いろんなところで修理したりとかいうよう

にも展開するということのようですので、その

ためには自転車を何台か買っておかないといけ

ないとか そういうことも出てくる もうちょっ、 。

と具体的に、僕はその飛騨高山の例を知らない

んで。

業として成り立つには、○福嶋観光推進課長

恐らく数年かかる先の話だとは思うんですけれ

ども、実際に飛騨高山の例を見ますと、ガイド
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料が一番実入りとしては多いです。

自転車を貸し出す貸出料、そういったものが

主な収入源になっていると。今回、事業を行う

に当たりまして、台湾のジャイアント、そちら

とも貸しサイクルの関係でステーションをつく

れば貸してあげるとか、そういう話もぼちぼち

と出ているところですので、その辺をうまくつ

なげて、台湾からのお客さんも取り込んでいき

たいと思っていますし、あと運搬の関係で言い

ますと、今、既にこの事業を組み立てるための

話し合いの中に、例えば、宮崎カーフェリーの

方が一緒に参画をしていただいていたり、ソラ

シドエアのほうからは、次は入れてほしいとい

う話があったりとかいうこともありますので、

そういうキャリアの方々とも一緒にこの事業に

取り組んでいくことで、その運搬の話も、少し

ずついい方向に向かっていくんじゃないかとい

うふうに思っています。

ジャイアントの社長は愛媛のしま○ 原委員

なみ海道かな、あれには来られるんですよね、

。 、 、いいことだと ですから あとの質問の中には

大体、何年先に仕上げるつもりですかという、

ロードマップの話をしようかと思っとったけれ

ども。おおむね今の課長のお考えで、何年先に

仕上げるような形に持っていこうかなという目

標はあるんでしょうか。

県がこういった支援をし○福嶋観光推進課長

ていくというのは、この事業でいくと単年度事

業でありますし、非常にハードルの高い話では

あるんですけれども、民間事業者の方がそれを

うまく軌道に乗せるためには、やはり数年かか

る話、３年から５年はかかるのかなという気は

しております。

ですので、県の財政的な支援はできるだけ頑

張るとしても、どうなるかわからないところは

あるんですけれども、今までやってきたように

いろんな周りとつなぐとか、そういったことは

ずっとできると思いますので、伴走型でやって

いけたらというふうに思っております。

「目指せ日本一連覇！宮崎焼酎拡○徳重委員

大事業」ということで、ちょっとお尋ねしてみ

たいと思います。

焼酎が非常にブームになってきて、今日、宮

崎も日本一ということになったということでご

ざいますが、各メーカーがそれぞれ自分の事業

としての生産量やら、販売量やら、ある程度決

められたものがあると思うんですけれども、全

国的に焼酎が出回っていることはわかるんです

が、これからこの事業でどういう形で拡大事業

というか、イベントなりされていかれるつもり

か、各メーカーが全社共同でやられるのか、そ

れに支援されようとしているのか。あるいは場

所をどういった地域、例えば、東北とか、ある

いは山陰とか、関西とか、北海道とか、何かそ

ういった形でやろうとされているのか教えてい

ただきたい。

（３）の①販○酒匂オールみやざき営業課長

路開拓対策につきましては、県のほうが業者に

委託をしまして実施しようと思っております。

具体的な中身としましては、飲食店等と連携

して、店舗を借り上げて焼酎フェア等を開催す

るというものでございまして、今年度も、例え

ば大手飲食店の店舗を借り上げまして、そこを

、「 」 、数カ月間 宮崎焼酎酒場ひなた ということで

宮崎の産物、宮崎の食、宮崎の焼酎を提供いた

しましたり、ほかは和洋中の10店舗で宮崎本格

焼酎フェアというような形で取り組んでおりま

す。

これは県が、もちろん酒造組合のメンバーで

ある酒造メーカー等と十分連携しながら取り組
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んでいきたいと思っております。

また、商談会につきましても、東京で開かれ

ますスーパーマーケットトレードショーという

大きな展示見本市、商談会があるんですけれど

も、そこへの出展を考えているところでござい

ます。

②の魅力発信事業拡大対策につきましては、

どちらかというと対消費者向けのイベントにな

りますけれども、今年度も実施したところでご

ざいますが、宮崎での焼酎ノンジョルノ、ある

、いは東京での焼酎ノンジョルノという言い方で

一般消費者を呼びまして、そこで酒造組合と連

携しながら、消費者に対する焼酎のＰＲを行っ

ているところでございまして、来年度も同じよ

うな形で実施していきたいと考えているところ

でございます。

ことしは何カ所ぐらい、そのイベ○徳重委員

ントをしようとされているか、それは組合やら

業界団体等の話し合いだろうとは思うんですけ

れども、予定というのはあるんですか。

今回、販路拡○酒匂オールみやざき営業課長

大対策として、都内の13店舗で、宮崎の本格焼

酎フェアを実施させていただきました。

来年度も、引き続き、そういった実施事業者

を募集する形になりますけれども、同規模程度

のものができればというふうに考えているとこ

ろでございます。

北海道でも非常に焼酎が飲まれて○徳重委員

いるというようなお話を聞くんです。

そういった遠隔地ではされてないんですか。

そういったお○酒匂オールみやざき営業課長

、酒の文化が強いところでのいろんな商談会とか

販売促進につきましては、今、酒造組合が事業

として実施をされております。

私どもとしては、今のところその予定はない

んですけれども、基本的には首都圏を中心に取

り組んでまいりたいと考えているところでござ

います。

みやざきサイクルツーリズム○岩切副委員長

の件なんですけれども、事業効果に「既存の民

間団体が実施主体となって」という表現がある

んですが、既に民間団体がサイクルツーリズム

を活性化させて、宮崎に定着させようというこ

とで、その核になっている部隊がいるのかどう

かを教えてください。

今、イベントが各地で行○福嶋観光推進課長

われているんですけれども、例えば、西都市で

すとか、日南市、串間市、あるいは高千穂町、

、 、こういったところでは このサイクルに関して

それを支える民間の方々というのがいらっしゃ

います。

ですので、この方々と一緒に、この事業を展

開していきたいというふうに考えています。

ありがとうございました。○岩切副委員長

ＤＭＯとの関連で、スタートしてこれから充

実を図っていくという中で、サイクルツーリズ

ムというのは、方向性としてＤＭＯの議論と一

致した展開で来年度行われるのか、それとも、

全く県としての独自の発想、別団体との協議の

結果、こういう形になってきているという理解

でいいのか、教えてください。

ＤＭＯは観光地域づくり○福嶋観光推進課長

、を行っていくという基本的な線がございまして

各地域が取り組むそういった事業というのを、

コンベンション協会ですと地域連携のＤＭＯで

すので、一つの観光コンテンツとして拾い上げ

て、ストーリーをつくって売っていくというよ

うなことに結びつける可能性は十分にあると

思っています。

このサイクルツーリズムが、最初からＤＭＯ
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のためにできた事業というわけではないんです

けれども、こういった地域で、サイクルツーリ

ズムが一つの観光コンテンツとなるということ

であれば、それをコンベンション協会のほうで

国内外に売っていくことは十分できるというふ

うに思います。

観光の問題で、最後にちょっ○岩切副委員長

ともう予算的な問題で申しわけないんです

が、265ページの一番上 （事項）観光交流基盤、

整備費、今あったサイクルツーリズムの下、青

島・都井岬観光資源保全事業というのがありま

して、観光に絡まって宮崎県内の地域名が出る

のはここだけみたいなんですが、この青島・都

井岬観光資源保全事業175万円、これ少し解説を

いただけませんか。

ちょっとお時間をいただ○福嶋観光推進課長

けるとありがたいです。

全く別の問題、最後に１点だ○岩切副委員長

け確認したいんですが、資料の27ページの企業

立地促進補助金なんですけれども、企業立地の

ためにこういう補助金を準備しているというこ

となんですが、雇用者割30万円、補助対象経費

、 、割４％ ８％と準備されているんですけれども

他県、他地域等と比較して、宮崎県は企業誘致

のために頑張ってこれだけのものを準備してい

るよという数字なのか、それとも、ほぼ変わら

ないという状況なのか、そのあたりの実情を教

えてもらえませんか。

企業立地促進補助金につ○日高企業立地課長

いて、私どもがパンフレット等に大々的に載せ

てますのは、限度額50億というのが一つの売り

文句として載っていますけれども、その金額自

体は九州の中でも、宮崎と熊本、 この２県のみ※

が50億という上限、九州では最大という金額に

しております。

私どもが予算の中で出せる補助額として、１

社当たりとしては、極端に高いとは思っており

ませんけれども、いろいろ工夫をしておりまし

て、例えばＩＴ企業、これは既存のオフィスビ

ルに入居というのが普通ですので、余り投資額

というのが大きくはなりません。

その中で、他県との競争に勝てるだけの金額

を出していくためには、例えば、情報通信費で

すとか、オフィスをＯＡ化するための費用です

とか、そういったきめ細かな部分まで対象にし

て補助をしていくと。そういったきめ細かさと

いう点、それと、県内の市町村と一緒に、どち

らか一方ということではなくて両方で支援をし

ていけると。そういった手厚さ、こういった部

分では、決して全国に比べても劣らない内容で

はないかと思っております。

ありがとうございました。○岩切副委員長

先ほど、副委員長から御○福嶋観光推進課長

質問のありました青島・都井岬の事業でござい

ます。

１つは、日南海岸の景観美化のための負担金

ということで、日南海岸の美化のために、県や

市や青島神社等で愛護協会というのをつくって

いるんですけれども、それの負担金として50万

円。それと、あとは串間のほうになりますけれ

ども、都井岬の御崎馬保護のために協力会へ負

担金を払っているというのが75万円。それと、

御崎馬の保護のためにダニの駆除費として補助

金を50万円出しているという３つの事業がその

内容でございます。

済みません、先ほど岩切○日高企業立地課長

副委員長からのお問い合わせの分の補助金の関

係ですが、宮崎と熊本だけが50億というふうに

申し上げましたが、ちょっといつからかわかり

※このページ右段に訂正発言あり
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ませんが、最近になって佐賀県も50億という上

限を設定しているようであります。失礼しまし

た。

ほかございませんか。○清山委員長

私からいいですか、１つ。

観光推進課にお伺いしたいんですけれども、

このＤＭＯ推進事業で、後藤委員が先ほど指摘

されましたが、この専門人材については、これ

は、いつから、どういう人をどういう形で選ん

で その人件費についてはどうなるのか ちょっ、 、

と詳しく教えていただければと思います。

まず、マーケターですけ○福嶋観光推進課長

れども、この事業は国の交付金でいただくこと

になっておりまして、事業開始といいますか、

その人を置くための事業は、早くて６月、ない

。し７月ぐらいのスタートになろうかと思います

それに向けて人を選ばないといけないわけで

すけれども、そのやり方については、今、観光

コンベンション協会と協議をやっているところ

でありまして、全国公募になるのか、あるいは

人材会社等のマッチングをお願いするのか、そ

の辺は、まだ今のところ、いろんな方法でいい

方を選びたいというふうに思っているところで

す。

それと、人件費なんですけれども、この交付

金の中で、マーケターについては、月額、活動

費込みの100万円という形で予定をしているとこ

ろです。

それと、もう一人、コーディネーターという

人材を置きたいと思っております。

この方については、活動費込みの月額80万円

という形で、マーケターが売れる商品をつくる

人ということですけれども、コーディネーター

については協会と各市町村と団体をつなぐ人と

いう位置づけで、両者が協力し合って、売れる

商品をつくっていくという形を想定していると

ころです。そして、一応常勤で専従する形にな

ると思います。

事業費、活動費込み、本人の給○清山委員長

料も込みでそれぞれ100万と80万と。日南市の商

店街も木藤さんが月額90万でしたっけ、テナン

ト何とかサポートマネージャーとかありました

けれども、同様の形態になるんですか。ちょっ

とやっぱり違うんですか。

基本的には、木藤さんの○福嶋観光推進課長

イメージで考えていただいてよろしいかと思い

ます。

ここの中に、実際にＤＭＯの事○清山委員長

業として、観光商品づくりとか、マーケティン

グ分析とか入っているんですけれども、結局、

このマーケターとコーディネーターが赴任して

から、こういう事業が始まるんですか。

この事業は、もう今年度○福嶋観光推進課長

から準備事業的なものは行っておりまして、観

光コンベンション協会の職員を中心に、例えば

着地型の観光商品の発掘というのを28年度は

やっていると。29年度は、さらにそれを磨き上

げて商品化していくというステップアップをし

、 、ていくわけですけれども その作業を行う中で

こういったマーケター、コーディネーターとい

う方が加わって、一緒にやっていくというイメ

ージでおります。

このＤＭＯというのは、新しく○清山委員長

ディスティネーション・マネジメント・オーガ

ニゼーションでしたっけ、観光地のマーケティ

ング分析やって、着地型の商品をつくって、新

しいそういう魅力づくりの主体をつくるという

ことで、それがそのまま、本県の場合は、去年

の８月から観光コンベンション協会が候補者と

なったということですよね。
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これ、何か、観光コンベンション協会が、そ

のまま看板が変わっただけで、今までの延長線

じゃよくないと思いますし、実際にやっぱり組

織が一部でも変わらないことには、やることは

本質的に今までと一緒じゃないかなと思うんで

すけれども、それが、結局、今度、マーケター

とコーディネーターを民間からきちんと登用を

して、その人たちの知見を生かしてしっかりと

やっていくと。しかし、今年度に関しては、基

本的には今までいた人たちで、マーケティング

やら商品づくりをやってきたということですよ

ね。

昨年度までは、観光コンベンション協会は、

そういう観光地のマーケティング分析とか、商

品づくりというのは、基本的には業務としてさ

れてなかったということですか。

今まで、ちゃんとしたと○福嶋観光推進課長

言ったらあれですけれども 体系的にマーケティ、

ングをやってきたかと言えば、それはやってい

なかったと言っても仕方がない、これは旅行業

界全体に言える話かなと思うんですけれども。

それを、今、もう日本全国が大きくかじを切ろ

うとしているというのが現実の姿だろうと思い

ます。

また、専門人材の方々は、ずっといられるわ

けではなく、期限つきでいていただくわけです

けれども、その間に、協会の職員の方々に、そ

ういったマーケティングのノウハウ等を引き継

いでもらいたいという思いがございます。

そういったことで、最初はすごくきれいな形

でスタートしないかもしれませんけれども、幾

つかの商品をつくっていく中で、試行錯誤をし

ながら、少しずつそういう形ができてくるのか

なというふうに思っております。

やるぞと言って、いきなりやれ○清山委員長

るわけじゃないはずなので、今度、新しくその

専門の方々が組織に入って、初めて、ちょっと

今までとは違う視点や手法でこのＤＭＯとして

事業が始まるんだと思うので、このマーケター

とコーディネーターの選定からしっかりした方

を選んでいただいて、またそこからしっかり力

を入れていただきたいと思っております。

終わります。ほかに質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、各課ごとの説明、質○清山委員長

疑が終了しましたので、次に総括質疑を行いた

いと思います。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後３時７分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

これより総括質疑を行います。

商工観光労働部全般について、何か質疑はご

ざいませんか。

きょうの説明だけでも、コーディ○横田委員

ネーターとか、アドバイザー、マーケティング

人材など、人材の育成、配置の必要性が大分出

てきたですよね。

後藤委員も人、人って言いましたけれども、

、 、それだけ人材は大事だと思うんですが 午前中

商工会等の経営指導員の人数の話も出ました。

会員数が減ったから、もう機械的に指導員を

減らすというようなことでは、午前中も言いま

したけれども 本当に負のスパイラルに何か入っ、

ていきそうな気がしてならないんです。

だんだん会員数が減っている今だからこそ、

やっぱりそれなりの指導員の数をそろえること

が大事じゃないかなというふうに思います。

ちょっとくどいようですけれども、どのよう
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にお考えか、もう一回お聞かせください。

商工会の経営指導員等の○黒木商工政策課長

話で申し上げますと まさに午前中もお話があっ、

たんですけれども、小規模事業者数そのものは

減ってきている。

ただ、そういう中にあって、昨年、条例を改

正したように、商工会や商工会議所の果たす役

割というのは、むしろ大きくなってきている。

だからこそ、きめ細やかな支援ですとか、あ

るいは経営発達支援計画を通じた地域内の商工

業を振興するような役割を果たしていく、そう

いった役割の大きさというのは、確かに私ども

も感じているところです。

それだけに、商工会や商工会議所が、地域の

、 、商工業振興に 真の意味で何を果たし得るのか

真に役に立つ、頼られる存在となる、そのため

には一体どういう体制が必要なのかとか、そう

いうことも含めて、今後、商工団体とも十分に

話し合っていきたいと考えております。

よろしくお願いします。○横田委員

午前中に聞いてもよかったんです○ 原委員

が、ちょっと聞き漏らしました。

20ページの「東九州自動車道を生かす～自動

車産業等販路開拓・競争力強化事業 、10ページ」

のみやざき成長産業育成貸付の中にも自動車関

連産業入っているわけですが、たしか、この20

ページの事業を始めて３年目かなと思います。

大体、実績はどの程度上がっておりましょう

か。

この自動車関連の事業、○野間産業振興課長

特に北部九州フロンティアオフィスを26年５月

に設置しておりまして、３年になっているわけ

ですが、フロンティアオフィスに入っている企

業といたしまして、28年３月時点で、新規の契

約が92件で、契約ベースでの金額が2.5億という

ふうな実績が上がっておりまして、今年度に入

りましても着実に新しい契約ができております

ので、かなりの成果が出てきておるものと考え

ております。

その数字は結構出ていますね。○ 原委員

前に１回聞いたときには、まだちょっとわか

らんということでしたけれども、明確にお答え

いただきまして、６社ですよね。

フロンティアオフィス自○野間産業振興課長

体の部屋は５室なんですけれども、１室にグル

ープ企業で２社入っておりますので、６社が入

居ということでございます。

それと、北九州市役所内に事務局○ 原委員

のある自動車関連の下請の協議会というのがあ

るんだそうですね。御存じだと思いますけれど

も、これ、宮崎は入っていませんでした。

この協議会に入ったほうが、メリットがある

のかなという気もしているんですけれども、そ

れぞれの会社のお考えなんでしょうが、この協

議会には入らない、入れないというか、そのあ

たりの御意向は、この６社の方々、あるいはこ

れからさらに自動車関連産業の下請をしたいと

いう方々の御意向はどうなんですかね。この存

在そのものを御存じないんですかね。

フロンティアオフィスに○野間産業振興課長

入居している企業が、その地域の協議会とかに

入っているかどうかというのを把握してないん

ですけれども、この事業の（３）の②にもあり

ますように、東九州連携によるということで、

北九州市にある自動車産業関連の協議会、大分

県の自動車産業関連の協議会と宮崎県の自動車

産業振興会と連携しまして、例えば、合同で展

示会に出展したりとか そういうことで連携やっ、

ておりますので、地元の協議会に入られたほう

がより情報等も取りやすいのかもしれませんけ
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れども、そういうふうな連携をより深めること

によりまして 宮崎県の自動車取引の拡大を図っ、

てまいりたいと考えております。

わかりました。○ 原委員

10ページの成長産業の中から、今度、誘致が

決定しました日機装について、ちょっと話を飛

ばしたいと思うんですが、企業立地課長、これ

は、今回、宮崎でやられるのは航空・宇宙関連

産業ということですよね。

ここは、もともとは、いわゆる医療関係、こ

こで言う、東九州メディカルバレー構想にかか

わる分野というのもあるんですよね。

今回は、航空・宇宙関連産業ということなん

、 。ですけれども 聞きたいことが２つあるんです

１つは、航空・宇宙関連産業の中で、今、本

県としては中核企業を育てようとしているじゃ

ないですか。その下にまつわる企業をさらにま

た育てていこうという、サプライチェーンとい

うか。この日機装が来られることによって、そ

のサプライチェーンみたいな形態というのは形

成されていくものかどうか、そのあたりについ

てはどうですか。

日機装というのは、おっ○日高企業立地課長

しゃったとおりで、大きく３つの分野で事業を

展開しております。

当面のところ、まずは航空機の部品で、カス

ケードという炭素繊維を用いた部品をつくって

いくということで立地をされました。

ただ、これは、また何年先か、四、五年先と

か、そういうことになるかもしれませんが、将

来的には医療関係、医療器具ですとか、あと、

ポンプ関係の産業機械、もともとポンプを中心

に創業された会社ですので、そういう産業機械

などもここで展開していくようなことを視野に

入れたいと。

宮崎は、十分な土地を確保できたので、将来

的にはマザー工場的にいろんなことで活用して

。いきたいというふうな御意向を伺っております

当面のところは、まずカスケードということ

で操業されますので、カスケード自体でどれだ

け地域に発注のサプライチェーンができ上がる

かというと、カスケードだけをやっている間と

いうのは、それほど大きくはならないのかなと

思っているところですが、先々、そういうふう

にポンプ関係ですとか、医療関係ですとか、そ

ういったこの会社の特色であるような分野まで

広がっていけば、大いに期待できるのではない

かと思っております。

成長産業の育成加速化というのが○ 原委員

重点施策の中にはあるわけですけれども、ここ

、 。には 昭和44年に私の友達も入っているんです

最初、500人の企業だったそうです。これがこん

なに大きくなるとは思ってなかったという、こ

の前もラインが来たんでしたけれども。

だから成長産業を育てていくというこの政策

は、なかなかすぐ芽は出ないけれども、やっぱ

り工業政策というか、産業政策として、ここが

どう化けるかわかりませんから、必要なことな

んだなというのは、この日機装を見て、ああ、

そうかなと思って実感としてありましたので。

ですから、せっかく日機装が来られますから、

またこれに関連して、どういう産業がどう起き

ていくかわからないけれども、可能性はあるん

で、ぜひ大事にしていただいて、周辺にその技

術が波及するような政策をとっていただくとい

いのかなというふうに感じます。よろしくお願

いしたいと思います。

私もお聞きしてみたかったんです○徳重委員

が 今の日機装の関係ですけれども 漏れ伝わっ、 、

てくるところによると 宮崎に来たと 今 おっ、 、 、
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しゃるようにちゃんと面積もあって、立派な工

場が建てられるんだけれども、人材がいないと

いうことで、県内からの雇用が縮小するか、あ

るいはまた別な方向づけをされるか、そういう

方向に行くんじゃないかなという話をちらっと

漏れ聞いたもんだから。その人材は県内で、日

機装さんが予定されているような流れの中での

人材確保というか、宮大なり、あるいは高専な

り、それぞれの学校、県内から採用したいとい

う会社側の意向と、それに合うような方向づけ

はできておるものかどうか、ちょっとお聞きし

ておきたいと思います。

、 、○日高企業立地課長 伺っている話として 今

人材の確保に非常に苦労しているというふうな

ことは全く聞いておりません。

まず、日機装については、実際にこれから工

場建設に入りまして、平成30年の３月ごろの操

業開始というものを、今、見込んでおります。

当然、その間は、こちらには働く場所があり

ませんので、初年度である平成29年度について

は、おおむね30人程度、これをまず将来的に核

となるようなことも見込みまして採用し、静岡

ですとか、石川ですとか、そういったところで

研修をしてもらって、最初の立ち上げのときの

人材として活躍してもらうと。

、具体的に新卒を多く採用していくというのは

平成30年以降に本格化していくものというふう

、 、 、に伺っておりますけれども 今 宮大ですとか

高専ですとか、いろんな実業高校ですとか、そ

ういったところを人事の担当の方が精力的に説

、 、明に回っておりますし 学校と同意が取れれば

その場で生徒さんに対する説明会みたいなこと

もやっておられます。

既に、最初の30人程度の採用の募集について

は、もうハローワーク等でかけておりますけれ

ども、説明会には非常にたくさんの人が興味を

持って集まってきてもらっているというふうな

ことを伺っております。

最終的に、５年後には500人体制ということで

来ておりますので、そういう人たちを全部新卒

でとろうとかいうことになると、大変、一筋縄

じゃいかないということも当然考えられるとこ

ろですが、主婦層の方の活用ですとか、ＵＩＪ

ターンの活用ですとか、そういった多角的な観

点から、しっかりと将来の人事的なものについ

て、今、考察をしていただいておるというふう

に思っております。

高卒と大卒、その割合というのは○徳重委員

示されておるもんですか。

今のところ、特段、そう○日高企業立地課長

いった割合については示されておりません。

高卒であっても、大卒であっても、また男性

であっても 女性であっても まずは意欲を持っ、 、

て働いていただけると、真面目に誠実に働いて

もらえると、そういう人たちを大事にしていき

たいというふうな意向ですし、もちろん技術的

な部分については、大卒で核となっていくよう

な人、こういった人たちの確保というのは課題

、であるという認識はお持ちのようですけれども

全部が全部を大卒でとっていくとか、そういっ

た考え方は全くないようです。

ちょっと割り込んでいいですか。○ 原委員

この前、ここの職員の方も２人ぐらい行かれ

たんじゃないかと思います。都城の霧島工業ク

ラブに、井上さんという本部長に来ていただい

て、１時間、講演をしてもらったんです。

私はちょっと行けなかったので、冒頭の御挨

拶だけしたんですが、今のその採用のことにつ

いて、後の質疑の中で非常にやっぱり大企業ら

しい、いい答弁をしていただいたということの
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。 。ようで 宮崎の若者が都会のほうに出ていくと

都会で生活したい、都会で経験したいというこ

とがあると。それでも地元でとりたい、どうす

ればいいかというと、ベトナムに工場があった

り、さっきおっしゃった他県に工場があったり

するので 採用した後はここにずっといるんじゃ、

なくて ベトナムに行ったり ほかの工場に行っ、 、

たり、あるいは都会の営業所でしょうかね、そ

こに転勤をさせたりして、都会でいろんな経験

をさせながら、またこちらに転勤していただい

て、そして宮崎に定着して頑張っていただくん

だというようなことを答弁されていましたよと

、 。いう話を 後で事務局から聞いたところでした

以上です。

だから、やっぱり大企業となると、人材育成

に物すごくお金と手間をかけるということです

よね、やっぱり企業は人なりですからね。そう

いうことだろうと思います。

だから、ここは、急成長した会社というのは

違うなということだろうと思います。余談なこ

と言いましたけれども。

全く同じようなことを私○日高企業立地課長

どもも伺っております。

もちろん宮崎でずっと働きたいんだというふ

うな人もおられるでしょうから、そういったこ

とは本人の希望とか意欲とか、そういったこと

も踏まえてやっていくわけですけれども、そう

いう意味では海外にもある、日本の国内にも幾

つかの工場がある、非常に懐の深い会社ですの

で、キャリア形成ですとか、モチベーションの

維持とか、そういった部分も非常にきちんと考

えていただいているなと、私どもも受けとめて

おるところです。

ほかございますか。○清山委員長

午前中に組織の改正も少し説明○丸山委員

あったんですが、実は私、ことし、スポーツ観

光特別委員会のほうで沖縄に行かせていただき

ましたら、沖縄のほうがスポーツと観光が合体

したスポーツ観光部的な部が設置されておりま

して、そのことによりまして、いわゆる教育委

員会であったもののスポーツの部分が、県の執

行部に移った関係もあって、体育協会も既に県

知事部局に移って、なおかつ体育協会と、いわ

ゆる観光コンベンション協会も合体するという

ような、非常に特化したような形で、スポーツ

と観光を物すごく伸ばすようなイメージの戦略

を、沖縄がもう大きくかじを切ったのではない

のかなと思っております。

その中に 宮崎では 今度は少しマイナーチェ、 、

ンジみたいな形で課が少し変わったぐらいなも

んですけれども、今後、宮崎としてもやっぱり

観光なり、あと３年後には国民文化祭がある、

国体のほうも９年後には来ると、そういうこと

を考えていくと、今の組織、このままでいいの

かなというのがありまして、できればもう少し

長いビジョンを持って、組織のあり方というの

も、このままでずっといいのかとなると、少し

、 、ずつ 長い目で見たときに変えないといけない

宮崎の場合には どうしても人口はどんどん減っ、

てきている。

そして 交流人口という形でふやすことによっ、

て、収益もふやしていきたいというのがあると

思っていますので、もうちょっと交流人口をふ

やすためには、宮崎の組織も今のままでいいの

かどうかというのを考えていると、今の組織の

ままで本当にいいのかなと思うもんですから。

特に知事のほうに提案しているのは、文化観光

部とか、何かそういうのがたしかあったと思い

ますけれども、もう少し早く方針を出していた

だいたほうが私はいいのではないのかなと思っ
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ているもんですから、組織のあり方について、

今回、マイナーチェンジみたいな形の組織変更

だったんですが、今後、組織のあり方として商

工観光労働部でいいのか、また、もしくは先ほ

ど言いましたように、スポーツ観光部とか、本

当にもう沖縄県がかじを切ってやっていますの

で、スポーツの観光に関しては、向こうのほう

がどんどん伸びていきそうな雰囲気があるもん

ですから、その辺の今後の宮崎の対策が後手に

回ったらいけないかなと思っているもんですか

ら、今回は観光に特化してお伺いしようと思い

ます。

観光に対して沖縄のほうがそうやって合体し

て、今までは宮崎でも連携してやってますよと

言うだけでよかったのか、もっと本体はしっか

り一枚岩になるべき時期も来たんじゃないかな

と思っておりますけれども、いかがなように考

えているのか、お伺いできればなと思っており

ます。

組織の関係でございます○黒木商工政策課長

ので。委員おっしゃられたようにスポーツの関

、 、係で さっきの知事の政策提案の関係で言うと

文化スポーツ振興局ですか、そういった提案を

なさっているということで、関係部局間でるる

協議なりは続けていっているところです。

ただ、そうやって局として一つにまとめると

なりますと、集約すべき業務の範囲ですとか、

また、知事部局と教育委員会との役割分担のあ

り方とか、さまざまに問題があろうかと思いま

す。

沖縄の例を委員おっしゃいましたけれども、

またスポーツについて言うと、うちの県で言え

ば、本県の競技力を支えているのはジュニア層

、 、の競技者となりますと おのずと学校との連携

これは不可欠だと思います。

また、スポーツランドみやざき、これは本当

に本県の観光行政を考える中で、非常に成果を

上げている取り組みだと思うんですけれども、

これも観光振興と一体的に取り組むことでこれ

までうまく機能してきたと、そういった面があ

ろうかと思います。

このように本県の実情を踏まえた議論がやは

り必要な状況にあるということで、この点に関

しては、もう少し検討を続けていくことが必要

ではないかということで、現在、協議等がなさ

れていると伺っております。

確かに、いろいろな検討は必要だ○丸山委員

と思いますが、宮崎として何を伸ばすか、どう

いうのが成長産業なのか。地域事情を見たとき

に、先ほど言いましたように人口は減少してし

まっている。

しかし 交流人口をふやすことによって やっ、 、

ぱり外貨を稼いでいくというのは大きな役割の

一つだろうと思っていて、今、観光だけじゃな

くて、食とつながっての観光、いろんな宮崎の

文化を使っての観光とか、いろいろなことを県

のほうで言っていただいているものですから、

これを検討ばっかりしとっても、結局、前に進

まないと。先ほど言いましたように、３年後に

は国民文化祭が来ます。９年後には国体が来ま

す。

しかし、検討を続けても、結局、何も変わら

なかったで終わってしまったら、国民文化祭に

関しても、この花火上げたときに、そこからま

たさらに宮崎がどうやってホップ・ステップ・

ジャンプ、戦略的にもっと伸びるような。そこ

で終わってしまうというようなイメージでは、

結局、意味がないんだろうと思っております。

これからどうやって伸ばしていくんでしょう

かというのをしていかないと、まずいというふ
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うに思っているもんですから、検討だけではな

くて、ある程度の方向性を早目に出していただ

くように、お願いをしたいかなと思っておりま

す。

今、丸山委員からお○中田商工観光労働部長

話があった件については、先ほど商工政策課長

、 、が申し上げたとおりなんですけれども 確かに

組織をつくるときには、いろんな切り口がある

んだろうと思うんです。

文化について言えば、今回、商工観光労働部

にありました記紀編さん記念事業推進室を総合

政策部のほうに持っていって、文化という切り

口で一体的に取り組んでいこう、これは国民文

。化祭をにらんでということになりますけれども

スポーツについても、今、正直言って、るる

いろんな検討はして、現時点の結論としては、

要するに競技スポーツと我々商工で取り組んで

いるスポーツランドについては、ちょっと切り

。離して取り組んだほうが効果が上がるだろうと

一方では、先ほど言いましたように、競技力を

上げるためには学校との連携が非常に重要だと

いうことで、教育委員会のほうで、今、取り組

んでおりますけれども、これについては当面は

これでやっていったほうがいいだろうと。

スポーツランドにつきましては、今、観光の

一つの大きな柱なんです。いろんなキャンプの

誘致から、先ほどから出しているサーフィンと

かも含めて、観光の大きな柱になっております

ので、観光面で当面取り組んでいったほうが効

果が上がるだろうという結論で、今のところお

さまっている状況です。

ただ、これから時代、状況とか変わってくれ

ば、組織としてどういうふうな対応をしていく

のかというのは、当然、考えていかないといけ

ないと思っておりますので、何が正解かという

のはなかなか難しいと思います。

沖縄みたいな取り組みをやっているのは、多

分、全国半分近くあったと聞いておりますけれ

ども、ただ、別で取り組んでいるのも、逆に言

うと半分ぐらいあるということですよね。

ですから、そのあたりは、どういう形で取り

組んでいくのが、よりその県にとっていいかと

いう観点で、やっぱりしっかり考えるべきかな

というふうに思っております。

ほかございますか。よろしいで○清山委員長

すか。

その他で、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって商工観○清山委員長

。 。光労働部を終了いたします お疲れさまでした

暫時休憩いたします。

午後３時33分休憩

午後３時34分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

あすの委員会は、午前10時の開会として県土

整備部の審査を行います。

以上をもって終了いたします。

午後３時34分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 清 山 知 憲

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

県土整備部次長
川 畠 達 朗

（ 総 括 ）

県土整備部次長
大 谷 睦 彦

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
森 山 福 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 前 内 永 敏

部参事兼管理課長 佐 野 詔 藏

用 地 対 策 課 長 河 野 和 正

技 術 企 画 課 長 木 下 啓 二

工 事 検 査 課 長 甲 斐 重 隆

道 路 建 設 課 長 蓑 方 公

道 路 保 全 課 長 上 田 秀 一

河 川 課 長 阿 佐 真 一

ダ ム 対 策 監 矢 野 康 二

砂 防 課 長 永 井 義 治

港 湾 課 長 矢 野 透

空 港 ・ ポ ー ト
小 倉 佳 彦

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 巢 山 藤 明

建 築 住 宅 課 長 上別府 智

営 繕 課 長 山 下 幸 秀

施設保全対策監 宮 里 雄 一

高速道対策局次長 奥 泰 裕

事務局職員出席者

議事課主任主事 森 本 征 明

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

委員会を再開いたします。○清山委員長

当委員会に付託されました議案等について、

県土整備部長の説明を求めます。

おはようございます。県土○東県土整備部長

整備部でございます。よろしくお願いいたしま

す。

座って報告させていただきます。

今回の委員会で御審議いただきます県土整備

部所管の議案等につきまして、お手元の商工建

設常任委員会資料により、その概要を御説明い

たします。

資料の表紙をめくっていただきまして、目次

をごらんください。

平成29年度当初予算の関係議案のほか、使用

料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例等

の特別議案となっております。

次に、資料の１ページをお開きください。県

土整備部の当初予算一覧でございます。

平成29年度当初予算は、一般会計と特別会計

を合わせた部予算合計では、一番下の段の右か

ら２番目でございますが、711億6,200万円余で

あり、対前年度比は、その右側にありますとお

り99.6％となっております。

平成29年３月14日(火)
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また、資料の10ページ以降におきましては、

新規事業を含めた主たる事業につきまして、宮

崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」アク

ションプランにおけるプログラム別施策体系で

列記しております。

議案を初め、別冊で配付しております決算特

別委員会の指摘要望事項に係る対応状況につき

、 。まして 担当課長からそれぞれ説明いたします

どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

県土整備部長の概要説明が終了○清山委員長

しました。

引き続き説明をお願いしますが、４班に分け

て議案の説明と質疑を行い、最後に総括質疑の

時間を設けることとしますので、よろしくお願

いします。

歳出予算の説明については、重点事業、新規

事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて、決算

における指摘要望事項に係る対応状況について

も説明をお願いします。

それでは、最初に、管理課、用地対策課、技

術企画課の審査を行います。説明をお願いしま

す。

管理課であります。○佐野管理課長

まず、県土整備部の平成29年度当初予算の概

要について御説明いたします。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。

この表は、先ほど部長からも説明をさせてい

ただきましたが、部の当初予算額を一覧表にし

て取りまとめた総括表であります。

29年度当初予算額は、右から２列目の太線で

囲んでおりますＣ列でありますが、下から５行

目の一般会計が698億674万円、下から２行目の

特別会計が13億5,603万3,000円、一番下の部予

算合計で711億6,277万3,000円となりまして、対

前年度比は、その右の欄ですが、99.6％となっ

ております。

なお、公共事業につきましては、表の中ほど

の行、括弧書きの「公共計」のＣ列の欄にあり

ますように605億5,967万6,000円で、対前年度

比101.3％となっております。

次に、公共事業関係予算の内容について御説

明をいたします。

２ページをお開きいただきたいと思います。

２の「補助公共・交付金事業」であります。

太線で囲んだＣ列でありますが、道路事業

で175億3,537万8,000円、河川事業で48億6,326

、 、万3,000円 砂防事業で45億5,742万6,000円など

合計で、一番下の計の欄にありますように321

億699万円で、対前年度比は99.7％であります。

次に、３ページをごらんください。

３の「県単公共事業」であります。

太線で囲んだ枠内のＣ列でありますが、道路

事業で87億8,488万2,000円、河川事業で19

億6,192万2,000円など、合計で122億4,549

、 。万7,000円で 対前年度比は111.3％であります

、 、なお 約12億円ほど増額となっておりますが

これは、非公共予算に計上しておりました「地

域総合メンテナンス事業」を県単公共事業に移

しかえたことなどによるものであります。

また、太線枠内の右列に追加措置のありまし

た特別枠の予算額を内数として記載しておりま

すが、総額で24億3,000万円、前年度と同額を確

保いたしております。

次に、４ページをお開きください。

４の直轄事業負担金であります。

太線で囲んだＣ列でありますが 道路事業で17、

億円、河川事業で８億3,495万6,000円、下から

、２行目の高速道関連で29億2,260万9,000円など
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合計で71億3,669万4,000円となっております。

次に、５ページをごらんください。

５の「災害復旧事業」であります。

同じく太線で囲んだＣ列でありますが、上の

ほうの土木災害が、補助と県単の計で83億608

万5,000円、中ほどの港湾災害が、補助と県単の

計で７億4,741万円、その下の都市災害が、補助

分で1,700万円、合計では、一番下の計の欄にあ

りますように、90億7,049万5,000円となってお

ります。

次に、６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

債務負担行為の追加であります。

このページから８ページにかけまして、債務

負担行為の設定事業を掲げております。

お願いしております債務負担の主なものは、

橋梁やトンネルなどの工事契約において、その

工事期間が年度をまたがるため、設定するもの

であります。

なお、今議会における設定事業の合計は、８

ページの一番下の計の欄になりますが 31件 112、 、

億1,759万4,000円であります。

次に、９ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第43号「土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について」であります。

、29年度の土木事業に要する経費に充てるため

３つの事業につきまして、記載の負担率のとお

り、市町村負担金を徴収することについて、地

方財政法第27条等の規定によりまして、議会の

議決に付するものであります。

なお、これらの負担金徴収につきましては、

既に関係市町村からの同意を得ているところで

あります。

部の当初予算の概要及び関連議案につきまし

ては、以上であります。

続きまして、管理課の29年度当初予算につい

て御説明したいと思います。

お手元の歳出予算説明資料の349ページをお開

きいただきたいと思います。

当課の当初予算額は20億5,703万3,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。351ペー

ジをお開きください。

まず、一番上の（事項）職員費16億9,496

万6,000円であります。これは、管理課及び土木

事務所職員の人件費であります。

次に、一番下の（事項）建設技術センター費

１億487万9,000円であります。これは、県で実

施します職員の研修経費や産業開発青年隊の運

営業務に伴う指定管理料などであります。

352ページをお開きください。

一番下の（事項）建設業指導費２億3,104

万6,000円であります。

その下の説明の欄の１と２につきましては、

建設業の許可や経営事項審査に要する事務費で

あります。

次に、その下の３の「建設産業経営基盤強化

等支援事業」でありますが、これは、建設業者

の経営基盤の強化等を図るため、資金調達に対

する支援や、新分野への進出に対する支援など

に要する経費であります。

次に、その下の４の「みやざきの建設産業担

」 、 、い手育成支援強化事業 でありますが これは

建設業者等の若年技術者確保の取り組みを支援

する経費であります。

管理課につきましては以上であります。よろ

しくお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。○清山委員長

午前10時９分休憩
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午前10時10分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

本日、委員会に２名の傍聴申し出がありまし

たので、認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたしますが、受付の

際にお渡ししました傍聴人の守るべき事項にあ

りますとおり、声を出したり、拍手をしたりす

。 、ることはできません 審査の円滑な進行のため

静かに傍聴をお願いします。また、傍聴に関す

る指示には速やかに従っていただくようお願い

いたします。

それでは、引き続き、議案の説明をお願いし

ます。

用地対策課であります。○河野用地対策課長

当課の当初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の353ページをお開

きください。

当課の当初予算額は、一般会計が５億5,223

万7,000円、特別会計の公共用地取得事業特別会

計が４億9,308万4,000円、一般会計と特別会計

。を合わせまして10億4,532万1,000円であります

以下、主なものを御説明いたします。355ペー

ジをお開きください。

まず、一般会計でありますが、ページ中ほど

の（事項）収用委員会費1,958万8,000円であり

ます。これは、収用委員の報酬のほか、収用裁

決に必要な土地や物件の鑑定料など、委員会の

運営に要する経費であります。

次に （事項）用地対策費518万4,000円であり、

ます。これは、登記事務委託料など用地対策の

推進に要する経費であります。

次に、356ページをお開きください。

（事項）特別会計繰出金４億6,308万4,000円

であります。これは、次に御説明いたします特

別会計の公共用地取得事業特別会計の事業費と

して、一般会計から繰り出すものであります。

続きまして、357ページをごらんください。

公共用地取得事業特別会計であります。当初

予算額は４億9,308万4,000円であります。

説明欄１の公共用地取得事業費４億6,308

万4,000円は、用地の先行取得や代替地取得のた

めの用地補償費及び事務費であります。

説明欄２の一般会計への繰出金3,000万円は、

県が代替地として取得した用地を地権者に売却

する際の収入を一般会計へ繰り出すものであり

ます。

用地対策課は以上であります。

技術企画課であります。○木下技術企画課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の359ページ、技術

企画課をお開きください。

当課の当初予算額は３億4,189万1,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。

361ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）土木工事積算管理検

査対策費6,732万3,000円であります。

下の説明欄の３「公共工事品質確保推進事

業」2,829万9,000円でありますが、これは、将

、来にわたる公共工事の品質確保を実現するため

施工体制監視チームによる施工体制点検や新技

術活用促進システムの運用、職員の技術力向上

など、改正品確法の取り組みを推進していくた

。めの環境整備や人材育成を行うものであります

次のページをめくっていただきまして、362ペ

ージをお開きください。

上の段の 事項 公共工事技術力向上事業費255（ ）

万円であります。
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下の説明欄の１「ふるさとみやざき土木の魅

力発信事業」でありますが、これは、公共事業

や建設産業の重要性について、若者を初め、広

く県民の理解を深め、将来の担い手確保や社会

資本の計画的かつ効率的な維持・整備体制の構

築を図るため、インフラのストック効果事例集

の作成や、小中学生を対象とした出前講座、現

場見学会などを実施するものであります。

以上であります。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

質疑はございませんか。

今、357ページで、公共用地取得事○西村委員

業費の説明をいただいたんですけれども、昨年

に比べて１億4,000万円ぐらいですか、大きいと

いうことは、ことしの見通しとして大きな動き

があるとか、県内数カ所にまたがってそういう

動きがあるんでしょうか。

今年度１億3,543万1,000○河野用地対策課長

円の増額という形になっております これは 28。 、

年度に比べまして、先行取得を行う事業におけ

る用地補償費が増額したものであります。

今年度予定としておりますのは、小林土木管

内、延岡土木管内ですけれども、建物等が９棟

ということで、物件の補償費としての額がアッ

プしたということであります。

技術企画課に、361ページの公共工○丸山委員

事品質確保推進事業のことについてお伺いした

いと思います。

先ほど、施工体制をチェックすることをやら

、 、れるということだったんですけれども この前

コスト調査のときに出ました予定価格が本当に

適正に設定されているのかとか、また適正な変

更がされているのか。これは、非常に品質に対

しての向上になると思っているんですが、これ

までの経緯で言うと、低入札のものに対して、

この施工体制のチェックをやるということがメ

ーンだったと思うんですが、やはり品確法のも

とを考えますと、そちらのほうも含めてやるべ

きではないのかなと思っているんですが、その

ようなことが今回入っているのかどうか含めて

お伺いしたいというふうに思っております。

、 、○木下技術企画課長 現在 施工体制チームは

どちらかというと下請が多いところを中心に

回っておりまして、落札率については、もうほ

。とんど最低制限に近いところになっております

むしろ、そういった施工体制のチェックという

意味で、現在指導を行っているところでござい

ます。

言われました予定価格の話と、それから変更

の対応ということでございます。これにつきま

しては、検査対策費の一番に労務費及び資材単

価の調査ということで、このあたりで資材、予

定価格の調査を実施すると。

それから、先ほど言われましたこの確保推進

事業の中で、各事務所のほうにアドバイザー、

専門者を派遣するなどして、適正な積算といい

ますか、こういった講習、指導をしていくこと

を考えております。

できればといいますか、本来は、○丸山委員

請負業者と対等の立場を確保できるようにする

ことによって、品質確保も含めてできると思っ

ていますが、実質まだ、なかなか対等な立場で

はないというのが実態ではないのかなと思って

おります。できれば、この施工体制チェックの

チームの中で、そういった対等な立場になって

いるんでしょうかというようなことも含めて、

チェックじゃないけれども、今の県の技術者の

対応とかがどうなのかとか、また、具体的に変

更とか、実質あったところ、もし間違えであれ

ば、それを少しでも是正するように、また、そ
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ういう間違いがない発注をやるようにアドバイ

スをしていくことが必要であるというふうに

思っておりますので、その辺の状況は今後どう

なのかをお伺いしたいというふうに思っており

ます。

これは、補正のほうで少○木下技術企画課長

しお話をさせていただきましたけれども、土木

事務所のほうに、そういった受注者と意見交換

する場というものを設定しまして、変更につい

ては、適正にこれに対応していきたいというふ

うに考えております。

また、予定価格につきましては、我々も事務

所に対して適正な予定価格ということで、いろ

んな研修を行ったり、通知を行ったりしており

ます。

また、施工体制点検ですけれども、これは、

やはりベテランの方が現場を指導いたしますの

で、若い担当者等も連れて一緒に回ることもあ

ります。そういったところで、いろんな意見を

受注者の方からも伺って、そういったのを若い

担当者のほうにも指導していきたいと考えてお

りますので、そういうふうに、また対応等も考

えていきたいと思っています。

要望になりますけれども、品確法○丸山委員

のことをちゃんと理解していただいて、適正な

利益が得られるような形によって、この地域の

必要な産業として、今後とも発展できるような

形としてやっていただくようにお願いしたいと

いうふうに思っております。

ほか、ございますか。○清山委員長

収用委員会費が1,958万組まれてい○徳重委員

ますが、今予定されている収用委員会に係る案

件というのが何件ぐらい。

予算上では６件を見込ん○河野用地対策課長

でおりますけれども、実際、相談を受けており

ますのは３件ほどとなっております。

事業名か あるいは地区名をちょっ○徳重委員 、

と教えていただくと。

事業名というか路線で言○河野用地対策課長

、 、 、いますと 国道218号高千穂日之影道路 そして

、 、宮崎土木管内の国道219号広瀬バイパス そして

都城土木管内の都城志布志道路、この３件が、

、 。今 具体的に相談を受けている状況であります

今おっしゃった志布志道路の件で○徳重委員

すが、どの区域の路線になっているか、ちょっ

と教えてください。

今、相談を受けておりま○河野用地対策課長

すのは、河川国道事務所のほうで対応しており

ます国道10号都城道路、要するに、高速に近い

部分の案件となります。

わかりました。○徳重委員

もう一つお尋ねしたいと思いますが、建設技

術センターの運営費というんですが、これ、こ

としは何人の応募があって、何人入所されると

いう形になっているんでしょうか。

２月末現在で、大体59名ぐら○佐野管理課長

いの応募がありまして、入学予定ということに

なっております。また、３次の募集というのも

ありますので、さらにふえて60名ぐらいになる

というふうに伺っております。

これ、定員は決まっているんです○徳重委員

か。

定員は現在60名になっており○佐野管理課長

ます。

もうほとんど定員いっぱいのよう○徳重委員

ですが、業界の中でもなかなか技術者がいない

ということで、よりたくさんの人に勉強してい

ただきたい、技術を習得していただきたいとい

う願望はあろうと思うんです。ここの場合は、

これをふやすことはできないんですか。
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現在の定員としては60名で考○佐野管理課長

えて対応しておりますけれども、ことしにつき

ましては60名近くなるということで、近年、40

名からふえる傾向があります。そういった建設

業に対する就職なりの機運の高まりに対応する

必要はあると考えますので、そういった状況も

踏まえながら、定員等については今後検討して

いく必要はあるかと考えております。

ぜひ、１割なり、２割なり、そう○徳重委員

いう希望があった場合は、受け入れをしていた

だければありがたいかなと、こう思っています

ので、よろしくお願いしときたいと思います。

ほか、ございますか。○清山委員長

、 。なければ 私からちょっと聞いていいですか

まとめて聞きたいんですけれど、この資料の

ほうの１ページで、説明があったかもわからな

いんですが、その他というところが11億円減と

いう予算になっていますけれども、このその他

は、どういうことでこれだけ減額になっている

のかということと、あと４ページの直轄事業で

高速道路が２億6,000万減の予算になっています

けれど、これも新年度は北郷－日南区間が供用

開始予定なのかなと思いますが、その辺の工事

が少なくなっているのか。あとは、県内高速道

路でいうと、もう日南のほうに延びていくもの

しか工事してないと思いますけれど、その辺に

ついてちょっと教えていただければと。

委員会資料の１ページの「公○佐野管理課長

共計 の下のその他のことだと思いますが さっ」 、

き委員長おっしゃいましたように、11億4,000万

円ほど減額になっておりますが、先ほど少し御

説明はさせていただきましたけれども、地域総

合メンテナンス事業がこのその他の中に昨年度

までは入っておったんですが、それを県単公共

事業のほうに移しかえたということで、その数

がほとんど、大体11億円とちょっと減ったとい

うことでございます。

高速道の29年度当初予○前内高速道対策局長

算額が28年の当初予算に比べて少なくなってい

る要因でございます。

まず、基本的な考え方といたしましては、こ

れは全て国が行う直轄事業ですので、国が、29

年度どういった事業計画になりそうかというこ

とを、現時点で収集し得る情報に基づいて計上

したものであります。

具体的には 委員長御指摘のあったように 29、 、

年度に東九州道は日南東郷－日南北郷間、これ

が供用開始になります。必然的に、いわゆる残

事業、開通までに必要な予算というのも限られ

、 。てくるということで 伸びは当然抑制的になる

また、今年度新規に事業化していただいた日

南志布志道路、こちらのほうについて、まだ事

業が立ち上がったばかりでありまして、そもそ

もの事業費の額が小さい。そういったもろもろ

の原因が重なりまして、トータルでこのような

減額ということになってございます。

ありがとうございます。○清山委員長

では、よろしいですか。

管理課のほうにお伺いしたいんで○丸山委員

すが、352ページの建設業経営基盤事業のことに

ついてなんですが、先ほど、新分野進出とかっ

ていう話もあったと、皆、支援をしていきたい

ということだったんですが、最近、この新分野

進出ということは、少しトーンダウンしている

のかなというイメージを持っているんですけれ

ども、ことしは、この新分野進出に関して、ど

のような意向があるというふうに 今 実質持っ、 、

ているのか。もしくは、28年度から大分下がっ

ているというイメージを持っているもんですか

ら、どうなのかなというのを少しお伺いできれ
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ばなと思っています。

新分野進出に対する助成を、○佐野管理課長

これは行う事業も含まれておりますが、丸山委

員がおっしゃいますように、最近は五、六件

と。28年度申請がありましたのは５件、27年度

は６件、26年度が６件、その前の25年度までは

２桁台で、12件であったり27件とか、そういう

。 、数字で推移しておりました そういう意味では

件数的には減っている傾向ではございます。

ただ、こういう状況ではありましても、やは

り経営基盤の強化ということで、経営の多角化

等、建設業に軸を置きながらも、そういった基

盤強化を図っていただくという意味で こういっ、

た事業は大切であろうと考えておりますので、

支援を続けている状況でございます。

あと、最近、廃業というか停止を○丸山委員

する企業もふえてきているというのをよく聞く

もんですから、そういったことも含めて、経営

強化ということを指導っていいますか、適切な

助言をしていただきたいというふうに思ってい

るんです。そういう廃業なり休業される方々と

いうのは、去年もかなり二百何社とかって新聞

報道であったと思っているんですけれども、う

まく後継者がいないからやめるというだけなの

であればいいのかもしれません。本来は、まだ

後継者が県外にいるんだけれども 県外から帰っ、

てきてもらえば、本当はもう少し経営基盤強化

になったりとかするんですよとか、できれば人

口減少と大きく捉えて、息子さんがいらっしゃ

れば、県外からぜひ帰ってきてもらうようなア

ドバイスなりを、もうちょっと具体的に。もう

ちょっと待ちだけの状況でなくて、もうちょっ

とどうにかならないんでしょうか 「もう休業し。

ます、停止します 「はい、わかりました」っ」、

て受けるよりは、何かもう一つ、アウトリーチ

といいますか、もう少し一歩踏み込んだ形をし

ていくことによって人口減少対策にもなるんだ

よと。こういう新分野進出もありますから、建

設業ではなくてもいいですから、というような

相談も管理課で受けられるのか。もしくは、こ

れはもう完全に商工分野だから、商工のほうに

お願いしますというようにやっているのか、ど

んな形が本来はいいのかなと思っているんで、

その辺の話を少しお伺いできればなと思ってお

ります。

経営基盤強化事業の中に、経○佐野管理課長

営相談の窓口に対する支援も行っておりますの

で、そこは、建設業班というか、管理課にもそ

ういった対応をして、いろいろ御相談に応じる

ことも可能ではありますが、やはり専門家とい

うのがそういった経営に関する、あるいは新分

野進出に対する指導助言といいますか、相談に

応じていくほうが的確であろうということもあ

りまして、県内８カ所に相談ができる窓口を設

けております。また、そういった相談を待つだ

けではなくて、本年度からは訪問相談も実施す

るというような形で、専門家も要請があれば派

遣をするような事業もやっております。

現在、建設業の増減といいますのは、許可業

者数、減るような傾向でございます。大体新規

が110とか120とかあれば、年度によっても違い

ますが、廃業が五、六十あって、それ以外にも

失効していくのが100ぐらいあるということで、

だんだん減ってきているというような現象にあ

りますので、委員がおっしゃるような、建設業

が雇用の受け皿となる経営の基盤の強化という

。のを図っていきたいというふうに考えています

ぜひ、人口減少を食いとめる、少○丸山委員

しでも緩やかにしていくという視点も持ってい

ただくとありがたいと思います。よろしくお願
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いします。

、 、○清山委員長 それでは 以上をもって管理課

用地対策課、技術企画課の審査を終了いたしま

す。

暫時休憩いたします。

午前10時34分休憩

午前10時35分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

それでは、道路建設課、道路保全課、高速道

対策局の審査を行います。

議案に対する説明をお願いします。

道路建設課であります。○蓑方道路建設課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の363ページ、道路

建設課をお開きください。

当課の当初予算額は154億1,421万2,000円であ

ります。

以下 主な事業について御説明いたします 365、 。

ページをお開きください。

まず 中ほどの 事項 直轄道路事業負担金17、 （ ）

億円であります。これは、国道10号や国道220号

における国の直轄道路事業に対する県の負担金

であります。

次に、一番下の（事項）公共道路新設改良事

業費122億3,538万4,000円であります。これは、

国の補助金や交付金を受けて道路の改築を行う

事業であります。

その主な内訳としましては、都城志布志道路

などの地域高規格道路の整備を行う、１の「道

路改築事業」が18億2,635万円、次のページにな

りますが、宮崎西環状線など県が管理している

国道や県道の改築を行う２の「地方道路交付金

事業」が104億903万4,000円であります。

次に、一番下の（事項）県単特殊改良費11

億5,000万円であります。これは、県が管理して

いる道路の小規模な拡幅など、局部的な改良を

行う事業であります。

道路建設課は以上であります。

道路保全課であります。○上田道路保全課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の367ページをお開

きください。

当課の当初予算額は137億4,261万5,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。369ペー

ジをお開きください。

まず、中ほどの（事項）道路管理費9,348

万2,000円であります。これは、道路台帳の修正

やボランティア団体等が行う道路愛護活動への

支援などに要する経費であります。

370ページをお開きください。

上から２番目の（事項）地域総合メンテナン

ス事業費10億5,478万5,000円であります。これ

は、道路の巡視・巡回パトロール、応急維持工

事に要する経費で、２カ年契約のうち、平成29

年度分の予算となっております。

次に その下の 事項 公共道路維持事業費52、 （ ）

億9,999万4,000円であります。これは、国の交

付金を受けて行う交通安全施設の整備や道路、

トンネル等の点検・補修に要する経費でありま

す。

次に、その下の（事項）県単道路維持費24

億7,269万7,000円であります。これは、道路施

。設の日常的な維持補修に要する経費であります

次に、この370ページの一番下の（事項）県単

舗装補修費18億3,800万円であります。これは、

ひび割れやわだち掘れなど、傷んだ道路の舗装
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の部分的な補修工事や全面打ちかえ工事を行う

経費であります。

371ページをごらんください。

一番上の（事項）沿道修景美化推進対策費８

億8,600万円であります。これは、宮崎県沿道修

景美化条例に基づき、沿道環境の保護や花木類

の植栽等を実施することで、地域ごとの個性を

生かした美しい宮崎づくりの推進を行う経費で

あります。

次に、一番下の（事項）県単橋梁維持費５

億3,500万円であります。これは、橋梁等の点検

・補修補強工事を行い、交通の安全を確保する

経費であります。

予算関係につきましては以上であります。

最後に、決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況につきまして御説明をさせていただ

きます。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の９ページをお開きください。

⑧道路等の環境保全活動の県民参加について

御説明します。

道路の環境保全活動の県民参加につきまして

、「 」 、は クリーンロードみやざき推進事業 により

自治会等の団体による道路の清掃・美化、草刈

りの実施などに対しまして、用具の提供や報奨

金の支給を行い、官民協働による道路環境保全

の推進や道路愛護意識の醸成に努めてきたとこ

ろであります。

このような中、さらなる県民参加の促進を図

るため、河川において同様の活動を実施してお

ります「河川パートナーシップ事業」の活動団

体のうち、活動地域に県管理道路が所在する団

体に対しまして、道路環境保全活動への参加や

当事業の活用をお願いしているところです。

また、広く県民の皆様へ周知を図るため、各

市町村に対しまして、広報誌への掲載等による

当事業の紹介もお願いしたところであります。

、 、なお このページには記載しておりませんが

本年度３地区で実施しております県民と築く 美「

しい宮崎づくり」沿道修景美化推進モデル事業

で整備しました植栽地区においては、モデル事

業に参加していただきました地域活動団体の皆

様と、今後の維持管理について協定を結ぶなど

調整を行ったところであります。

今後とも、当事業のさらなる周知や適切な支

援等を行い、道路環境保全活動への県民参加の

取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

道路保全課につきましては以上であります。

高速道対策局でありま○前内高速道対策局長

す。

当局の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料、これ、少し飛び

まして415ページになります、高速道対策局をお

開きください。

当局の当初予算額は30億3,308万8,000円であ

ります。

次に、417ページをお開きください。

以下、主なものを御説明いたします。

まず、中ほどより少し下の（事項）高速自動

車国道等直轄事業負担金29億2,260万9,000円で

あります。これは、東九州自動車道及び九州中

央自動車道について、国が実施する直轄事業に

要する費用の一部を負担し、これらの整備促進

を図るものでございます。

次に、その下の（事項 「高速道路利活用促進）

・開通ＰＲ事業」573万9,000円であります。こ

れは、高速道路の未整備区間のさらなる整備促

進に向けた県民の機運を醸成していくことを目
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、 、 、的として 開通のＰＲに加え サービスエリア

パーキングエリアなどの利便施設や高速道路開

通によるストック効果などをＰＲし、高速道路

のより一層の利活用促進を図ることとしており

ます。

高速道対策局は以上です。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

質疑はございませんか。

この前の補正のほうで、道路公共○丸山委員

と交付金を含めて12億の減額がありました。こ

れは、内示の差ということもあったりとか、ま

た、直轄負担金も道路に関しては７億、高速道

、 、路も３億ぐらい減額があったんですが これは

内示差がほとんどじゃなかったかなと思ってお

りまして、今回予算を提示していただいたのは

非常にありがたいんですが、この内示差をでき

るだけ縮めてほしいということは、これまでも

何回となくお願いしているんですけれども、こ

の予算がしっかり100％、できればくると。11月

か、２月補正を待っていて満額になるんではな

くて、そういう補正を待たずに４月１日から、

ほとんどもう個所付け満額がきますよというよ

うな強い思いをしてほしいと思っているんです

が、現段階で、なかなか内示とかまだまだ来て

いないところだと思っているんですけれども、

それに対するこれまでの要望なりをお伺いでき

ればなと思っております。

今回の当初予算に関して○蓑方道路建設課長

は、平成29年度の内示まだですけれども、それ

に対応できる額を用意しているところでありま

す。

あと、直轄の負担金に関しましても、直轄の

負担金で29年度の事業費についてのある程度の

幅の中で最大限の予算がきても対応できるとい

。う形の予算は組んでいるところではございます

おっしゃるように、予算の確保というのは重

要でありますので、道路に関しましても、知事

を筆頭に国のほうに要望も行っておりますし、

あと、地元の首長さん方も全国大会で直接多く

出席していただいて、その足で、国ですとか国

会議員の先生方へも要望したり、必要な機会を

捉えて数多く行っているところでございます。

道路保全課につきまして○上田道路保全課長

は、道路の施設等の維持補修計画に基づいて、

一応必要額ということと、あと、それ以上の額

を今、要望等はしております。

ちょっと昨年度も、言われるとおり、内示差

が結構出たんですけれども、それについては、

国のほうにも、我々としては維持補修計画を立

ててますので、それに準じて予算の内示をいた

だかないと、なかなかやっていけませんという

ことも踏まえて、予算について、最大限、枠と

して一応持っておりますのでということで、こ

としも一応必要額については要望等を国のほう

に行っている段階です。

道路保全課としては以上です。

先ほどの説明の補足と○前内高速道対策局長

いうことになろうかと思います。

どうしても、こういった公共事業というのは

国の負担そして地域の負担、これがある程度歩

調を合わせないと最後の形になっていかないと

いうところがありまして、当初予算の見積もり

といたしましては、できるだけ国の事業計画、

現時点で入手可能なものを使って合理的な見積

もりをしてございます。

また、一方で、できるだけ早く社会資本を整

備してほしいという我々の思いもあるものです

から、そこは、国に対して、本県に対して十分

な予算配分をしてほしいという要望活動を行っ

ているというのは２人の課長が御説明したとお
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りであります。

具体的には、例えば、社会資本に対して、本

県にこう投資してくれれば、こんなストック効

果、外部経済効果が出るんだよというようなも

のですとか、例えば、知事を先頭に、ほかの県

とも連携をしながら要望活動を行っていくです

とか、本県にきっちり予算が来るように、あの

手この手で工夫をしながらやっておると、そう

いう状況でございます。

、○佐野管理課長 内示差の問題につきましては

これまでも御意見をいろいろいただいていると

ころではあります。実際、28年度の当初予算の

補助公共・交付金事業では、当初のほうでは38

億ほど内示差が生じ、また、交付金につきまし

ても16億ほどということで、合計55億ほど内示

差が出たと。この内示差を追加内示とかで埋め

てもらえるほどの、国のほうもなかなか余裕が

ないというような状況ではございますので、難

しい部分ではありますが、最終的に、２月補正

の段階で内示差を確認しましたところ、補助公

、共・交付金のほうは30億に縮まっておりますし

また、直轄事業負担金についても12億ほどに縮

まっていて、合計で大体11億ほど内示差を縮め

ることはできていると。

ただ、こういったものはなかなか、28年度の

、 、場合ではありますが できるだけ各課に要望を

追加内示の働きかけをしていただいて こういっ、

た結果が出てきております。

そういった努力もしながら、できるだけ交付

金等を活用して、県の財政厳しい状況でありま

すので、積極的に交付金等をとりにいっている

というのは現状でございます。

そういった知事を先頭に、国に要望をしてい

る状況が、最近徐々に出ているのではないかと

は考えております。基本的に、なかなか各県と

の競争でもありますので、その配分のシェアと

いうのを、宮崎県が極端に伸ばすということは

難しいわけではありますが、ここ２年ぐらいの

状況を見ますと、少し伸びているというような

状況ではございます。

ぜひ、内示差ができるだけ縮まる○丸山委員

ようにしていただきたいというのと、やっぱり

これまで、内田副知事が４年間いらしたし、ま

た、新しい副知事も来ていただくということに

なっておりますので、そういう人脈もしっかり

と生かしながら、また、各市町村と連携しなが

ら、知事がもちろん先頭に立って、また、部長

を中心にいろんな知恵を出していただいて、他

県に負けないような形として予算確保に努めて

いただくようお願いしたいというふうに思って

おります。

ほか、ございますか。○清山委員長

道路建設課にお尋ねします。○徳重委員

365ページですけれど、直轄負担金が17億、前

年度予算とすると約半分になっています。これ

は、なぜ、こんなに減ったのか、ちょっと内容

を教えてください。

平成29年度から、国道218○蓑方道路建設課長

号の高千穂日之影道路、これは九州中央道関連

ということと、それから、東九州自動車道の日

南の東郷から油津、この区間について、高速道

対策局のほうの事業として計上させていただく

ようになったことによります。

テレビで、白線が消えてると○岩切副委員長

、いうことが取り上げられたことがございまして

それが、この予算上、何か反映したかどうかと

いうのが１つと、もう一つは、素人考えなんで

すが、道路上の白線、警察と市町村の任務と県

と管轄が分けられるという話なんですが、面的

にこのエリアを、市の道路もあれば国の道路も
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あるけれども一遍にやっていこうとか、そうい

うようなシステムみたいなものは構築されてい

らっしゃるのかを教えてください。

まず、白線の経費につき○上田道路保全課長

ましては、お手元の資料の道路の県単公共に特

別枠というのがあろうかなと思いますが、その

中の「人にやさしい沿道環境整備事業」で、一

応交通安全施設の整備ということで、先ほど言

われました消えかかっている区画線の引き直し

等を、１億2,000ほど特別枠の中で実施すること

としております。

あと、もう一点、面的にということなんです

けれども、まず、管理者が、国・県道、あと市

町村道ということで、県なり、市なりというこ

とになっているんですが、同じように、ライン

というんですか区画線を引いておるところは、

一緒に消えかかっていますので、各市町村さん

と検討は、一応お話ししながら。要するに、県

の管理区間だけを引いて、あとは引かないとい

うのは、連続性というんでしょうか、それは

ちょっとまずいんで、市町村さんと一応調整と

いうんでしょうか、話をしながら、一緒にやっ

ているような状況です。

あと、警察さんの所管につきましては、セン

ターラインの黄色、いろいろ規制をするものに

ついては警察さんの範疇ということで、一緒に

お話ししながら、いろいろ横断歩道とかも向こ

うのほうが引かれていますので、そこに不足す

る外側線、白線についても県のほうで管理して

いるところもありますから、一緒にやっている

ような状況にあります。

以上です。

私もそのラインの話をちょっとし○横田委員

ようかと思ってたんですけれど、警察本部とか

市町村、しっかり連携してからやっていただき

たいと思います。

高速道路のことで、ちょっと質問しますけれ

ど、中央分離のワイヤーを順次張りかえていく

、 、という話があったと思うんですけれど あれは

、 。予算づけ どのようにされているんでしょうか

今回、東九州道の一部○前内高速道対策局長

区間でワイヤーロープを試行的に設置をし、ま

た、その効果を検証するということがネクスコ

西日本などから公表されたわけでありますが、

全て有料道路の区間でやりますので、利用者の

料金で賄うということになります。こちらの公

共サイド予算としては計上されておりません。

わかりました。○横田委員

371ページの沿道修景のことについ○丸山委員

てお伺いしたいんですが、ありがたいことに予

算も少し伸びているんですが、具体的には、昨

年もモデル事業をやっていただいて、よりよい

沿道修景をやっていただくという意向が出てき

ていると思っているんですが 本年度はどういっ、

たことを新しく。予算がふえたのは何なのかを

含めてお伺いできればなと思っております。

沿道修景につきまして○上田道路保全課長

は、4,100万ほど増額をさせていただきました。

ことしが7,300万ということで、モデル事業で、

延岡と小林と宮崎という３地区でやらさせてい

ただきましたんですけれども、29年度について

は 残り８事務所ありますから ４事務所を4,000、 、

万かけて、ちょっと、ことしについてはイベン

ト等がありましたんで、そこについては、一応

来年度はやめて、沿道修景基本計画をつくりま

したんで、それに基づいて、植栽地区の見直し

の委託設計等をやっていきたいというふうな考

えを持っております。

それに基づいて、ちょっとめり張りのあると

いう意味合いの沿道修景の形をつくっていきた
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いというふうに思っております。

あくまでも、モデル事業をやっていますか

ら、29年度以降も継続的にやりたいということ

で、ちょっと予算の増額を今、計上していると

ころです。

これは、全ての土木事務所がモデ○丸山委員

ル事業に取り組むということなのか、４つプラ

スでということなのか。ちょっとその辺が曖昧

でわからなかったもんですから、引き続き、延

岡、小林、宮崎はあるのかを含めてそれをお伺

いできればなと思っております。

８億600万円ほど、８○上田道路保全課長

億8,000の中の沿道修景の維持管理に費やす部分

がありますので、今回については、３事務所は

、 、 、やりましたので 来年度 その4,000万について

４事務所でやりたいと。全県的に波及していく

ということで、ちょっと計画的な意味合いの予

算を計上させてもらっています。

わかりました。ぜひ、先行した土○丸山委員

木事務所で、うまく住民との連携をやったとこ

ろとか、うまく地域のメンテナンスを含めてや

るような事業とかもアイデアも出てきていると

少し聞いているもんですから、ぜひ、前にやっ

たところからいろいろ話を聞いて、うまくこの

モデル事業がスタートして、めり張りができる

ような形をしていって、最終的に、これが都市

計画をやっている全県下の公園化みたいな形に

つながっていくように、しっかり、県が管理し

ている分は県がやりますよと。そういうことで

市町村、国まで広がっていくという形でしてい

ただくことによって、９年後に国体があります

ので、それまでにしっかりとやっていくんだと

いうあらわれをやっていただくとありがたいか

なと思っております。

先ほど言われましたモデ○上田道路保全課長

ル事業で、小林のほうの協定ということをお話

をしましたが、ちょうど268号線沿い、道の駅と

か、手前のほうのスミちゃんラーメン、萩の茶

屋、そこについては、道路沿いのいろんな沿道

修景にかかわるものについて、自分たちで維持

管理はしたいということの申し出もありました

んで、一応、協定という名のもとに、覚書を結

ばさせてもらって、お互いに維持管理をしてい

きましょうという、ちょっと裾野を広げさせて

いただいたような状況になります。

あと、延岡のほうも、例の五ヶ瀬川沿いの、

この前植栽というのをちょっとしたんですけれ

ども、それについても、地元の活動団体が市役

所さんを通じて、一応申し入れ等が来ています

ので、そういう意味では、沿道修景という分野

を皆さんでやりましょうという機運がちょっと

広まってきているのかなというような考えを

持っております。これを、ほかの事務所にも

ちょっと広げていきたいということで、29年度

以降やっていきたいと思っています。

ほか、ございますか。○清山委員長

済みません、私もちょっと聞きたいんですけ

れど。

417ページの高速道は、直轄事業の予算が平

成28年度の当初の19億の数字と、この資料４ペ

ージの31億の数字と違うんですけれど、これ、

何で違うのかと、あと366ページ、こっちは道路

建設課ですけれど、宮崎西環状線の予算と財源

内訳を教えていただければと思います。済みま

せん、その２つ、まとめて。

高速道対策局の資料○前内高速道対策局長

、 、の417ページ 高速自動車国道等直轄事業負担金

これが対前年度と、実は、計上の仕方が異なっ

ております。昨年度、平成28年度の予算におい

ては、道路法で規定されている、いわゆる高速
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自動車国道、具体的には東九州道の県南区間、

こちらのほうだけを高速道対策局の所管の予算

として計上していただいていまして、例えば、

高千穂日之影道路のようなものは道路建設課所

。管の予算として計上していただいておりました

平成28年の４月に、東九州道の県南区間、こ

。 、 、れが新たに事業化をされました これは 実は

高速自動車国道として事業化をされたのではな

く、一般国道、国道220号のバイパスとして事業

化をされたということであります。

そういったことから鑑みると、今後、本県に

おいて、新しく高速道路を事業化していくとき

には、道路法に規定された高速自動車国道では

なくて、国道のバイパスとして、今後事業化さ

れていく可能性が極めて高いであろうというこ

とで、そのまま28年の最初にわかったその事実

をもちまして、29年度の予算からは、高速自動

車国道と一般国道のバイパス、この２つを高速

道路関係は高速道対策局所管の予算として、計

上を組み替えたということでございます。

ですから、見かけ上、高速道対策局の29年の

予算はふえて 徳重委員から先ほど御指摘があっ、

た道路建設課所管の直轄事業負担金は そういっ、

たことで下がっているということになってござ

います。

平成29年度につきまして○蓑方道路建設課長

は、宮崎西環状線で２カ所ありまして、一つが

松橋工区、相生橋の旧橋の撤去の事業がござい

まして、これの29年度の旧橋撤去の必要額とい

う形で計上しております。

そして、あと宮崎西環状の古城工区がござま

すけれども、こちらにつきましては、平成28年

度は１億の予算で行ったんですが、来年度につ

きましては、用地を進めていって、一部工事も

進めていくという形ですけれども、予算につき

ましては、最終的には内示が来た段階でつけて

いくわけですが、昨年度よりも事業費としては

ふやす形で考えております。

予算の内訳につきましては、これは、交付金

事業でやっておりますので、国費につきまして

は10分の6.5、そして、県費が10分の3.5という

予算の内訳になっております。

ありがとうございます。○清山委員長

よろしいですか。

今、相生橋の撤去工があるという○丸山委員

ことだったんですが、できれば今後の維持メン

テナンスを考えてみますと、どれだけ橋梁が悪

くなっている、古くいろいろ劣化しているのか

というチェックもしっかりやっていただいて、

それを今後のメンテナンスとかにも生かしてい

ただきたいというふうに思っているんですが。

また、撤去工というのは、なかなか見れない事

業でもあるのかなと思っております。しかし撤

去工というのはふえていく可能性もあるもんで

すから、積算のあり方をふくめて、しっかり研

究をやっていただきたいというふうに思ってい

るんです。ただ撤去するだけではもったいない

なと思っているもんですから、その辺の研究と

かは、今やられているかどうか含めてお伺いし

たいかなと思っております。

今、旧橋の撤去をしてい○蓑方道路建設課長

るところですけれども、そこのコンクリートの

、 、部材が やっぱり大分たっているもんですから

そこのコンクリートの部材を抽出して、それを

どういう状況にあるかというのはチェックした

いというふうに考えているところです。

ぜひ 今までの見た目とかのチェッ○丸山委員 、

クだけではなく、実際、本当にデータをエビデ

ンスに基づく形をやっていただいて、それをメ

ンテナンスに生かしていくんだということで
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。 、やっていただいたほうが モデルになるように

ただ撤去するだけじゃなくて現場を見てもらう

ことも含めて検討していただくとありがたいか

なというふうに思っております。

チェックと言いましたけ○蓑方道路建設課長

れども、そういうところにつなげるために、サ

ンプルをとってやっていきたいと考えておりま

す。

よろしいですか。○清山委員長

それでは、以上をもって道路建設課、道路保

全課、高速道対策局の審査を終了します。

暫時休憩します。

午前11時８分休憩

午前11時10分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

河川課、砂防課、港湾課の審査を行います。

それでは、説明をお願いします。

河川課であります。○阿佐河川課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の373ページ、河川

課をお開きください。

当課の当初予算額は172億3,484万6,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。375ペー

ジをお開きください。

中ほどの（事項）河川管理費１億887万4,000

円であります。これは、河川等の維持管理に要

する経費であり、説明欄に５つの事業を記載し

ておりますが、このうち５の改善事業「河川パ

ートナーシップ事業」5,544万1,000円につきま

しては、後ほど委員会資料で御説明します。

次に、一番下の（事項）ダム施設整備事業費

３億2,620万円であります。

次の376ページをお開きください。

これは、国の補助により、ダム管理施設の改

良や更新を行い、機能の向上を図るとともに、

老朽化しているダム施設の長寿命化計画を策定

するものであります。

次に、中ほどの（事項）公共河川事業費46

億4,946万3,000円であります。これは、国の補

助により実施する河川改修等に要する経費であ

り、６つの事業を記載しておりますが、このう

ち１の「広域河川改修事業」から５の「総合流

域防災事業」までの事業により、堤防の整備や

宅地のかさ上げなどを実施し、浸水被害の軽減

などの防災対策を進めるとともに、６の「津波

・高潮・耐震対策河川事業」では、津波の被害

が想定される河川において、堤防のかさ上げや

樋門の自動化などの対策を進めていくものであ

ります。

次に、377ページをごらんください。

上から２番目の（事項）県単河川改良費７

億2,629万3,000円であります。これは、国の補

助対象とならない河川改修事業や堆積土砂除去

などを実施するものであります。

次に、378ページをお開きください。

上から４番目の（事項）直轄河川工事負担金

８億3,495万6,000円であります。これは、国が

管理する直轄区間において実施する河川や海岸

事業に対する県の負担金であります。

次に、379ページをごらんください。

上から３番目の（事項）公共海岸事業費１

億6,380万円であります。これは、海岸保全施設

、 。の補修など 老朽化対策を行うものであります

次に、379ページをお開きください。

上から３番目の（事項）公共海岸事業費１

億6,380万円であります。これは、海岸保全施設

、 。の補修など 老朽化対策を行うものであります
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次に、380ページをお開きください。

一番下の 事項 公共土木災害復旧費82億3,400（ ）

万円であります。これは、道路や河川などの公

共土木施設が被災した場合の復旧に要する経費

であります。

予算関係につきましては以上であります。

次に、委員会資料の13ページをお開きくださ

い。

改善事業、河川パートナーシップ事業につい

て御説明します。

１の事業の目的・背景でありますが、河川パ

ートナーシップ事業は、平成17年度から行って

きておりまして、堤防の草刈りや管理用通路の

簡易な路面補修を自治会等に実施してもらうこ

れまでの取り組みに加えまして、新たに、民間

企業を対象としたアダプト制度の試行的な導入

や、草刈り作業にあわせて特定外来種の駆除を

行うことにより、官民協働による河川管理の一

層の推進を図ることを目的としています。

２の事業の概要でありますが、予算額は5,544

万1,000円で 事業期間は 平成29年度から平成31、 、

年度の３年間であります。

事業内容につきましては、自治会等が実施す

る一定規模以上の堤防の草刈りや、管理通路の

簡易な補修の実績に応じた報奨金を交付するこ

れまでの取り組みに加えまして、新たな取り組

みとして、堤防等の一部の区域において、公募

により、民間企業を対象とした継続的な清掃・

美化活動をお願いするアダプト制度の試行的な

導入や、河川の生態系の保全を図るため、草刈

り作業の際に、特定外来種であるオオキンケイ

、 、ギク オオフサモなどの生育が確認された際に

種が拡散しないよう正しい処理方法をあらかじ

め周知しておき、駆除していただくこととして

います。

中ほどに、アダプト制度のイメージ図を載せ

ておりますが、公募に応じていただいた民間企

業には、河川堤防の清掃や美化活動を行ってい

ただくほか、活動を通して、堤防等の異常箇所

などが見つかった際には、河川管理者へ情報提

供をしていただくことにしております。

また、県は活動を行っていただく民間企業に

対して、活動区間内に企業名の入ったアダプト

サインの設置や作業時のけが等に対する保険の

支援を行うこととしております。

３の事業の効果でありますが、地域住民や民

間企業が継続的に河川の清掃や美化活動を行っ

ていただくことで、良好な河川環境の維持・創

出や河川環境美化に対する意識の啓発など、官

民協働による河川管理のより一層の推進が図ら

れるものと考えております。

河川課につきましては以上であります。

砂防課であります。○永井砂防課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の383ページ、砂防

課をお開きください。

当課の当初予算額は55億8,665万2,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。385ペー

ジをお開きください。

まず、一番下の（事項）公共砂防事業費22

億3,926万4,000円であります。これは、土石流

のおそれがある渓流での砂防堰堤などの整備や

地すべりのおそれがある箇所での対策工事及び

土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査な

どを行う事業であります。

386ページをお開きください。

一番上の（事項）公共急傾斜地崩壊対策費23

億1,816万2,000円であります。これは、急傾斜
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地の崩壊のおそれがある箇所での擁壁工やのり

面工等の整備や基礎調査などを行う事業であり

ます。

次に、一つ飛びまして （事項）県単公共砂防、

。 、事業費１億2,983万8,000円であります これは

国庫補助の対象とならない小規模な砂防工事な

どを行う事業であります。

387ページをごらんください。

一番上の（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策

。 、事業費２億6,096万5,000円であります これは

既存施設の維持修繕などを行う工事や、市町村

が実施する工事に対する補助金であります。

次に （事項）直轄砂防工事負担金５億1,273、

万4,000円であります。これは、霧島火山群から

の土砂流出による被害を防止するために、国が

実施する直轄砂防事業に対する負担金でありま

す。

最後に、土砂災害防止啓発推進事業費198

万8,000円であります。これは、土砂災害に関す

る防災知識の普及・啓発活動などに要する経費

であります。

砂防課は以上であります。

港湾課であります。○矢野港湾課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の389ページ、港湾

課をお開きください。

当課の当初予算額は、一般会計59億9,256

万9,000円、港湾整備事業特別会計８億6,294

万9,000円、一般会計と港湾整備事業特別会計を

合わせまして68億5,551万8,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。391ペー

ジをお開きください。

まず、一般会計について御説明いたします。

中ほどの（事項）空港整備直轄事業負担金１

億7,519万5,000円であります。これは、宮崎空

港の誘導路等の改良に係る直轄事業に対する負

担金であります。

次に、392ページをお開きください。

一番上の 事項 公共海岸保全港湾事業費5,865（ ）

万円であります。これは、港湾における海岸保

、全施設の効率的な老朽化対策を実施するために

施設の点検、耐震調査を行い、長寿命化計画を

策定する経費であります。

次に、一番下の（事項）港営費３億1,775

万3,000円であります。これは、県内港湾の管理

運営やポートセールス等に要する経費でありま

す。

次に、393ページをごらんください。

一番上の（事項）港湾維持管理費４億6,847万

円であります。これは、岸壁や埠頭用地など、

港湾施設の維持補修に要する経費であります。

次に、中ほどの（事項）特別会計繰出金４

億3,639万8,000円であります。これは、港湾整

備事業特別会計に歳入不足が生じるため、特別

会計への繰り出しを行うものであります。

次に、一番下の（事項）直轄港湾事業負担金

９億4,120万円であります。これは、細島港及び

宮崎港の防波堤等の整備に係る直轄事業に対す

る負担金であります。

次に、394ページをお開きください。

中ほどの 事項 公共港湾建設事業費21億6,032（ ）

万円であります。これは、港湾施設の機能強化

や安全性等を確保するため、国庫補助事業など

により、県内港湾において、防波堤や岸壁など

を整備する経費であります。

次に、395ページをごらんください。

（事項）港湾災害復旧費７億4,741万円であり

ます。これは、台風等により被災します公共港

湾施設を原形に復旧する経費であります。
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一般会計については以上であります。

次に、396ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計について、主なものを

御説明いたします。

まず、一番上の（事項）細島港管理運営費１

億9,981万6,000円であります。これは、細島港

の荷役機械、引き船等の管理運営に要する経費

であります。

次に、一番下の（事項）宮崎港管理運営費１

億4,482万2,000円であります。これは、宮崎港

のフェリーターミナルビル、引き船、マリーナ

等の管理運営に要する経費であります。

次に、397ページをごらんください。

一番上の（事項）油津港管理運営費7,634

万1,000円であります。これは、油津港の荷役機

、 。械 上屋等の管理運営に要する経費であります

次に、中ほどの公債費４億3,639万8,000円で

あります。これは、荷役機械や上屋等の整備に

係る起債の償還に要する経費であります。

港湾課につきましては以上であります。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

質疑はございませんか。

まず、港湾課にお伺いしたいんで○丸山委員

すが、我々委員会もマリーナの砂の堆積がかな

り激しいということがあって、これは、台風の

影響もかなり強いというふうには聞いているん

ですが、抜本的なことに乗り出したいという雰

囲気もあったと認識しているんですが、29年度

の予算上、どのあたりを見ればよろしいのかと

いうのをお伺いできればなと思っております。

今、丸山委員からお尋ねのと○矢野港湾課長

ころは、394ページです、この公共港湾建設事業

費の中に含まれております。

29年度には、何か具体的に実施さ○丸山委員

れるとか、計画に入るとか、着手されるという

のがあれば、お伺いできればなと思っておりま

す。

前回、９月の常任委員会のと○矢野港湾課長

きに報告したんですが、その時点では、過去の

測量調査等でいろんな砂の移動状況とか堆積状

況が把握できたと。それによって、マリーナの

航路だけでなく、主とした航路、そちらのほう

でも堆積傾向があるので、両方含めた形での検

討が必要だということでシミュレーションに

入ったというところまで報告していたと思うん

ですが、今、そのシミュレーション結果の最終

段階でありまして、今後、事業評価委員会とか

そういったのにかけていきたいと思っているん

ですが、29年度としては、実際の抜本的な事業

に向けての調査費、いろんな測量とか詳細設計

をやっていきたいと考えているところです。

ちなみに、その調査設計費は幾ら○丸山委員

計上されているというふうに理解してよろしい

でしょうか。

今、約5,000万円程度を考えて○矢野港湾課長

いるところです。

ぜひ、抜本的な解決をしていただ○丸山委員

きたいということと、あと、これは直轄で行っ

ていただいている海岸事業、また、あと港湾事

業とか物すごく密接に関連すると思っておりま

すので、その辺、遺漏がないように、連携とっ

ていただくようにお願いしたいと思います。そ

の辺は、今どのような形で連携をとっているか

も含めて、また、お伺いできればなと思ってお

ります。

そもそも、この抜本的対策と○矢野港湾課長

いうのが、平成15年の宮崎港港湾計画の改定の

ときにも位置づけられたんですが、やはり直轄

での宮崎の海岸事業との関係を明確にしてから

という話で、ちょっと延びていました。
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それで、今年度、昨年の７月にも、宮崎海岸

の技術検討部会、そちらのほうの中で準備会と

いうのがあったんですが、その中でも、今、港

湾サイドでこういったのを考えていますという

報告をして、また、向こうの委員の方からも海

岸事業への影響とか、また、どういったことを

やるのかというのを説明してくださいというこ

とで、今、連携をとりながら進めているところ

です。

ぜひ、連携をとっていただきたい○丸山委員

ということです。

あと、油津港のことについてお伺いしたいん

ですが 油津港で いわゆる大型旅客のもので16、 、

万トンとか20万トン。もっと大きなやつが来る

かもしれないよと話もいろいろあるんですけれ

ども、それに対応する、何か検討とか、調査と

か、もしくは日南市のほうからもう少しタグボ

ートがないとかあるとかの話を聞くもんですか

ら、その辺の対応は、何かことしは考えている

のかどうかをお伺いしたいというふうに思って

おります。

油津港につきましては、今年○矢野港湾課長

度 官民連携の基盤施設整備推進事業 そういっ、 、

た調査費をいただいて、22万トンのクルーズ船

が、実際に油津港に入れるかどうかという検討

を行ってきたところです。

、 、それで いろんな船舶の航行安全の検討とか

あと係留施設、係船柱とか、あと防舷材、そう

いった検討を行って、何とか入りそうだという

ことで、来年度は、それの施設の整備に向かっ

て、ちょっと実施していきたいと考えていると

ころです。

できるだけ早急に、インバウンド○丸山委員

対策にもなると思っておりますので、よろしく

お願いしたいというふうに思っております。

、○西村委員 同じく港湾課に聞きたいんですが

きのうも企業立地課のほうで、非常に細島港の

工業団地が埋まってきて、手狭になってて、日

向市のほうでも、今、細島第５区とか、新しい

新規岸壁の話が出て、昨年の港湾計画にも盛り

込んでいただいておるんですけれども、ちょっ

と今年度のこの予算に反映している進捗状況を

教えてもらいたいんですが。

今年度の細島港での大きな事○矢野港湾課長

業というのは、来年度でよろしかったですか。

新年度。○西村委員

来年29年度事業の県の補助事○矢野港湾課長

業としては、北沖防波堤、これが29年度完成と

、 。いうことで 主な事業になっているところです

あと直轄さんのほうでは、南沖防波堤というの

を、鋭意また進めているところです。

それから、港湾計画改定になったところに関

しては、また国との調整をしながら、知事筆頭

に要望活動も行っているところでございます。

、 、○西村委員 今回のところは まだ調査費とか

実際の調査が始まるということは、今のところ

は、29年度は載ってないということですか。

新しい計画になった大水深岸○矢野港湾課長

壁とか、あそこのところなんですが、補助の対

象にならない調査については、県単事業等で、

背後の直接関係する道路関係とか、そういった

のは調査を進めていきたいと思っているところ

です。

ありがとうございます。○西村委員

ほか、ございますか。○清山委員長

河川課にお尋ねしますが、県単の○徳重委員

河川改良費７億2,629万円ということですが、堆

積土砂のことについては、いろいろ県民からの

、 、要望もたくさんあると思うんですが 今年度は

、何カ所ぐらいの堆積土砂の除去というんですか
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計画されているんですか。

ちょっと何カ所というのは、○阿佐河川課長

今、調べさせていただきたいと思います。事業

費自体は、要望は非常に、堆積土砂の除去は多

いので、なるべく治水上支障のある箇所につい

ては、現地を見た上で判断して、その部分につ

いては予算づけをしているところではございま

す。

かなり要望は多いんじゃないかな○徳重委員

と思うんです。中小河川、一級河川じゃなくて

。二級河川等もかなりそういったところがあると

一級河川の場合は、整備がある程度、堤防の整

備もうまくいっていると思うんですが、二級河

川あたりの堆積によって、堤防の崩壊、越水等

々が出てくる可能性が非常に高いんじゃないか

なと思っているんです その二級河川のそういっ。

た整備というか、県がやっている、そういうと

ころは非常に多いんじゃないかなという気がす

るもんですから、そこはどうなっているのかな

と気になっているんですが。

平成16年度の台風で、昨年は○阿佐河川課長

大きな雨が降って、県内各地で出水があって、

当然、山のほうで土砂が出たぶんだけ河川のほ

うに入ってきているわけですけれど、その分に

ついて、ことし29年度予算で少しでも対処した

いということで、特別枠のほうでも予算をいた

だいて、堆積土砂の除去を早目にやるというこ

とで、ゼロ県債も使いながら、今後、出水前に

数多くの河川でとる予定にしております。

今、言われた二級河川等も現状のほうは常々

、土木事務所のほうで河川巡視をしておりまして

どういう堆積状況にあるかは把握しております

ので、地元の市町村等の要望を含めながら、十

。分その辺はとってまいりたいと思っております

済みません、続きまして、先ほどの箇所数で

ございますけれども、昨年度は約50カ所、２

億5,000万円、９万立米ほどの土砂掘削を行って

おります。

ぜひ、ひとつ要望に全面的に答え○徳重委員

を出すことはできないと思いますが、少しでも

必要なところは早急にやってほしいなと。中小

河川が氾濫すると、大体田んぼが中心ですが、

、かなりの被害が出てくるということを考えると

何とかひとつよろしくお願いをしておきたいと

思います。

もともと河川の管理のためにでき○ 原委員

たダムというか堰堤があって、実際、今度は、

田舎のほうに行くと、用水路との兼ね合いが出

てくるんです。そこに、もともと水利権があっ

て水をとってらっしゃる。その堰提の上に、物

すごく土砂、石というんでしょうか、この砂岩

の石がたまってしまって、この用水の水をとる

。のが困難になってくるという現実があるんです

私の沖水川でもそういうところがあります。

当面は、用水がとれるということで、これは

土木事務所の管轄のダムでございまして、お願

いしているわけですけれども、これが、また出

水時期になると 雨が降ると また大きくたまっ、 、

てというようなことも出てくるので、やっぱり

長い目では、いずれどっかこれを除去するよう

な管理をやっていかないと、非常に農業用水利

等の不具合が出てきているということもありま

すので、今、いろいろ意見があるようですけれ

ど、地元のいろんな状況をよく調べていただい

て。今、とりあえずやっていただいているんで

。 、 、 、すけれどね でも これがまた 大雨が出ると

かなりたまってしまって、その都度困るだろう

という状況が出てきつつありますので、よろし

くお考えの中に入れておいていただきたいと思

います。
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関連なんですけれど、やはり、か○後藤委員

なり前向き、積極的にこの堆積土砂、箇所もふ

、 、えている 予算づけもしていただいていますが

非常に要望の中でも、我々の説明責任としてあ

るのは、優先順位なんです。そこで、市町村を

見た場合、国・県事業担当の市町村があるとこ

ろは、ある程度要望箇所に応じて、次年度、再

来年ですよと。県下見てますと、なかなかない

、 、 。小さい町村でありますと 非常に 何というか

ちょっとマニュアルというとあれですけれど、

一番公平性のある優先順位というのを県民の方

にお示しするような、何かあれば。非常に難し

いんですけれど、非常にこの要望が高いのは間

違いないんです。何かこう、説明する中で理解

していただけるようなやり方はないかなと ずっ、

と思っているもんですから。

今、言われるように、非常に○阿佐河川課長

地元からの要望も多い状況にあります そういっ。

た場合、そういう要望を受けたときには、各出

先の土木事務所のほうで、必ず現地のほうを確

認した上で、家屋等が近くにあって、それが洪

水があふれることで家屋の浸水等が起こるよう

な、治水上支障があるという箇所を優先的に実

施させていただいているところで。そこが農地

だからいいというわけではなくて、農地は、ま

たその次、浸水すれば、ちょうど稲が実ったこ

ろに、そこが浸水することで被害に遭っていい

米がとれなくなったとか、先ほど徳重委員が言

われたように、堤防が壊れて田んぼが流失して

しまうというようなこともありますので、その

辺、ケース・バイ・ケースで、まずは、家屋に

支障があるようなところを優先的にした上で、

次の段階で、そういう農地のところも勘案しな

がら、県内全体を見ながら、バランスをとって

。除去をしているというようなことでございます

必ず現地を見てということで、御理解をいただ

きたいと思います。

関連ですけれど、治水上問題があ○横田委員

るところを優先するというのもすごくよく理解

できます。でも、例えば、パートナーシップ事

業で一生懸命取り組んでおられる地区ほど河川

に対する愛着があって、何とか土砂をとってく

れんかと言われるんです。だから、地域の河川

に対する貢献度といいますか、そんなやつも若

干でもいいから見ていただくとありがたいなと

思うんですけれど。よろしくお願いします。

よろしいですか。河川パートナー○後藤委員

シップ、今、出ましたので。

非常にこのアダプト制度に期待をするところ

です。実は、自治会関係、かなり高齢化等々が

ありまして、非常に役員さんたちも苦労されて

いる。知事もこの協働というのを出しておりま

して、非常に期待するところなんですが、やは

り流域、河川の企業が応募しているというのが

一番、ＣＳＲですか、企業の社会貢献というこ

とで目につくもんですから。今回、アダプトサ

イン看板を立てていただいて、非常にＰＲ度を

高めていただきたいということと、執行後に入

るんですけれど、３カ年というか、ありますけ

れど、今、新年度、どのぐらいの、ある程度事

業というか、これから公募なんですけれど、あ

る程度の感触はおありですか。

アダプト制度は、当然、企業○阿佐河川課長

のほうに、今まで河川管理者、土木事務所のほ

うで草刈り業者等に委託をしている箇所につい

て、新たに、これでアダプト制度でやっていた

だこうということで、経費もかからないし、そ

の分だけ、委託していた分が浮くような形にな

るので、ぜひ推進していきたいということで取

り組むわけですが、まだ、実際の公募について
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は、新年度になってホームページのほうで、ま

、 、ず公募もいたしますし 各土木事務所のほうで

それぞれ商工会とか建設業とか、いろんな地域

の皆様のところに訪問していって、そこで、こ

ういう取り組みがあるんですけれど、いかがで

しょうかというような形でお願いをして回ろう

と思っております。

できれば、各事務所単位で１社ずつは、これ

で取り組んでいけたらと、まずは思っていると

ころでございます。ふえれば、数というのは別

、に制限を設けているわけではございませんので

こちらについては、また取り組んでまいりたい

と思っております。

環境森林部の企業の森、これは、○後藤委員

非常に、山元といいますか、これはもう当然河

川、海も関係して、非常にイメージアップにつ

ながっている。本当に、そういった会社のＣＳ

Ｒの部分で大きく貢献していただきたい。

ただ、沿道修景と同じなんですが、やはり造

園業者さんとか、それなりの景観を伴うところ

、 、は やはり本来の業者さんにお任せするような

そこのセグメントをしていきながら、数をふや

して、そういった協働で。そこ辺考慮していた

だきながら、ぜひ、これ、成功のほうに進めて

いただきますよう要望しておきますので、お願

いいたします。

同じくパートナーシップ事業につ○徳重委員

いてです。

、 、私の考え方 間違っているかわかりませんが

造園業界の皆さん方が、もちろん、ちゃんとし

た工事をされて、この仕事をされているのはわ

かるんですが、この方々も、今、非常に仕事量

が減ってきていると。受注するのが減ってきて

るから、この企業も入れるんであれば、その区

間を区切って、これだけの金額でやってくれな

いかというような。事業というような形で、業

者さんも、造園業者さんというんですか、もう

プロ中のプロだと思いますので、こういった方

々も参入することはできないものかなというの

を感じているんですが、いかがでしょうか。

今回考えているアダプト制度○阿佐河川課長

につきましては、民間会社ということで考えて

おりますので、普通のこの民間のＮＰＯとかそ

ういった自治会等は考えておりませんので、造

園業者であれば、それが１社でやるかとか、Ｊ

Ｖみたいに何社かでやるという場合には、民間

の企業として、このアダプト制度には参加して

いただくことは可能ですので、ぜひ、それ、も

しそういうことがあれば取り組んでいただこう

と思っております。

今のアダプト制度につきましては、あくまで

もボランティアということで、保険等は入りま

すけれど無償でということになるんで、お金の

支払いは、今度はアダプト制度になれば、ある

区間を200メーター以上についてやっていただく

ということでしておりますので、その区間、本

来は委託すればお金がもらえたのがゼロという

ことになるんで、なかなか参加は、実際には、

本当にボランティアの精神のある草刈り業者さ

んであれば可能とは思いますが、なかなか厳し

いのかなとは思うところです。

ボランティアの方々もそれなりの○徳重委員

手当は出しますからね。皆さん、いただいてい

らっしゃると思うんですが、その金額を示すこ

とはできないかなという理屈です。

あくまでもパートナーシップ○阿佐河川課長

というのは、自治会とかいろんな方たちに奉仕

の意味でしていただくということで、通常の草

刈りの委託の場合に比べると、約４割ぐらいの

コストの支払いになっております。報奨金とい
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う形でお支払いしているんですけれど、今度の

この取り組もうとしているアダプト制度は、あ

くまでも企業のＰＲとかそういうＣＳＲ、そう

いう意味での参加を願っておる部分になります

、 。ので その部分で無償でということになります

ただ、アダプトサインをつくる際の、サイン

自体は県のほうでつくりますので、その費用負

担は県のほうが出すというような形になります

し、当面、ことしは１年限りということですの

で 継続してやっていただく場合は それをずっ、 、

と続けていただくことが可能な形をとっていき

たいと思っております。

河川課の376ページですけれど、ダ○横田委員

ム管理施設の改良等、堰堤改良ということで出

ていますけれど、以前、ダムの堰堤は、年数が

たてばたつほど強くなるという話を聞いたんで

す。そんなもんかなって思っていたんですけれ

ど、これで堰堤改良というふうに出ているんで

すけれど 具体的にどういう改良になるんでしょ、

うか。

ダムのほうが強くなるという○阿佐河川課長

よりは、多分コンクリートのほうが多少劣化は

していくけれど、思ったよりもう何十年、100年

近くが間もなく経過するようなダムも出てきて

おりますけれど、中に、ダム自体はゲート操作

とかがありますので、機械設備、電気通信設備

等もそれぞれ、やはり耐久年数というのがござ

いまして、そういったものが老朽化することで

順次更新していかないと、いざというときに、

ゲートが動かないだとか、あと、いろんなダム

の通信設備、水位をとったりとか、そういう情

報がスムーズにおりていかない、サイレンが鳴

らないとか、そういったことがありますので、

各ダムとも長寿命化計画をつくった上で、順次

計画的な更新を行っていくという意味でのこの

ダム管理施設の改良でございます。

コンクリートの堰堤そのものじゃ○横田委員

なくて、その附属施設みたいな形の改良という

ことですね。

済みません、もう一つ。次の公共河川事業費

の４番ですけれど 「特定構造物改築事業 、追、 」

手川ほか８河川と書いてあるんですけれど、こ

れは、具体的にどういう事業かをちょっと教え

ていただけないでしょうか。

特定構造物改築事業は、今言○阿佐河川課長

われました追手川の排水機場とか、浜川の防潮

水門とか、新別府川の防潮水門、こういう大き

、 、な構造物に対して 特定の構造物ということで

それを順次機能改善、長寿命化計画をつくった

上で 国の補助が受けられますので それに沿っ、 、

て、順次更新するもので、排水機場であれば、

追手川分は、来年度は電源装置の更新をするよ

うなことで考えております。

同じく、河川課のほうにお伺いし○丸山委員

ますが、今の同じページの６の津波・高潮・耐

震の関係なんですけれども、これは、イメージ

、 、的には 東日本大震災があって６年たちまして

宮崎も同じように南海トラフの指定もあって、

、かなりこの事業も伸びていくのかなと思いつつ

なかなかうまく進まない。国側のほうが、なか

なか宮崎、経済、ビーバイシーがのらないとい

、 、 、うことで よく聞いているんですが やっぱり

最近、ここに入って、何か地震がちらちらある

もんですから、本当に南海トラフが来るんじゃ

ないのかなというふうなイメージを持っている

もんですから、この辺の、国のほうがどうして

もビーバイシーがとれないから、宮崎に特別枠

じゃなくて、河川改修の中の枠でしか予算がな

いという話も聞いているんですが、今でもその

現状なのか それを含めて やっぱり対策をしっ、 、
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かりやるべきじゃないのかなと思っているんで

すが、現状をお伺いしたいというふうに思って

おります。

この「津波・高潮・耐震対策○阿佐河川課長

河川事業」ですけれど、これは河川事業ですか

ら、南海トラフ等を想定しておりますが、地震

・津波が来たときに、河川単独で守れるという

ことで、河川の堤防等をチェックをした上で耐

震の対策をしたり、津波・高潮に対する高さが

不十分な堤防につきましては、さらにかさ上げ

をして、津波・高潮を防ぐというようなことで

の事業でございます。

とりあえず県内の河川で14水系、別途にある

んですけれど、事業中の河川を含めて事業を実

施しているところでございます。

今言われましたように、これが特別に、別途

、 、に事業がついてくればいいんですけれど 今は

河川課の持っている事業費の中で、それをやり

なさいということでなっておりますので 大体10、

年で130億ぐらいということで事業に取り組み始

めているんですけれど、なかなか予算の枠内で

やるということもありまして、十分まだお金が

つけれてない状況です。今、耐震対策自体の

チェックの方法が、去年ちょっと指針が改定に

なりまして、その分で再チェックを行っている

関係があって、ちょっと実際の対策工事は少し

おくれている状況にありますが、来年度以降、

堤防の液状化対策とか、樋門の自動閉鎖化など

の実際の工事に取りかかっていきたいというふ

うに思っております。

ぜひ、これは国の事業とも関係あ○丸山委員

るんでしょうけれども、やっぱり同じ津波が来

て、例えば、四国とか、向こうもかなり終わっ

ているとか、あと、大阪で人口が多いところと

か、東京、あるいは、かなり特別枠みたいなビ

ーバイシーがうまく機能して、事業化できてい

るんだけれども、なかなか宮崎は新しく南海ト

ラフの指定の中に入ったんだけれども、基本的

には、宮崎は、津波対策等は余りこれまでやっ

てこなかったというのを認識しているもんです

から、やっぱり、いつ来るかわからないけれど

も、今のうちに最低でも、これをやらないと、

大淀川の直轄でやっている区間は、既に耐震化

も終わったとかいう話があってるのに、県の区

間はやってない、おくれているんではないかと

。 、いうイメージがあるもんですから できるだけ

これは国とも連携しながら、できれば、国のほ

うに南海トラフ対策ということで、別枠でしっ

かりできるように、強くまた要望もしていただ

いて、別枠としてもらえるように。河川課の改

築の中でやってしまうと、どうしても、そこで

この７億幾らがとられれば、本来は、ほかに必

要なするべき治水対策なり、先ほどから議論に

、なっている河川の土砂堆積なりにも回す予算が

こっち側がとられてしまっている感じもあるも

んですから、ぜひ国のほうにも強く、南海トラ

フ対策ということで、しっかり別枠で予算化が

できる要望をしていただくようにお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。

地震・津波対策、非常に重○東県土整備部長

要なことと考えています。ここに出ているのが

Ｌ１津波対策ということで、ハード事業である

ということでやっています。

おっしゃられるように、非常に枠が厳しいお

話になっていまして、当時、この事業に取り組

むということになったのも、東日本があったと

いうことでございまして、私が河川課長のとき

。に事業化を進めるということでやっております

その後も、私もこの立場になってからも、国

等に行くとき、いろんなお話をさせていただい
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ています できたら 特別枠をまた新たにつくっ。 、

ていただけないかとか、そういうお願いをして

いますし、また、県からの提言で、国のほうに

も知事を筆頭にそういう特別な措置をぜひお願

いしますとかやっているところです。

いかんせんながら、国全体の予算が伸びない

中で、当然洪水対策もやらなくちゃいけないと

いうことで、なかなか思い切った施策が、確か

に展開できていないのかなという気がしていま

すけれども、これにつきましては、どちらにし

。ても非常に大きな事業費が必要になってきます

そういうことで、引き続き、しっかりと国のほ

うに、予算の確保、あるいは新たな制度設計も

含めてお願いを続けていきたいというふうに考

えております。

ほか、ございますか。○清山委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか。○清山委員長

それでは、以上をもちまして、河川課、港湾

課、砂防課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

本日の委員会、午前に引き続き、合わせて３

名の傍聴の申し出がありましたので、これを認

めることといたしました。

傍聴人は、傍聴人の守るべき事項をお守りい

ただきますようによろしくお願いいたします。

傍聴に関する指示には速やかに従っていただき

ますようお願いいたします。

それでは、都市計画課、建築住宅課、営繕課

の審査を行います。

議案に関する説明をお願いします。

都市計画課であります。○巢山都市計画課長

当課の平成29年度当初予算について御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の399ページ、都市

計画課をお開きください。

当課の当初予算額は25億6,533万7,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。401ペー

ジをお開きください。

一番下の（事項）住みよいふるさと広告景観

づくり事業費3,533万6,000円であります。これ

は、屋外広告物が適正に表示されるよう、屋外

広告物監視員によるパトロールなどを行い、良

好な景観づくりを推進するための経費でありま

す。

次に、402ページをお開きください。

一番上の（事項）都市計画に関する基礎調査

実施事業費8,200万円であります。これは、都市

計画の適切な見直しを行うために実施する調査

、 、 、で 都市計画法に基づき おおむね５年ごとに

都市計画区域内の人口や土地利用、建築物の現

況等を調査・分析するための経費であります。

続いて、下から２つ目の（事項）美しい宮崎

づくり推進事業費、新規事業「美しい宮崎づく

り推進事業」429万5,000円であります。この事

業につきましては、後ほど委員会資料で御説明

いたします。

次に、403ページをごらんください。

中ほどの（事項）公共街路事業費13億3,760万

円であります。これは、国からの交付金を受け

て、街路の整備を行う事業に要する経費であり

まして、都市における安全で円滑な交通の確保

や良好な市街地の形成を図るための街路整備を

行うものであります。

次に、その下の（事項）公共都市公園事業費
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２億1,125万円であります。これは、国からの交

付金を受けて、都市公園の整備を行う事業に要

する経費であります。快適に利用できる都市公

園を目指し、老朽施設の更新等を図り、安全安

心な公園整備を行うものであります。

次に、404ページをお開きください。

一番下の 事項 公共都市災害復旧事業費1,700（ ）

万円であります。これは、都市公園内において

被災した公共土木施設、公園内の園路等であり

ますけれども、この復旧を行うための経費であ

ります。

予算関係については以上であります。

次に、委員会資料の14ページをお開きくださ

い。

新規事業、美しい宮崎づくり推進事業につい

て御説明いたします。

まず、１の事業の目的でありますが、今回の

議会に提案しております美しい宮崎づくり推進

条例に基づき、施策の推進に係る体制整備や普

及啓発等を行いまして、良好な景観を県民共有

の財産として将来の世代に継承する機運の醸成

を図るとともに、県民、事業者の景観形成活動

への積極的な参加による美しい宮崎づくりの推

進を目的としています。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は429万5,000円であります。事業期間は平成29

年度から31年度までの３年間であります。

事業内容につきましては、推進計画を策定す

るため、民間事業者や美しい宮崎づくりに取り

組む団体の代表者等からなる有識者会議を設置

します。

また、県民や事業者の皆さんの関心を高める

ためのロゴマークを作成し、リーフレット等を

活用した普及啓発活動の実施、さらには、活動

団体の連携を促進するための事例発表会及び意

見交換会の開催や、顕著な功績のあった方々に

対する表彰を実施することとしております。

最後に、３の事業の効果でありますが、本事

業により、美しい宮崎づくりに向けた機運が高

まるとともに、担い手の確保が図られ、県民、

事業者の積極的な参加による美しい宮崎づくり

につながるものと考えております。

続きまして、委員会資料の17ページをお開き

ください。

議案第38号「美しい宮崎づくり推進条例」に

ついて御説明いたします。

、 、まず １の制定の理由についてでありますが

本県は、全国に先駆けて沿道修景を行うなど、

豊かな自然を生かした美しい郷土づくりに取り

組んでまいりました。県といたしましては、人

口減少等による地域の担い手不足や人々の豊か

さに対する価値観の変化、旅行者のニーズの多

様化などを踏まえ、これまでの沿道修景等の取

り組みを県内全域に広げ、県民の心豊かな暮ら

しの実現や旅行者へのおもてなしにつなげたい

と考えております。

このため、県民一人一人の力を合わせて美し

い宮崎づくりを進め、世界に誇ることができる

美しい郷土を将来の世代に引き継いでいくこと

、 。を目指して 条例を制定するものでございます

次に、２のこれまでの取り組み及び今後の予

定についてでありますが、昨年度から、庁内の

関係課による検討会議や学識経験者、事業者、

まちづくり活動団体の代表者などからなる有識

者会議を開催しまして、パブリックコメントな

どにより、市町村や県民等の意見を幅広く伺い

ながら、議論を重ねてまいったところでありま

す。

、 、今後は ２月議会で御審議をいただきまして

。４月１日に条例を施行したいと考えております
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次に、３のパブリックコメントの結果につい

てでありますが （３）の意見の概要にあります、

とおり、計54件の御意見が寄せられました。

主なものといたしましては 「前文に神話など、

の宮崎らしい内容が必要ではないか」というも

のや、推進計画を策定する際に 「県民や事業者、

だけでなく、景観行政の主体となる市町村の意

見を反映させる必要はないか」というものがご

。 、ざいました この２つの御意見につきましては

。それぞれ条例案に反映したところでございます

なお、そのほかの御意見につきましても、具

体的な施策に関するものでございましたので、

今後、施策を進める上で参考にしたいと考えて

おります。

資料の18ページをお開きください。

次に、４の条例案の主な内容についてであり

、 、ますが ポイントを絞って御説明いたしますと

まず （２）の定義においては、美しい宮崎づく、

りについて、良好な景観の保全や創出だけでな

く活用の視点を盛り込み、魅力ある地域づくり

と位置づけております。

この美しい宮崎づくりを県民や事業者等との

協働のもとに進めるため （３）の基本理念や、

（４）の責務・役割 （５）の推進計画及び推進、

体制を定めることとしております。

具体的には、資料の19ページ （６）の美しい、

宮崎づくりを推進するための施策にありますと

おり、市町村や県民等と連携いたしまして、①

の地域の特性を生かした景観の保全及び創出、

②の景観を資源として活用するための環境づく

り、③の公共事業に係る良好な景観の形成、④

の美しい宮崎づくりを推進するための担い手の

育成、を推進することとしております。

続きまして、委員会資料の20ページをお開き

ください。

議案第46号「都市計画に関する基本方針の変

更」について御説明いたします。

お手元には、別冊として基本方針の改定案を

配付しておりますが、委員会資料で説明させて

いただきたいと思います。

１の改定の理由でありますが、当方針は、平

成16年度に策定し、おおむね20年後を目標に、

本県の都市計画に関する基本的な考え方を示し

たものであります。

策定後の人口減少・高齢化等といった社会情

勢の変化、また、東日本大震災を教訓とする災

害に強いまちづくりが求められていることなど

を受けまして、今回、新たに改定を行うもので

あります。

続いて、２のこれまでの取り組み及び今後の

予定であります。

改定は、関係市町や出先機関で構成される地

域作業部会や、学識経験者等で構成される専門

委員会、都市計画審議会等で、審議や意見交換

を重ねながら進めてまいりました。

お手元の改定案につきましては、パブリック

コメント等の結果を反映し、最終案として、都

市計画審議会及び専門委員会に諮ったものでご

ざいます。

一旦、21ページをごらんください。パブリッ

クコメントについてまとめております。

いただいた30件の御意見の中から、主なもの

を記載しております。

例えば、歩いて暮らせるコンパクトシティー

、 、の提案など 下線を引いたものが御意見を受け

改定案に反映したものとなり、その他の意見に

つきましても、改定案の議論の過程において参

考とさせていただいたところであります。

資料20ページに戻っていただきまして、３の

基本方針改定版案の概要についてであります。
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（ ） 、１ の基本方針の位置づけでございますが

図の２の２段目の白抜き文字が当方針の位置づ

けになります。

今回の改定を受け、県が策定する都市計画区

域マスタープラン及び都市計画区域を有する市

町が策定する市町マスタープランに改定の趣旨

が反映されていくことになります。

次に、改定内容についてでありますが、22ペ

ージをお開きください。22ページから23ページ

、 。にかけまして 改定版の構成を示しております

このうち、赤文字で記載してある部分が、今回

新たに追加した内容になります。

改定の主なポイントは、人口減少・高齢社会

への対応及び災害に強いまちづくりを新たに方

針として位置づけることでありまして、22ペー

ジ下の第３章及び23ページ下の第５章に赤文字

で項目を追記しております。

続きまして、24ページをお開きください。主

な改定内容を個別にまとめたものになります。

まずは、人口減少・高齢社会への対応につい

てであります。

このまま人口減少・高齢社会が現実化します

と、右側の「このまま進んだ都市の姿」と表記

した模式図のように、拡散したままの都市に、

人口がまばらに点在していき、都市としての活

力が低下していくことが懸念されております。

先ほどの「望ましい都市像」と表記した図に

示しておりますとおり、公共公益施設等の核を

中心に人を集め、かつ効率的な都市機能の集約

・配置を行うこと、また、青い破線で囲った自

然災害リスクの高い地域においては、避難タワ

ーの整備など、ハード・ソフト両面から都市と

しての安全性を高めること、あわせて、必要な

都市機能を相互に連携、補完し合えるよう、そ

れぞれの都市を公共交通や幹線道路でネットワ

ークすることにより、望ましい都市像を形成し

ていくことを方針に追加しております。

なお、この考えは、国が提唱するコンパクト

＋ネットワークという方針に沿ったものであり

ますが、専門委員会からのコンパクトという表

現がわかりづらいといった御意見を踏まえ、当

改定案においては、模式図の下のほうに示して

おりますとおり 「人のまとまり」という表現を、

、 。用いて あらたに方針として記載しております

最後になりますが、25ページをごらんくださ

い。災害に強いまちづくりに関してまとめたも

のでございます。

まずは、共通事項として、災害全般に関する

共通事項を、さらに地震・津波災害、豪雨・土

砂災害及び火山災害について、それぞれの観点

からの整理を行いまして、新たに方針として追

加しております。

今後は、この方針に基づき、圏域ごとに策定

する都市計画区域マスタープランにおいて、圏

域ごとの特性を踏まえた都市づくりの方針や、

計画期間内に整備する具体的な都市施設等につ

いて取りまとめを行う予定としております。

都市計画課につきましては以上であります。

ここで暫時休憩いたします。○清山委員長

午後１時12分休憩

午後１時13分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

本日の委員会、追加で１名傍聴の申し出があ

りましたので、これを認めることといたしまし

た。傍聴人は、受付の際にお渡しした傍聴人の

守るべき事項にありますとおり、声を出したり

拍手をしたりすることはできません。静かに傍

聴してください。傍聴に関する指示には速やか

。に従っていただきますようにお願いいたします
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。○上別府建築住宅課長 建築住宅課であります

当課の平成29年度当初予算について御説明し

ます。

お手元の歳出予算説明資料の405ページをお開

きください。

当課の当初予算額は23億6,994万6,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明します。408ページを

お開きください。

一番上の（事項）建築物防災対策費3,235

万9,000円であります。これは、地震やがけ崩れ

等による建築物の被災を未然に防止するための

対策等に要する経費であります。

説明欄にあります３の改善事業「木造住宅耐

震化推進事業」につきましては、後ほど委員会

資料で御説明します。

次に、上から３つ目の（事項）建築物地震対

策費１億3,954万5,000円であります。これは、

木造住宅を除く建築物の耐震化の促進に要する

経費で、大規模民間建築物の耐震改修費用につ

いて補助を行うものであります。

409ページをごらんください。

一番上の（事項）県営住宅管理費10億8,086

万5,000円であります これは 県営住宅約9,000。 、

戸の管理に要する経費で、入退去管理や修繕に

要する経費などであります。

次に、その下の（事項）公共県営住宅建設事

業費８億2,423万円であります。これは、県営住

宅の整備に要する経費で、新富町の新田麓団地

ほか３団地の建てかえを進めるとともに、外壁

改修など既存団地の環境整備を行うものであり

ます。

次に、委員会資料の15ページをお開きくださ

い。

改善事業、木造住宅耐震化推進事業について

御説明します。

まず、１の事業の目的であります。

昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造

住宅の所有者等に対しましては、国及び市町村

と連携して支援を行っているところであります

が、これまでの取り組みに加え、事業者向けの

講習会の開催や耐震診断済み住宅への戸別訪問

等を行うことにより、木造住宅の耐震化をより

一層推進する事業であります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は1,998万5,000円で、事業期間は平成29年度か

ら31年度までの３年間であります。

事業内容としましては、①にあります市町村

に対する補助事業を引き続き実施しますととも

、 、に 中ほどの図のステップ２にありますとおり

耐震診断の累計が1,000件であるのに対し、ス

テップ４の耐震改修工事は87件と少ない状況に

ありますことから、診断は行ったものの改修工

事に至っていない住宅の所有者に対し、積極的

な動機づけを行うため、②にあります耐震加速

化事業として、木造住宅耐震診断士による戸別

訪問等を行うこととしております。

最後に、３の事業の効果でありますが、大規

模地震の際の建築物の倒壊等を未然に防止し、

多くの県民の生命や財産の保護が図られるもの

と考えております。

予算関係につきましては以上であります。

次に、委員会資料の16ページをお開きくださ

い。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について御説明します。

１の改正の理由でありますが、温室効果ガス

の排出量削減を目的とした建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物

省エネ法の施行や、建築士法の改正に伴い、関
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係手数料の改正を行うものであります。

次に、２の改正の内容であります。

、（ ） 、 、まず １ は 建築物省エネ法の規定により

平成29年度から、非住宅で2,000平方メートル以

上の新築等を行う場合、省エネ基準への適合が

義務づけられ、特定行政庁による省エネ基準へ

の適合性に係る判定手続が開始されるため、新

たに手数料を設定するものであります。

手数料は、①の計画段階での判定手数料、②

の変更があった際の手数料、③の完成時の検査

手数料がありまして、それぞれの表には、代表

的な手数料の例を示しております。

次に （２）の建築士事務所登録の手数料であ、

りますが、登録事項に所属建築士の氏名及び資

格種別が追加されたことによる事務量の増を勘

案し、手数料の増額を行うものであります。

最後に、３の施行期日でありますが、平成29

年４月１日から施行することとしております。

建築住宅課は以上であります。

営繕課であります。○山下営繕課長

当課の平成29年度当初予算について御説明し

ます。

お手元の歳出予算説明資料の411ページ、営繕

課をお開きください。

当課の当初予算額は９億1,631万4,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。413ペー

ジをお開きください。

まず、最初の（事項）庁舎公舎等管理費１

億3,681万円であります。これは、総務課所管の

。庁舎公舎等の維持補修に要する経費であります

次に、その下の（事項）電気機械管理費２

億6,374万6,000円であります。これは、庁舎等

の冷暖房設備や昇降設備等の保守点検、その他

改修工事など、機械、電気設備の維持管理に要

する経費であります。

次に、一番下の（事項）県庁舎ＢＣＰ対策事

業費２億3,980万円であります。これは、庁舎等

の建具飛散防止を初め、電力や通信等の浸水対

策などに要する経費であります。

営繕課は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○清山委員長

質疑はございますか。

先ほど、都市計画課のほうの公共○西村委員

街路事業ということで、403ページ、中村木崎線

ほか９路線とありますが、この９路線を教えて

いただきたいんですが。

中村木崎線ほか９路線と○巢山都市計画課長

いうことで、10路線の事業を行っております。

まず、宮崎の南のほう、木花のところで木花

通線、それから中村木崎線、そして佐土原にな

ります松小路通線、都城で中央西通線、これは

。牟田町工区と大王工区と２つの工区になります

そして、同じく都城の早鈴岳下通線、高原町

の 仲町広原線、えびの市の京町内竪線、高鍋町※

の町小丸線、日向市の富高財光寺通線、延岡市

の富美山通線、同じく延岡市の安賀多通線の10

路線でございます。

ありがとうございます。○西村委員

都市計のほうの美しい宮崎づ○岩切副委員長

くり。きのう議論した中で、商工観光労働部の

観光資源をつくっていくために、とある人材を

雇用して、観光客のニーズを調査をしていく、

マーケティングをしていくというような話なん

です。これからの観光施策の展開に生かしてい

くんだというような話なんですけれども、この

美しい宮崎づくりというのは、極めて宮崎県の

環境を全体的に向上させて、結果的に、住んで

いる私たち自身の郷土に対する愛着の向上もあ

※99ページに訂正発言あり
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るんですが、観光客入り込み客の増加にもつな

がるものだろうというふうに思うんです。その

あたりのＤＭＯの議論と、この美しい宮崎づく

りなり事業なりがしっかりリンクしているかど

うかというところを確認しておきたいなと思う

んですけれども。

この美しい宮崎づくりを○巢山都市計画課長

、 、推進する条例につきましては 非常に幅広くて

観光サイドとも密接にリンクする必要があると

考えております。

現在、都市計画のほうでも、観光につきまし

ても、全体景観を含めた形で、景観アドバイザ

ー制度なりで、啓発なり勉強会等を開いており

ます。今後、観光計画のほうとの関係も出てく

ると思いますけれども、地域のまちづくりに関

して、都市計画サイドのほうでは、都市再生整

、 、備計画事業といった形で町なかの整備 そして

歴史的なものにつきましては歴史まちづくり事

業といったもので、ハード面でのそういった観

光資源の整備をしている事業もございます。こ

れは市町村の事業でございますけれども、そう

いった取り組みと観光サイドのほうで持ってい

ます、そういったマーケティングをして、例え

ば古民家を生かすといったような事業 そういっ、

たものも協働といいますか、連携して取り組め

、 、ないかということで 今後策定します推進計画

、そういったもので全庁的に検討会を設けまして

リンクさせていきたいと考えております。

重ねて、観光部局との連携な○岩切副委員長

んですけれども、サイクルツーリズムというの

を推進していくんだということで、要は、自転

車で観光地または県内を一定距離移動できるよ

うにする中で、滞在型の観光というのを目指し

ていくんだということです。

これが、どういうふうに展開していくかどう

か、具体性は、非常にまだまだとは思うんです

けれども、この美しい宮崎もそうですし、道路

環境、そういったものともしっかりと連携しな

いと、自転車が県内をうろうろとしていく環境

にはなりにくいなというふうな印象があって、

そのあたりが、観光部局と美しい宮崎云々の議

論がしっかり連動しているのかどうかというの

を、きょう知りたいなと思っているんですけれ

ども。

サイクルツーリズム、そ○巢山都市計画課長

ういった体験型についても、条例の中で記載し

てございまして、観光資源を生かすという形で

取り組みたいと考えております。例えば海岸線

通り、日南海岸等は非常に景色のいいところと

いうことで、現在でもサイクリストには人気の

あるポイントでございます。

これについて、サイクリングを置く休憩場所

なり、取り組みがシーニック・バイ・ウェイ等

を中心に進められておりますけれども、今後、

高速道路、東九州が抜けますと、国道側は交通

量が減っていくのかなということで、そういっ

た今後の利用も見込みまして、体験型のそうい

うツーリズム そういったものを一体としてやっ、

ていこうということで、計画として盛り込みた

。 、 、いと考えております 今後 推進計画の委員会

検討会の中で、そういったものを位置づけたい

なとも考えております。

ありがとうございます。○岩切副委員長

重ねて、同じような事業で、サーフコースト

宮崎というサーフィンができるようにしていく

んだということで、サーフィンのポイントに近

づいていくアクセスの道路とか、そういったも

、 。のが きのう話題になっていたんですけれども

サーフコースト宮崎づくりに関してリンクして

いらっしゃるのかなという。ちょっとごめんな
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さい、担当課と時間がずれてしまったかもしれ

ませんけれど。

河川課の事業の中では ちょっ○阿佐河川課長 、

とそれとタイアップしてという事業はございま

せん。

そうですか。わかりました。○岩切副委員長

今、木崎浜のサーフコーストの話○西村委員

が出たもんですから。きのうはその周辺道路、

、宮崎市の部分と県の部分の道路の話が出たから

多分、今、副委員長がおっしゃったと思うんで

すけれども。

それに関して、今、この都市計の中で、総合

運動公園、ここの中には、いわゆる津波が来た

ときの避難場所というのは指定はされているん

ですけれども、サーフィンの方が避難するとき

に、避難しにくい状況に、今現在なっていて、

二、三カ所、人がくぐれるようなところがちょ

こっとだけあって、そこから逃げてくださいと

いうようなイメージがあるんですが、実は、こ

れ、私もサーフィン主催者側の人たちの役員に

入っているもんですから、いまどき、やっぱり

、 、避難路がきちっとしてないと 大きな大会とか

何人以上の大会というものが誘致できないとい

うような条件もつけられてきておりまして。こ

れ、何度も私も県にもお願いして、いわゆるビ

ーチの部分と公園の部分をどうにかしてうまく

できないかということで、大会のときには再三

再四お願いに当たったりしているんですが、今

回、この公園整備事業の中で、そういったもの

は見てもらえないのか、ちょっと伺いたいと思

います。

今回の公園事業費につき○巢山都市計画課長

ましては、主なものは施設整備でございますけ

れども、県単公園事業の中におきまして、津波

、 、対策の検討をしたいと考えておりますし 現在

２巡目国体ということで話もございます。

そういった中で、もっと安全度を高める必要

があると認識しておりまして、これについて、

必要な施設等、必要な避難の人数なり、避難場

所の確保なりについて検討をやっていきたいと

考えております。必要な施設整備はしたいと考

えております。

ありがとうございます。○西村委員

今回も商工関係、スポーツ関係も含めて、非

常に観光客誘致であったり、いわゆる県外から

来たり、県外から呼び寄せるものの事業という

のが非常に多くあって、その中でも、やっぱり

こういうハード事業というもののリンクが非常

に重要だと思いますんで、そこはまた要望にか

。 。えさせていただきます よろしくお願いします

○森山県土整備部次長（都市計画・建築担当）

あと、今のちょっと補足させていただきます

と、我々、運動公園の中での津波避難施設は検

討しようとしているわけですけれども、今おっ

しゃいましたサーファーにつきましては、それ

ぞれの所管とか、あと防潮林という、あれは環

境サイドだと思うんですけれども、そちらの管

理区分もありますので、運動公園だけではなく

て、そういった関係部局、そして、市のほうも

関係あると思いますので、そういったところと

話し合いながらといいますか、検討していくべ

きかなというふうに。こういったことは関係す

るところ全体で協議していかなければいけない

と思っておりますので、そのように考えたいと

思います。

414ページ、営繕課さんです。○後藤委員

営繕管理費の中で、県有建物保全業務、県有

建物調査の小型無人航空機の活用事業、ドロー

ン、今年度やられて、当然効果は高い。今後、

ドローンについてのちょっと対策というか。
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ドローンにつきましては、昨○山下営繕課長

年度購入いたしまして、この劣化度調査とか屋

上点検のもの、もしくは、屋上にある機械等の

点検に既に活用しております。

今年度の予算の中では、保険とかメンテナン

ス費用は含んでおりますけれども、少額ですの

で、この中では、あえて明示は一切していない

ところであります。

わかりました。○後藤委員

あと、委員会資料の14ページの美○丸山委員

しい宮崎づくり推進事業のことについてなんで

すけれども、予算が420万程度ということで、当

初はもう少し予算要求をしていたけれど、これ

しかつかなかったというような情報も少し聞い

てはいるんですけれども、ちょっと本当残念だ

なというふうに思っていて。今回、事業内容を

見てみると、啓発活動にしか、ほとんど何か当

たってないような気がするもんですから。本当

これで美しい宮崎づくりが、啓発はできても体

制づくりができるのかなというふうに思ってい

まして、例えば、19ページに例として挙げてい

る景観を資源として活用するための環境づくり

の中の②に書いてある金ヶ浜みたいな、このよ

うにかなり木を切ったりするためには、恐らく

こう伸びたのは、多分県としては、民有地だか

ら木が伸びてしまって、道路には影響ないから

切りませんでしたとかで だんだん伸びてしまっ、

たもんですから、こういう状況になった。今後

は、県民と協働して、これをきれいにしていき

、 、ましょうとなると ここまで大きく伸びますと

ボランティアとかでは非常にきついんじゃない

かなと思っていますので、本当に美しい宮崎が

推進できるのかと。啓発事業だけで終わってし

まっていいのかなと思っているんですが、でき

れば補正予算でも、もう一回、体制づくりを含

めてやっていただきたいと。例えば、これまで

午前中に河川パートナーシップ事業とか、道路

の草刈りなんて、もうパートナーシップで、県

民の協働でやっていきますと、河川ではパート

ナーシップすることによって、同じ事業を委託

するにしても４割の予算で済むんですよという

こと。こういった美しい宮崎づくり条例をつく

るんであれば、美しい宮崎づくりのパートナー

シップ事業みたいな形で、やっぱり民間が草刈

りとか、竹を切ったり、木を切ったりする事業

、 、を委託といいますか 報償費でやりますよとか

そのぐらいの事業をつくらないと。あとは維持

管理でもそこまで大きくかからないと思ってい

ますので、そういった事業をやった人を、逆に

表彰をしますとかいうふうにしないと、うまく

、進まないんじゃないかなと思っているんですが

できれば補正予算含めて、もうちょっと出すよ

うな気持ちがないのかというのをお伺いしたい

かなと思っております。

この美しい宮崎づくりを○巢山都市計画課長

推進するためには、やはり何らかの事業費は必

要かなとは考えておりまして、今回、いろいろ

庁内で連携しながら事業を進めていきたいと考

えておりますけれども、例えば、企業の森づく

りでしたり、直接支援制度で耕作放棄地の手入

れをしたり、いろんな取り組みを各部局で進め

ております。

そして、今言われましたような景観パートナ

ーシップみたいな、市町村と一体となった、そ

れと、そこの持ち主だったり、関係者との連携

をして、一斉に取り組んでいこうというところ

で、何らかの事業は必要かなと考えておりまし

て、そういったものは今後要望したいと考えて

おります。

ぜひ、絵に描いた餅に終わらない○丸山委員
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ためには、やっぱり最小の経費で最大の効果を

出すためには、そういうような河川パートナー

みたいなバージョンの都市景観をよりよくする

パートナーシップみたいなのを具体的に立ち上

げていただきたいなと思っておりますので、こ

れはお願いをしたいというふうに思っておりま

す。

また、あと、できれば、401ページにあります

屋外広告物の監視員は、恐らく委託してやって

いると思うんですが、ここも行政だけで監視を

やるんではなくて、先ほどみたいにパートナー

、 、シップをつくって 少しでも多くの人の目線で

この屋外広告物イコール景観とかにも違反して

いるんじゃないかとかも、監視にもつながって

いくんじゃないかと思っていますので、やっぱ

り人を雇うだけではなくて、県民と協働して監

視をする制度とかを含めて、少しこれを3,200万

もかけるよりも、人を雇うよりは、多少この４

分の１でも 委託費じゃなくてパートナーでやっ、

て数を倍にするとかすることで、もっと本当の

監視なり、かつ景観の形成にもつながっていく

んじゃないかなと思っているもんですから、そ

ういうのを一体的に考えて、多少、財政課も何

かここを減らさないと新しい事業を出さないよ

とかいうのがあるんであれば、そういう工夫も

もうちょっとやるべきじゃないのかなと思って

いるもんですから。

いずれにしても改めて、本当に腹を据えて、

できればスタートダッシュという、私は前回の

委員会でも言いましたけれども、一番先にでき

れば、何千万単位の予算がついてしっかりやる

んだよと。９年後に国体があるから、しっかり

全県民として美しい県土づくりをやるんだよと

いう意気込み、もうちょっと欲しかったもんで

すから。ぜひ、６月以降の補正予算なりを含め

て、また、来年度の新規でもやるんだという気

持ちを改めてお願いしたいというふうに思って

おります。

○森山県土整備部次長（都市計画・建築担当）

応援いただいているものと、ありがとうござ

います。

今回の条例は、基本的には、まだ４月から、

、案が通ればスタートさせていただくわけですが

まだ県民の皆さんに根づいていないところもご

ざいますので、まず、我々の考えといたしまし

ては、今までは行政主導でいろんなことをやっ

てきておりましたが、今度は、県民の皆さん、

あるいは事業者の方、そういった方々がみずか

ら県を美しくしようというふうに動いていただ

。 、 、 、きたい ですから 公共の場もあれば 個人の

民間の場でもぜひやっていただきたいというこ

とで、まずは、それを根づかせるということも

ございまして、まず、29年度は普及啓発という

ことに力をいれながら、これはずっと続けてい

きますけれども、そういった中で推進計画もつ

くる予定でございます。

その推進計画につきましては、いろんな事業

を乗っけていきますけれども、それは、毎年そ

の事業はちゃんと進んでいるか、ＰＤＣＡをき

、 。 、ちんとやりながら さらに進めていく そして

そういった中で、今御指摘もありましたけれど

も、なかなか進まない、ちょっとすき間があっ

たりすることもあると思いますので、それはま

たチェックしながら それを次の事業にどうやっ、

て生かしていくかということも考えながら、そ

ういった中で、また、それなりの予算措置なり

出てくるかもしれません。

そのときは、また考えていきたいと思います

が、いずれにしましても、これは県土整備部だ

けではありませんで、全庁的、そして全市町村
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一緒に、県民も含めて全体でやっていこうとい

うことでございますので、そのように頑張って

いきたいと思います。また御支援のほう、よろ

しくお願いいたします。

ほか、ございますか。○清山委員長

。 、○ 原委員 408ページです 建築物地震対策費

木造住宅を除く建築物の耐震化の補助をすると

いうことでしたが、ちょっと、この対象の内訳

を教えてください。

改修工事を４棟予定し○上別府建築住宅課長

ておるものでございます。

これは、大型の建築物だというふ○ 原委員

うに認識していますが、都城の、地名まで言い

ますけれど、１棟、その計画にないところがあ

りました。あれは、その後、どう変遷したんで

しょうか。

対象の大規模な民間建○上別府建築住宅課長

築物につきましては、ホテルとか商業施設等が

ございまして、そのうち、今御指摘のございま

した都城のものにつきましては、一昨年の12月

までに、耐震診断の結果を特定行政庁に報告す

る義務がございましたが、その報告がございま

せんでしたので、その後、様子を見ておりまし

、 、たが 昨年11月の22日に提出命令をかけまして

平成28年の11月25日に他の報告のあった建物の

、耐震診断結果の公表とあわせて命令をかけた旨

公表したところでございます。

、○ 原委員 これは今でも使われておりますし

私も何回か行きましたけれど、特に忘年会シー

ズン、新年会シーズンというのは、多くの人が

集まっているわけです。地震が来たらどうなる

んだろうなと一人勝手に思いながら。多くの人

にしゃべると、不安をばらまくようなことにな

るので。

やっぱり私的な建物とはいえ、公共的なスペ

ースですから、何とかしていただかないといけ

ないんでしょうが。命令をかけたあとの日程的

な縛りはどうなるんですか。その後、命令に対

してどうだと。その命令に何かリアクションが

、 、ない場合は 何かまた新たなことができるのか

強制的に何かできるのか、ちょっとそのあたり

のところを教えてください。

都城市ですので、特定○上別府建築住宅課長

行政庁が都城市になります。それで、都城市が

命令をかけまして、その後も法に沿った対応を

お願いし続けておりまして、現在都城市から聞

いたところでは、耐震診断に取り組んでいきた

い旨の回答があったと聞いているところでござ

います。

ということは、もうしばらく様子○ 原委員

を見て、その経営者の方々の反応を見てという

ことですね。

そうなります。できる○上別府建築住宅課長

だけ前向きに取り組んでもらうようお願いして

いくつもりでございます。

わかりました。それを聞きたかっ○ 原委員

たんです。

。○巢山都市計画課長 大変申しわけありません

訂正を申し上げたいと思います。

先ほどの街路整備の箇所で、仲町広原につき

ましては、今年度の完成予定でございまして、

来年度予定ではございません。失礼いたしまし

た。

よろしいですか。○清山委員長

、 。それでは 以上３課の審査を終了いたします

暫時休憩いたします。

午後１時49分休憩

午後１時51分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長
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各課ごとの説明及び質疑は全て終了しました

ので、これより総括質疑を行います。

県土整備部の当初予算関連議案全般について

質疑はございませんか。

、○横田委員 委員会資料の10ページですけれど

プログラム別施策体系の１の３、移住・定住人

口、交流人口の拡大による地域活力の維持・増

進の項目には、県土整備部の事業は何も入って

ないわけですけれど、移住は、今、全庁挙げて

、一生懸命取り組もうとしているわけですけれど

当然、移住してくださる人のために空き家を提

。供したりとかいうことも考えられると思います

空き家バンクとかの事業も始まっていると思う

、 、 、んですが でも 中古住宅を提供するためには

やっぱり耐震能力を有しているということはす

ごく大事なことじゃないかなというふうに思い

ます。

前回もこの木造住宅耐震化推進事業、空き家

にも適用できるんですかということをお聞きし

たと思うんですけれど、適用できるという答え

。 、だったと思います そういうことを考えますと

この１の３のところに木造住宅耐震化推進事業

が入ってもいいんじゃないかなと思ったんです

けれど、いかがでしょうか。

空き家の関係につきま○上別府建築住宅課長

しては、最近では、古民家の活用ですとか、民

泊の新法についての国のほうの検討とか、有効

活用の動きがございますので、また、ここにあ

るような移住定住人口、交流人口の拡大にも貢

献できそうな状況かどうかも踏まえて、今後も

検討してまいります。ありがとうございます。

よろしくお願いします。○横田委員

全体的な話なんですけれど、今、○西村委員

県土整備部等公共３部が公共事業の平準化です

か、年間固まらないようになるべく４月から出

していくという方針で、ゼロ県債初めいろんな

取り組みをしているところは業界にも広まりつ

つあるところではあるんですけれども、それで

も、やっぱり仕事が固まってしまって、特に、

元請さん的に仕事を見ると、少しずつ分配され

ているような状況があるんですけれども、その

、 。下請となると 下請の人たちは余り変わらない

仕事が集中するときは、下請さんたちは同じ時

期に重なってしまって、元請さんにとっては下

請さんの取り合いみたいな部分もあるし、下請

さんにとってもなかなか仕事がかつかつで大変

だというような状況を、つい最近も業界の方か

ら聞いたところでありました。

そういうことを、いろんな一つ一つの事例を

挙げていくと大変だとは思うんですけれども、

平準化に伴って、さらに先の見通しまで考える

ことができるのか、ちょっと私もわかりません

けれど、発注者としての工夫というものがあれ

ば教えていただきたいと思います。

平準化のお話でございま○木下技術企画課長

す。

下請の関係も、今ちょっとお話がございまし

たけれども、今、計画としては、元請さんのほ

うに平準化ということを進めているところでご

ざいまして、例えば、今、指標として考えてお

りますのは、いわゆる稼働日数というものです

か、工期、いわゆるその月に何件ぐらい稼働し

ているか。あるいは、単純に、請負金額をまず

工期で割ったときに、一月当たり大体幾らとい

うのを積み上げることによって平均化といいま

すか、そういった指標を、今いろいろ検討して

いるところでございます。

そういった意味では、平成28年度ですけれど

も、４、５、６の稼働件数というのは、対前年

で1.08倍と、金額にして1.13倍ということで、
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多少平準化になってきたんではないかというふ

うに思っているところでございます。

また、現在、今聞かれました下請の稼働とい

うのは、ちょっとまだ把握はしていないんです

けれども、それについて、また、いろんな意見

を交換させていただいて、実態をつかんでいき

たいなというふうに思っているところでござい

ます。

ありがとうございます。○西村委員

実態を把握していただくのも、もちろん一番

のことなんです。大変ありがたいと思います。

また、これ、少し国のほうの政策で聞いたん

、 、 、ですけれども 国のほうは 国の発注に対して

いわゆる金額ベースで目標を立てて出していく

という方針になって、４月で区切るのか、４、

５、６で区切るのか、ちょっと詳細はわかりま

せんけれど、金額ベースでしっかり、この金額

だけは早い年次から出していくという方針に

なっているとちょっと伺いました。それも踏ま

えて、県も今、1.13倍、昨年よりか出している

ということでありますけれども、その国とのリ

ンクじゃないですけれども、県もあらかじめの

目標みたいなのが、ことし、新年度にあれば教

えていただきたいと思います。

まだ、この取り組みは始○木下技術企画課長

まったばかりで、少しまだ目標までは、ちょっ

と設定ができていないところでございます。こ

れは、今、国が中心になって、こういった指標

というのを取り上げていこうというふうに考え

ておりますので、そういった国が中心となった

発注者協議会等で、今後取り上げていって、新

たな目標設定をしていくという段取りになって

いくかと思いますので、その場でいろいろ、県

の目標もあわせて議論していきたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。○西村委員

ぜひ、これが、行く行くは建設作業に当たる

人であったり、働き方というものを大いに変え

ていくためにも、やっぱり、今は閑散期はもう

仕事がないと、半日で帰れというような状況が

あって、休みがないときはもう１カ月は働きっ

放し、もちろん天候にも左右される部分があり

ますので、発注段階からは、やっぱり１年間の

見通しができるようにしていただきたいと思い

ます。要望にかえます。

ほか、ございますか。○清山委員長

管理課か技術企画課だと思う○岩切副委員長

んですけれども、県が605億円とか大きな公共事

業を出すわけですけれど、県内に、公共事業と

いう形で国なり市町村なりが出すおおよその毎

年の公共事業の総額というものがデータとして

あれば、知っておきたいんですけれども。

具体的な、ちょっと数字○木下技術企画課長

というのは持ち合わせておりませんが、平成28

年度ですけれど、県内の公共事業、おおむねで

すが、国が３分の１、県が３分の１、市町村が

３分の１ということで 大体そういう配分になっ、

ているようでございます。

本県の場合、公共投資、民間○佐野管理課長

投資、合わせますと大体半々ぐらいの規模、若

干公共が多いぐらいではないかと考えています

けれども、例えば平成27年度でいきますと、公

共投資につきましては、これは国・県・市町村

ということで考えていただいていいかと思いま

すが2,215億 民間投資が2,176億 合わせて4,391、 、

億と。ちなみに20年度が公共投資が2,640億、民

間投資が2,005億、合わせて4,645億ということ

で、ここ数年は大体4,000億台というような形に

なっております。

ありがとうございました。○岩切副委員長
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予算というよりも人的なことでお○丸山委員

伺いしたいんですが、本会議でも少しあったん

ですけれども、公務員の技術屋さんが定員に達

していないということがあって、これは非常に

危惧する問題、今後、五、六年から10年先見る

と、国体やら含めていろんな箱物、また、いろ

んなものを引き続きつくっていかなくちゃと考

えると、技術の継承を含めて、本当に大丈夫な

のかなと思っております。29年度から技術的な

ところを重視した入試に変えますということな

んですが、それで本当に改善するのかなと非常

に危惧しているんです。

やっぱり、この技術の公務員がしっかり仕事

をしないと宮崎はよくならないんだよというよ

うなイメージを含めてつくっていかないと、な

かなか定数にも達しないんじゃないかなと思っ

ているんですが、県土整備部で、それ以外に、

何かもう少し、県の技術屋さんとして来てほし

いというようなＰＲ含めて、何か考えているこ

とがあれば、教えていただくとありがたいのか

なと思っております。

丸山委員がおっしゃいますよ○佐野管理課長

うに、最近危機感を持っておりまして、現状で

、 、申し上げますと 例えば土木職につきましては

年々受験者数が減ってきているということで、

例えば平成25年の試験であれば31名だったもの

が、平成28年は12名と。ことしは特に宮崎市と

、試験日が重なったということもあるわけですが

その結果、28年採用、29年採用に向けても、当

初採用したい数を下回るような状況になってい

ます。

また、建築職につきましても、受験者数は変

わってないということですが、今後退職が多く

見込まれるというような状況もございまして、

これにつきましても、29年度に向けての採用も

当初の予定した数が確保できていないという状

況ではございます。

数年前からそういう傾向が少しずつ出てきて

いるわけですが、人材確保のための取り組みと

しては、県土整備部独自でも、大学等への訪問

ということで、例えば宮崎大学、九州大学、熊

本大学、それから九州工業大学、その他高校の

担い手講座でもパンフレットを配ったりとか、

そういった形で県内の専門学校も含めて訪問を

したりして、県の職員の受験なり採用に向けて

の努力はさせていただきます。建築職について

も同じように取り組みをさせていただいており

ます。

また、そういった訪問に加えまして、職場見

学会というのを実施しまして、土木職、建築職

が携わる仕事の説明ですとか、現場の見学など

をしていただいて、仕事のイメージを持ってい

。ただくような努力はさせていただいております

また、県職員、警察官の就職ガイダンスとい

うのが３月５日に開かれてまして、そこに個別

ブースを設けて、土木職なり建築職に興味を持

たれた方が参加いただいているというようなこ

ともしております。

それから、これは、人事委員会のほうで最終

的には検討していただいて、新聞等でも出てい

た部分ではございますが、技術系職員を目指す

方の、少しハードルというか試験の傾向を変え

まして、例えば、教養試験の問数を50問から40

問に減らすですとか、専門試験の配点を教養試

験の２倍にするとか、そういった工夫もしてい

ただいているところであります。

人がいなければ、何も前に進まな○丸山委員

いと思っておりますので、かつ人の頭の数だけ

ではなくて、やはり質等もまた必要だと思って

おります。県のほうに採用されてからの人材育
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成も含めて、しっかりとしていただくようにお

願いしたいというふうに思っております。そう

することによって、国が言っている品確を含め

てつながっていく、そうすることによって、県

民の全ての利益につながっていくというふうに

思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いし

たいと思っております。

ほか、ございますか。○清山委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか。○清山委員長

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって県土整○清山委員長

備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時５分休憩

午後２時10分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっていますので、16日に行いたい

と思います。15時としたいと思いますがよろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○清山委員長

します。

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で、本日の委員○清山委員長

会を終了いたします。

午後２時10分散会
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午後２時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 清 山 知 憲

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 森 本 征 明

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

委員会を再開いたします。○清山委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案について、何か賛否があれば御意見をお

願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決に移ります。○清山委員長

採決については、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

一括採決いたします。○清山委員長

議案第１号 第８号から第10号 第12号 第13、 、 、

号、第22号、第38号、第43号、第46号につきま

しては、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○清山委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてでございま

すが、委員長報告の項目及び内容について御意

見をお願いします。

暫時休憩いたします。

午後２時58分休憩

午後３時０分再開

委員会を再開いたします。○清山委員長

委員長報告については、正副委員長に御一任

いただくことでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そのようにいたします。○清山委員長

閉会中の継続調査についてお諮りいたします

が、商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査については、継続調査としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議ありませんので、この旨議○清山委員長

長に申し出ることといたします。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、今年度の委員会全てを○清山委員長

終了ですが、よろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で終了いたしま○清山委員長

す。

午後３時０分閉会

平成29年３月16日(木)


